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は じ め に 

 

 

関東信越厚生局は、全国８の厚生局・支局の中で、関東甲信越地域の１都

９県を管轄区域とし、厚生行政の政策実施機関として、医療、健康保険、年

金、地域包括ケアシステム構築、福祉保健、食品衛生、薬事監視、麻薬取締

などに関する業務を行っております。 

当厚生局は、地域社会の身近な行政機関として、厚生労働省と地域社会の

架け橋の役割を果たしつつ、時代の変化に即応した社会保障政策を行い、将

来にわたり国民の皆様の健康で安全・安心な暮らしを支えることを基本理念

として取り組んでまいります。 

本書は、令和元年度に当厚生局が実施した事業について、業務実績や関係

資料を取りまとめたものです。本書が国民の皆様や自治体をはじめ多くの関

係団体の皆様方に、当厚生局の業務や厚生行政について、一層のご理解を深

めていただく一助となれば幸いです。 

今後とも、厚生行政に対するご理解とご支援を賜りますようお願いいたし

ます。 

 

令和２年７月 

 

厚生労働省関東信越厚生局長 
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第Ⅰ章 関東信越厚生局の業務概要・基本理念等

関東信越厚生局は、国民の皆様の身近な社会保障政策の実施機関として、関東甲

信越地域１都９県で生活・活動される国民の皆様の健康で安全な暮らしを支えるた

めの様々な業務を行っています。

■ 安全な医療供給体制の確保

■ 臨床研修実施体制の確保

■ 再生医療等の安全性の確保

■ 年金給付等の審査請求への対応

■ 年金記録の訂正請求への対応

■ 薬物犯罪の捜査・取締り

■ 薬物乱用防止の普及啓発

など

■ 保険医療機関等の指導監査

■ 健康保険組合の指導監査

■ 企業年金等の指導監督

■ 障害福祉サービス事業者の業務

管理体制の検査

■ 各種養成施設の指導監督

■ 医薬品・再生医療等製品製造業

等の許可

■ 食品の総合衛生管理製造過程の

承認

■ 日本年金機構が行う事務の認可

など

■ 地域包括ケアシステムの構築に関する支援

■ 健康福祉関係の補助金交付による支援

■ 医療保険者（国民健康保険・後期高齢者医療）

の指導監督・助言

■ 生活保護法等に基づく指導監査等による助言

■ 市区町村が行う国民年金事務に係る交付金の

審査

■ 健康危機管理

■ 食中毒対策等

■ 食品の安全確保に関するリスクコミュニケー

ション

など

１．関東信越厚生局の業務概要
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第Ⅰ章 関東信越厚生局の業務概要・基本理念等

関東信越厚生局では、平成２１年９月に「関東信越

厚生局ビジョン策定委員会」を設置し、若手職員を中

心としたチームでの議論、全職員へのアンケートや意

見募集を行い、平成２２年１月２６日に「基本理念｣

｢職員行動規範｣「キャッチフレーズ」を策定しました。

平成２２年１月２６日決定

関東信越厚生局ビジョン策定委員会

ひひひととと､､､くくくらららししし､､､みみみらららいいいのののたたためめめににに
関東信越厚生局

私たち関東信越厚生局は、

地域社会の身近な行政機関として、

厚生労働省と地域社会の架け橋の役割をはたしつつ、

時代の変化に即応した社会保障政策をおこない、

将来にわたり国民のみなさまの健康で安全・安心なくらしをささえます。

基基 本本 理理 念念

私たち関東信越厚生局職員は、厚生労働省の「行動指針」をふまえつつ、

厚生労働省と地域社会との架け橋の役割をはたすため、

○地域社会のみなさまの声に十分に耳をかたむけます。

○行政サ－ビスの点検や見直しをおこない、その向上につとめます。

○行政情報を積極的に発信してまいります。

また、地域社会をささえるために、厚生行政の担い手として、

○公正・中立な立場で職務を遂行いたします。

○法令を遵守し、責任のある行動をいたします。

○自己研鑽にはげみ、自らの向上心を高めます。

職職 員員 行行 動動 規規 範範

２．関東信越厚生局の基本理念・職員行動規範・キャッチフレーズ
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第Ⅰ章 関東信越厚生局の業務概要・基本理念等

○ 関東信越厚生局は、地域社会の身近な行政機関として、厚生労働省と地

域社会の架け橋の役割を果たしつつ、時代の変化に即応した社会保障政

策を行い、国民の健康で安全・安心な暮らしを支えていかなければなりませ

ん。

○ 国民、本省の担当部局、地方自治体や関係団体等のステークホルダーか

ら、「頼りになる、頼りにされる厚生局」となるためには、時代の変化に的確

に対応し、求められる役割を十分に果たし続けていくことが必要であり、日

頃から、常に業務を見直し、行政運営の質の維持・向上に努めなくてはなり

ません。具体的には、当局の各部署が目標を定めて、職員がそれを実践し、

定期的に結果検証を行うとともに、実践から得られた経験知や創意工夫を

適切に反映して、生産性を向上させる「ＰＤＣＡサイクル」が不可欠です。

○ そこで、関東信越厚生局においては、計画的な業務運営を行うための手法

として、目標管理方式による「業務計画」の取組を実施しています。

３．関東信越厚生局の「業務計画」の取組
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第Ⅰ章 関東信越厚生局の業務概要・基本理念等 

 

 

 

 

社会保険審査官（社会保険審査事務室） 

麻薬取締部 

            総務課 

          企画調整課 

          年金指導課 

          年金調整課 

          年金審査課 

          年金審査分室（千葉・東京・神奈川） 

４．関東信越厚生局の組織体制 

            健康福祉課 

          医事課 
          食品衛生課 

          地域包括ケア推進課 

          保険課 

          企業年金課 

           

            管理課 

          医療課 

          調査課 

          特別指導第一課 

          特別指導第二課 

          指導監査課（埼玉県を管轄） 

          都県事務所（茨城・栃木・群馬・千葉・ 

           東京・神奈川・新潟・山梨・長野） 

                 

総務年金部門 

健康福祉部門 

指導部門 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（総 務 課） 

 

 

 

 

（１）情報公開について 

① 制度の概要 

政府の諸活動に係る説明責任が全うされるようにするとの考え方を基本に、

何人も国の行政機関の保有する行政文書の開示を求めることができる権利を

定めた「行政機関の保有する情報の公開に関する法律（行政機関情報公開法）」

に基づき、行政文書を開示するものです。 

 

② 業務内容 

関東信越厚生局においては、保有する行政文書について開示請求があった場

合、不開示情報として規定された６つの類型（※）に該当するもの以外の情報を

開示しています。 
 
※ 不開示情報として規定された６つの類型 

➊ 特定の個人を識別できる情報 

➋ 法人の正当な利益を害する情報 

➌ 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報 

➍ 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報 

➎ 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間

に混乱を生じさせるおそれがある情報 

➏ 行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報 

 

③ 実 績                         （単位：件） 

 前年度からの

繰越件数 

令和元年度 

開示請求件数 

  開  示  結  果 翌年度への

繰越件数 開示（部分開示含） 不開示 取り下げ 

令和元年度 10 498 469 27 8 4 

 

（２）個人情報開示について 

① 制度の概要 

行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることによ

り、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを

目的とした「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（行政機関個

人情報保護法）に基づき、個人から自己の個人情報について、行政機関に対し

て開示請求があった場合に開示します。 

 

 

 

 

 

１．情報公開・個人情報開示の推進について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

② 業務内容 

関東信越厚生局においては、保有する個人情報について開示請求があった場

合、不開示情報として規定された７つの類型（※）に該当するもの以外の情報を

開示しています。 

 

※ 不開示情報として規定された７つの類型 

➊ 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

➋ 開示請求者以外の個人に関する情報 

➌ 法人の正当な利益を害する情報 

➍ 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報 

➎ 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報 

➏ 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間

に混乱を生じさせるおそれがある情報 

❼ 行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報 

 

③ 実 績                                        （単位：件） 

 前年度から

の繰越件数 

令和元年度

開示請求数 

開  示  結  果 翌年度への

繰越件数 開示（部分開示含） 不開示 取り下げ 

令和元年度 １ 24 24 0 0 1 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

+ 

 

（１）制度の概要 

平成２２年１月１日の社会保険庁廃止に伴い、これまで旧社会保険庁が所管し

ていた年金特別会計所属の国有財産のうち、日本年金機構へ出資しなかった国有

財産については、同日付をもって、当該財産の所在地を管轄する地方厚生局に所

属替されました。 

また、日本年金機構へ出資したのち不要となった財産については、国庫納付さ

れ、土地や建物の国有財産については、当該国有財産の所在地を管轄する地方厚

生局に所属替されることとなっております。 

関東信越厚生局においては、これらの国有財産については、年金財政に資する

ため売払い手続きを進めることとしており、早期売却に向けて適切な管理を実施

しているところです。 

  

（２）業務内容 

① 国有財産の管理 

(ｱ) 国有財産総合情報管理システムの運用 

・価格改定作業 

・毎会計年度間における国有財産増減、毎会計年度現在における現在額 

報告書の作成等 

・国有財産の情報公開(一件別情報） 

(ｲ) 財産の維持管理   

・防犯、警備会社への委託、看板（立入禁止）の設置  

・環境衛生、雑草駆除  

・土壌汚染調査、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）調査  

・境界確定及び測量   

(ｳ) 国有財産の貸付 

・有償貸付、無償貸付  

 

② 国有財産の処分  

(ｱ) 売払い 

・行政財産の用途廃止手続き  

・不動産鑑定評価 

・公用・公共用取得要望の有無の確認 

・売払いに係る厚生労働大臣承認申請手続き 

・売払いに係る財務大臣承認申請手続き 

・一般競争入札 

(ｲ) 譲与  

(ｳ) 建物の取壊し  

 

（３）実 績 

   令和元年度 該当なし 

２．年金特別会計にかかる国有財産の管理及び処分について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（企画調整課） 

 
 

 

（１）制度の概要 

「社会保険医療協議会法（昭和２５年法律４７号）」（以下この項目において

「法」という。）に基づき、中央には「中央社会保険医療協議会」が設置され、

地方には「地方社会保険医療協議会」が全国８地方厚生（支）局ごとに設置され

ています。 

 

① 地方社会保険医療協議会の所掌事務 

法第２条第２項の規定により「保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の

取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣の

諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に、

文書をもって建議することができる。」と規定されています。 

 

② 地方社会保険医療協議会の組織 

審議内容により「保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに

保険医及び保険薬剤師の登録の取消し」などを審議する「総会」と、法施行令

とこれに基づき関東信越地方社会保険医療協議会が定めた「関東信越地方社会

保険医療協議会議事規則」（以下この項目において「議事規則」という。）に

よる、「保険医療機関及び保険薬局の指定（総会の審議事項を除く）」を審議

する「部会」で構成され、定数は法によって、それぞれ２０名と８名と規定さ

れています。 

なお、部会については議事規則第７条１項の規定により、都道府県ごとに部

会を置くことができ、管内１都９県に設置されています。 

 

【保険医療機関の指定等の流れ】 

    

１．関東信越地方社会保険医療協議会の運営について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

③ 地方社会保険医療協議会の構成員 

令和２年３月末現在では総会審議のみに参画する委員５名、総会及び部会の

審議に参画する委員１５名と、原則として部会審議にのみ参画し事案により総

会審議に参画する臨時委員６５名の計８５名です。 

 

（２）業務内容 

企画調整課及び関東信越厚生局管内の各都県の事務所（埼玉県については指導

監査課。以下同じ。）が、それぞれ総会と部会の庶務を担当しています。  

具体的には、関東信越地方社会保険医療協議会会長又は部会長と調整を行ない、

総会と部会の運営を行っています。 

また、委員の改選は、法第４条第１項により任期は２年とされ、１年ごとにそ

の半数を任命することとなっており、これに係る事務も行っています。 

（改選以外に委員又は臨時委員が辞任した場合は、後任の委員又は臨時委員を委

嘱します。） 

 

（３）実 績 

① 総 会 

総会は、法第６条において、正当な理由がある場合を除いては、６か月に１

回以上開かなければならないと規定されています。 

総会においては、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し等を審

議するほか、会長及び会長代行の選出、部会に属すべき臨時委員の指名を行っ

ています。 

【開催状況】 

令和元年度は、総会を４回開催し、その概要は以下のとおりです。 

(注)これまでに開催された「関東信越地方社会保険医療協議会(総会)の議事要旨等は、以下に 

掲載しています。 

関東信越厚生局のホームページ：業務内容（関東信越地方社会保険医療協議会） 

 

 

 

 

 

 

 審議を行った事項等 

第５４回総会 

（令和元年6月19日開催） 
・ 元保険医療機関への対応（千葉） 

第５５回総会 

（令和元年8月28日開催） 
・ 保険医療機関の指定の取消及び保険医の取消（茨城） 

第５６回総会 

（令和元年10月23日開催） 

・ 会長の選出 

・ 部会に属すべき委員及び臨時委員の承認 

・ 元保険医療機関への対応及び保険医の取消（千葉） 

第５７回総会 

（令和2年3月18日開催） 
・ 保険医療機関の指定の取消及び保険医の取消（新潟） 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

② 部 会 

関東信越厚生局管内の各都県の事務所では、保険医療機関・保険薬局指定申

請を随時に受理しているため、毎月開催することとなっています。 

【開催状況】 

   管内１０部会とも、平成３１年４月から令和２年３月まで（主に令和元年

５月から令和２年４月指定分を審議）の各月において開催し、保険医療機関

等の指定を審議しました。令和元年度に関東信越地方社会保険医療協議会（管

内１０部会）で審議された保険医療機関等の総計は以下のとおりです。 

（単位：件） 

 

 

 

※
                
※詳細は第Ⅴ章  資料・データ集 企画調整課関係を参照 
 

③ 改選について 

令和元年１０月の半数改選の際には、関係の団体へ委員・臨時委員の推薦依

頼を行い、厚生労働本省へ内申の手続きを行うとともに、令和元年１０月１日

付で４５名（委員１０名、臨時委員３５名）に対し厚生労働大臣からの委嘱状

を交付しました。 

また、令和元年度では４名の臨時委員が任期途中で交代したため、前任者の

残期間を任期として委嘱状を交付しました。 

 

 
 

 

（１）概要 

   厚生労働行政に関して、関東信越厚生局のホームページを活用し、国民の皆様

から｢ご意見・ご要望｣及び｢お問い合わせ（ご質問）｣を募集しています。 

 

（２）業務内容 

   企画調整課においては、国民の皆様からホームページに寄せられた「ご意見・

ご要望」及び「お問い合わせ（ご質問）」の受付をし、担当部署へ回送をしてい

ます。また、「お問い合わせ（ご質問）」は、ご質問をいただいた方に対して速

やかに回答するとともに、「ご意見・ご要望」については、今後の業務改善等の

参考とさせていただいています。 

なお、令和元年度中にホームページに寄せられた件数は、「ご意見・ご要望」

２８３件、「お問い合わせ（ご質問）」１，０２１件です。 

 

    

 

 

 

 

 

 医科 歯科 薬局 

新規指定 指定更新 新規指定 指定更新 新規指定 指定更新 

審議件数 1,742 3,361 1,008 2,460 1,460 2,301 

２．国民の皆様からの｢ご意見・ご要望｣及び｢お問い合わせ（ご質問）」について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）概要 

厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声」は、厚生労働行政の政策改善につ

ながるきっかけとなるものであることから、厚生労働本省の部局へ報告し、業務

改善に役立てています。なお、寄せられた「国民の皆様の声」の主なものについ

ては、厚生労働省ホームページにおいて公表しています。 

 

（２）業務内容 

企画調整課においては、関東信越厚生局に寄せられた「国民の皆様の声」の内

容を取りまとめ、「国民の皆様の声」の内容を所管する厚生労働本省の部局へ報

告しています。また、厚生労働本省への報告状況を関東信越厚生局内に周知して

います。 

   なお、令和元年度中に関東信越厚生局に寄せられた「国民の皆様の声」につい

て、厚生労働本省の部局へ報告した件数は２４件です。 

 

 

 

 

（１）概要  

公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報

に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより公益通報者の保

護を図るとともに、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法

令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資す

ることを目的とした「公益通報者保護法」により、公益のために事業者の法令違

反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止

するものです。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、公益通報窓口を設置し、内部職員及び外部の労働

者からの公益通報の受付を行っています。 

また、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、通報対象事

実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じるこ

ととしています。 

 

 

３．「国民の皆様の声」について 

４．公益通報について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（年金指導課） 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

公的年金制度は、加齢による稼得能力の減退等に対する所得保障のほか、被保

険者が傷病等によって障害の状態が残った場合や死亡した場合における社会保

険機能の役目も担っています。 

現在、公的年金制度である政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業

（以下「政府管掌年金事業」という。）は、厚生労働大臣から政府管掌年金事業

に係る権限の委任及び事務が委託された日本年金機構（以下「機構」という。）

によって、国の適正な管理・監督の下、各法令の規定等に基づき、業務が行われ

ています。 

機構が行う業務のうち、滞納処分や適用事業所への立入検査等といった公権力

の行使を有する業務については、公正性や客観性が十分に担保された上で実施さ

れなくてはなりません。 

このため、機構が滞納処分等を実施しようとする場合には、あらかじめ地方厚

生局長の認可（厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任）が必要になります。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、平成２８年３月２４日付年金管理審議官通知「日本年金

機構組織規程の一部改正に伴う厚生年金保険等の適用・徴収関係通知の改正につ

いて」により改正された「日本年金機構が行う滞納処分等の認可処理要領」等に

基づき、機構が実施する滞納処分等の認可の申請等を審査し、認可しています。 

また、機構が実施した滞納処分等の結果報告等により、機構が適正に滞納処分

等を実施しているか等の事後確認も行っています。 

 

（３）認可等の種類 

① 認可業務 

(ｱ) 機構の徴収職員・収納職員の任命に係る認可 

(ｲ) 機構が行う滞納処分等に係る権限の認可 

(ｳ) 機構が行う立入検査等に係る権限の認可 

② 結果報告等の確認業務 

(ｱ) 徴収職員・収納職員の異動報告 

(ｲ) 滞納処分等の結果報告 

(ｳ) 立入検査等の結果報告 

 

 

 

 

 

 

１．日本年金機構の業務に係る認可について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（４）実 績                          

 令和元年度 

徴収職員・収納職員の認可 

① 徴収職員 

② 収納職員 

 

379 人 

320 人 

滞納処分等の認可 

① 厚生年金保険関係 
② 国民年金関係 

 

720,231 件 

44,961 件 

立入検査等の認可 
① 事業所関係 
② 受給権者・被保険者関係 

 

311,684 件 

135 件 

滞納処分等の結果報告の確認 
① 厚生年金保険関係 
② 国民年金関係 

 

45,664 件 

21,024 件 

立入検査等の結果報告の確認 
① 実施 
② 実施不能 
③ 未実施 

 

158,626 件 

2,896 件 

175,672 件 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

納付義務者が災害等により、その財産につき相当な損失を受けた場合において、

納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認められる場

合は、厚生年金保険法第８９条等の規定により準用する国税通則法第４６条に基

づき、その納付を猶予することができると規定されています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、納付義務者から申請された厚生年金保険料等の納付の猶

予に係る申請について、平成２８年３月２４日付年金管理審議官通知「日本年金

機構組織規程の一部改正に伴う厚生年金保険等の適用・徴収関係通知の改正につ

いて」により改正された「厚生年金保険料等の納付の猶予取扱要領」等に基づき、

適正に審査等を行っています。 

 

（３）実 績 

  令和元年度 

厚生年金保険料等の納付猶予の許可等 

① 許可 

② 不許可 

 

1 件  

0 件  

２．厚生年金保険料等の納付の猶予について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

（年金調整課） 

 

 

 

（１）制度の概要 

社会保険労務士は、労働・社会保険の専門家として、労働保険・社会保険諸法

令に基づいて、行政機関に提出する書類や申請書等を依頼者に代わって作成する

ことや企業の労務管理やコンサルティング等を行っています。 

社会保険諸法令に基づく、こうした業務が適正に実施されるよう社会保険労務

士に関する業務を行っています（※労働諸法令に関する業務は、都道府県労働局

となっています）。 

  

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、社会保険労務士法に関する業務のうち、社会保険

諸法令に関するものは厚生労働大臣から地方厚生（支）局長に委任されており、

主に次の業務を行っています。 

① 社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査 

② 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会

等からの通知の受理 

③ 社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令 

④ 社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査 

⑤ 社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合

の報告 

⑥ 社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞 

⑦ 全国社会保険労務士会連合会が実施している社会保険労務士試験への協力

等  

 

（３）実 績  

令和元年度における社会保険労務士の不正事案に係る情報提供数等は次のと

おりです。 

情 報 提 供 
社会保険諸法令 

に関するもの 

労働諸法令 

に関するもの 

社会保険諸法令に 

関する懲戒処分 

19 10 9 0 

（注）労働諸法令に関するものについては、都道府県労働局に転送しています。 

 

  

１．社会保険労務士に関する業務について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 （参考）都県別の社会保険労務士の会員数        （令和 2年 3月 31 日現在） 

都 県 名 
会 員 数（人） 社労士法人

会員数 開業 法人の社員 勤務 その他 合計 

茨 城 県 357 33 78 40 508 19 

栃 木 県 260 29 43 18 350 19 

群 馬 県 360 26 0 197 583 13 

埼 玉 県 1,266 89 455 131 1,941 49 

千 葉 県 1,055 54 252 205 1,566 36 

東 京 都 4,194 890 4,580 1,189 10,853 539 

神 奈 川 県 1,617 121 425 530 2,693 63 

新 潟 県 339 44 101 49 533 22 

山 梨 県 138 9 21 12 180 7 

長 野 県 389 43 144 47 623 22 

合 計 9,975 1,338 6,099 2,418 19,830 789 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

日本年金機構法に規定する年金委員は、適用事業所の事業主や市区町村等の推

薦により厚生労働大臣からの委嘱を受けて、年金制度への理解と信頼を深めてい

ただくため、適用事業所や地域での普及・啓発活動を行う無報酬の民間協力員で

す。 

年金委員は、適用事業所の事業主が推薦し、厚生労働大臣から委嘱される「職

域型の年金委員」と、市区町村等が推薦し、厚生労働大臣から委嘱される「地域

型の年金委員」の二種類に区分されています。 

また、多年にわたり政府管掌年金事業の推進・発展に貢献した年金委員に対し

て、その功績を称え労苦に報いるとともに、政府管掌年金事業の一層の推進に寄

与することを趣旨として、年金委員功労者厚生労働大臣表彰を実施しています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、年金委員の委嘱等に関するものは厚生労働大臣か

ら地方厚生（支）局長に権限を委任されており、主に次の業務を行っています。 

① 委嘱・解嘱に係る審査、決定及び委嘱・解嘱状、年金委員証明書の交付 

② 年金委員名簿の管理 

③ 年金委員功労者厚生労働大臣表彰候補者の確認・審査等 

④ 諸変更手続 

 

 

 

 

２．年金委員に関する業務について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

（３）実 績  

 令和元年度における年金委員委嘱処理件数等は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

（参考①）都県別の年金委員数の状況は次のとおりです。（令和 2年 3 月 31 日現在） 

 

（参考②）令和元年度における都県別の年金委員功労者厚生労働大臣表彰受賞者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 委嘱件数 解嘱件数 

職 域 型 1,773 1,793 

地 域 型 428 204 

合 計 2,201 1,997 

都 県 名 職域型（人） 地域型（人） 合 計（人） 

茨 城 県 2,277 76 2,353 

栃 木 県 1,733 70 1,803 

群 馬 県 1,883 114 1,997 

埼 玉 県 2,828 128 2,956 

千 葉 県 2,693 113 2,806 

東 京 都 6,240 184 6,424 

神 奈 川 県 3,272 179 3,451 

新 潟 県 3,922 85 4,007 

山 梨 県 1,221 40 1,261 

長 野 県 4,083 81 4,164 

合   計 30,152 1,070 31,222 

都 県 名 受賞者数（人） 

茨 城 県 1 

栃 木 県 1 

群 馬 県 1 

埼 玉 県 2 

千 葉 県 2 

東 京 都 4 

神 奈 川 県 2 

新 潟 県 3 

山 梨 県 1 

長 野 県 3 

合   計 20 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

学生納付特例制度（就学中で所得が少ない２０歳以上の学生は、本人の申請に

より国民年金保険料の納付を猶予（１０年間）し、卒業後に追納できる仕組み）

については、学生の住民票のある市区町村窓口に申請を行う必要があります。 

このため、学生がより申請をしやすくするため、学生納付特例事務法人として

指定を受けた大学等で申請を代行することができます。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、日本年金機構地域部と連携し、主に次の業務を行

っています。 

① 制度周知及び代行事務の協力要請 

② 学生納付特例事務法人の指定等に係る審査及び決定 

③ 学生納付特例事務法人の指定取消等 

④ 学生納付特例事務法人の諸変更手続 

   

（３）実 績 

 令和元年度における学生納付特例事務法人の指定及び取消処理件数は次のと

おりです。 

新規指定法人等数 法人等指定取消数 年度末の指定法人等数 

7 法人 4 法人 113 法人 

 

（参考）新規の７法人は次のとおりです。 

県   名 学生納付特例事務法人 指定年月日 

群 馬 県 学校法人 群馬パース学園 令和２年 03 月 26 日 

千 葉 県 学校法人 昭和学院 令和元年 07 月 12 日 

東 京 都 

学校法人 城西大学 令和元年 11 月 15 日 

学校法人 東邦歯科学院 令和元年 12 月 23 日 

学校法人 駒澤大学 令和２年 01 月 23 日 

神 奈 川 県 学校法人 ＹＳＥ学園 令和元年 09 月 30 日 

新 潟 県 国立大学法人 上越教育大学 平成 31 年 4 月 24 日 

（注） 学生納付特例事務法人一覧については、第Ⅵ章 資料・データ集 年金調整課関係をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．学生納付特例事務法人に関する業務について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

保険料納付確認団体は、同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とす

る団体等が、厚生労働大臣より権限を委任された地方厚生（支）局長の指定を受

け、その団体の構成員である国民年金被保険者の委託を受けて、当該被保険者の

国民年金保険料の納付状況を確認できる仕組みです。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管轄する日本年金機構地域部と連携し、主に次の

業務を行っています。 

① 保険料納付確認団体の指定等に係る確認及び決定 

② 保険料納付確認団体への改善命令等 

③ 保険料納付状況の情報提供 

 

（３）実 績 

令和元年度に新たに指定を行った団体はありません。 

 

（参考）保険料納付確認団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 制度の概要 

住民の一番身近な行政窓口である市区町村に国民年金事務の一部を委託して

おり、市区町村が行う国民年金事務に必要な費用を国民年金事務費交付金として

支払いを行っています。 

この交付金には、法律により市区町村が受託事務を遂行するに当たって必要な

経費に対して交付する「法定受託事務」と、法律に定めはないが厚生労働省、日

本年金機構、市区町村との協力連携のもと事務を遂行するに当たって必要な経費

に対して交付する「協力・連携事務」に区分されています。 

① 法定受託事務の主な業務 

被保険者の資格の取得・喪失、種別の変更、氏名・住所の変更等に関する届

出を受理し、その届出に係る事実を審査するとともに、厚生労働大臣に報告

する事務など 

② 協力・連携事務の主な業務 

市区町村において行われる業務や年金制度の周知に関する来訪・電話・文書

による相談など 

 

県  名 団  体  名 

千 葉 県 公益社団法人千葉県医師会 

山 梨 県 一般社団法人山梨県薬剤師会 

４．保険料納付確認団体に関する業務について 

５．国民年金等事務取扱交付金に関する業務について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内市区町村（１都９県４５０市区町村）に対し

て事務取扱交付金を交付するため、市区町村から提出される「法定受託事務」、

「協力・連携事務」に対する各種報告書の内容審査や、日本年金機構、市区町村

との連絡調整及び厚生労働省（年金局）への報告等の業務を行っています。 

また、市区町村職員との連携強化を図るため「国民年金関係業務等説明会」の

開催や市区町村から提出のあった決算報告書と市区町村にある関係帳簿との報

告内容に相違がないかの審査を行うため、市区町村に出向いての実地審査を行っ

ています。 

 

（３）実 績 

   令和元年度における国民年金等事務取扱交付金の交付額 

 

① 法定受託事務に対する交付 

市 区 町 村 数 交付決定額（千円） 
内   訳 

概算交付額（千円） 精算交付額（千円） 

450 7,878,006 4,781,903 3,096,103 

 

② 協力・連携事務に対する交付 

市 区 町 村 数 交付決定額（千円） 
内   訳 

概算交付額（千円） 精算交付額（千円） 

450 1,933,792 781,716 1,152,076 

  （注）上記の表①、②の金額については千円未満を切り捨てていることから計が不一致の場合があります。 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

健康保険事務指定市町村は、厚生労働大臣（平成２２年１月以前は当時の社会

保険庁長官）が指定した市区町村（以下、指定市町村といいます。）が行う健康保

険の事務（日雇特例被保険者手帳交付等）の執行に必要な費用を交付金として交

付しています。 

（※日雇特例被保険者とは、健康保険法第３条第２項に規定のある、適用事業所

に使用される日雇労働者のことです。日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険

協会ですが、指定市町村に居住している日雇特例被保険者は、居住地の役所（役

場）にて日雇特例被保険者手帳の交付など一部の手続きができます。） 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、指定市町村に対して指定市町村交付金を交付する

ため、指定市町村から提出される各種書類の内容審査のほか、毎月、指定市町村

からの事業状況報告の取りまとめ、厚生労働省（年金局）への報告等の業務を行

っています。 

 

６．健康保険事務指定市町村交付金に関する業務について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

（３）実 績 

令和元年度における健康保険事務指定市町村交付金の交付額 

指定市町村数 申請市町村数 
交 付 額 

件 数 金 額（円） 

31 21 212 18,405 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

年金生活者支援給付金は、年金を含めて所得の低い方の生活を支援するため、

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者の方に年金に上乗せして支

給を行います（令和元年１０月１日施行）。 

この年金生活者支援給付金の支給に係る事務の一部は、住民の一番身近な行政

窓口である市区町村に委託しており、市区町村が行う支給事務に対して必要な費

用を年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金として支払いを行います。 

この交付金には、法律により市区町村が受託事務を遂行するに当たって必要な

経費に対して交付する「法定受託事務」と、法律に定めはないが、厚生労働省、

日本年金機構、市区町村との協力連携のもと事務を遂行するに当たって必要な経

費に対して交付する「協力・連携事務」に区分されています。 

① 法定受託事務の主な業務 

第１号被保険者期間のみを有する者の老齢給付金の請求等の受理及びその

請求等に係る事実を審査するとともに日本年金機構に送付する事務など 

② 協力・連携事務の主な業務 

市区町村において行われる業務や給付金制度の周知に関する来訪・電話・文

書による相談など 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内市区町村（１都９県４５０市区町村）に対し

て支給業務市町村事務取扱交付金を交付するため、市区町村から提出される「法

定受託事務」、「協力・連携事務」に対する各種報告書の内容審査や、日本年金機

構、市区町村との連絡調整及び厚生労働省（年金局）への報告等の業務を行って

います。 

また、市区町村職員との連携強化を図るため「国民年金関係業務等説明会」の

開催や市区町村から提出のあった決算報告書と市区町村にある関係帳簿との報

告内容に相違がないかの審査を行うため、市区町村に出向いての実地審査を行い

ます。 

 

 

 

 

 

７．年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金に関する業務について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

（３）実 績 

   令和元年度年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金の交付額 

 

① 法定受託事務に対する交付 

市区町村数 申請市区町村数※ 交付決定額（千円） 

450 423 77,826 

 

② 協力・連携事務に対する交付 

市区町村数 申請市区町村数※ 交付決定額（千円） 

450 441 201,859 

 

③ 令和元年度システム改修費に対する交付 

市区町村数 申請市区町村数※ 交付決定額（千円） 

450 78 20,875 

※一部の市区町村において交付申請が 0円のところがあったため、市区町村数と相違しています。 

（注）上記の表①、②、③の金額については千円未満を切り捨てていることから計が不一致の場合が 

あります。 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（年金審査課・各年金審査分室）  

関東信越厚生局には、年金訂正請求に関する調査事務などを行うための事務組織とし

て、年金審査課（さいたま市）のほか、千葉年金審査分室（千葉市）、東京年金審査分

室（新宿区）、及び神奈川年金審査分室（横浜市）を設置しています。以下、年金審査

課及び各年金審査分室に共通する業務について説明します。 

 

 

 

  

（１）制度の概要 

年金に加入していた期間や保険料の納付状況など厚生労働大臣が管理してい

る年金記録が事実と異なると、将来受け取る年金額が少なくなってしまうことが

あります。 

ご自身の年金記録が事実と異なると思われる方は、厚生労働省（地方厚生（支）

局）に対して年金記録の訂正請求をすることができます。 

なお、訂正請求の窓口は、お近くの年金事務所になります。 

  

（２）業務内容 

厚生労働省（地方厚生（支）局）は、請求内容について、事業主・関係者・関

係機関等に対する調査や情報収集を行い、民間の専門家（弁護士、社会保険労務

士、税理士など）による会議（関東信越地方年金記録訂正審議会）に諮問し、審

議・答申を経て、年金記録の訂正又は不訂正の決定をします。 

 

 

 

【年金記録の訂正手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．年金記録の訂正手続きについて 

⑥ 訂正（不訂正）決定通知 

⑤ 答申 

④ 諮問 

③ 報告 

② 調査 関東信越地方年金 

記録訂正審議会 

・訂正の要否の決定に 

係る審議 

事業主・関係者 

関係機関等 

請 

求 

者 

関
東
信
越
厚
生
局
長 

① 訂正請求（年金事務所で受付） 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

 

（１）関東信越地方年金記録訂正審議会について 

①  関東信越地方年金記録訂正審議会の所掌事務 

厚生年金保険法第２８条の４第３項及び国民年金法第１４条の４第３項

の規定により諮問された訂正請求事案について、年金記録を訂正すべきかど

うかを審議のうえ議決することができるとされています。 

②  関東信越地方年金記録訂正審議会の組織及び構成員 

関東信越地方年金記録訂正審議会（以下「審議会」という。）とは、年金

記録の訂正請求事案のうち、年金事務所で直ちに訂正できなかった請求事案

について、中立的な立場で審議し、公平・公正な判断を行うために、弁護士、

社会保険労務士、税理士などの専門家で構成される会議です。 

この審議会における会議は、審議会の運営等に関する重要事項を審議する

「総会」と一つ一つの請求事案について、年金記録を訂正すべきかどうかを

審議する「部会」で構成されています。 

なお、部会は、年金審査課（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、

山梨県、長野県を管轄）に６部会、千葉年金審査分室（千葉県を管轄）に２

部会、東京年金審査分室（東京都を管轄）に６部会、神奈川年金審査分室（神

奈川県を管轄）に３部会、併せて１７部会が設置されています。 

委員等は、令和２年３月末現在で、委員１７名、臨時委員５２名の計６９

名です。 

 

（２）業務内容 

年金審査課及び各年金審査分室は、地方年金記録訂正審議会規則に基づき、関

東信越地方年金記録審議会の庶務を行っています。 

なお、委員等の任期は、地方年金記録訂正審議会規則第４条第１項により２年

とされており、委員等の任命等に係る事務も行っています。 

 

（３）実 績 

① 総会 

【開催状況】 

 審議を行った事項 

第5回総会 

（H31.4.15開催） 

・関東信越地方年金記録訂正審議会会長の選出について 

・関東信越地方年金記録訂正審議会運営規則の改定について 

・関東信越地方年金記録訂正審議会部会に属すべき委員・臨時委

員の指名及び部会長並びに副会長の指名について 

第4回総会 

(H30.4.16開催) 

・関東信越地方年金記録訂正審議会運営規則の改定について 

・関東信越地方年金記録訂正審議会部会に属すべき委員・臨時委

員の指名及び部会長並びに副会長の指名について 

 

 

２．関東信越地方年金記録訂正審議会について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

② 部会 

年金審査課及び各年金審査分室において、それぞれの部会を原則月１回ない

し２回のペースで開催され、審議を行っています。 

【開催状況】 

 令和元年度 平成30年度 平成29年度 

部会開催数 ２６８回 ３２２回 ４５４回 

諮問件数 ４３２件 ５０８件 ８６２件 

 

(注)これまでに開催された「関東信越地方年金記録訂正審議会」の総会の概要及び部会の審議結

果は、以下に掲載していますので、ご覧下さい。 

関東信越厚生局のホームページ内リンク先：関東信越地方年金記録訂正審議会 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（健康福祉課） 
平成３１(2019)年４月に山梨県甲府市が中核市となり、健康福祉課における

間接補助事業者、指導監査における調整等の役割を担うこととなります。 
 関東信越厚生局管内おける都県・指定都市・中核市は、１０都県、６指定都
市、１２中核市 計２８自治体となります。 
 
 令和元年８月13日から９月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害（台風
第15号）から、令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨によ
る災害（台風第19号、第21号）において、関東信越厚生局管内で甚大な被害が
生じたところであり、健康福祉課において、災害復旧事業の対応や指導監査の
中断等の影響がありました。 

 ・被災施設（令和２（2020）年１月９日現在） 

   社会福祉施設等  396施設 

   保健衛生施設等   17施設 計 413施設 

 

 

 

 

（１）制度の概要 
生活保護法に基づく医療扶助又は介護扶助として、困窮のため最低限度の生活

を維持できない被保護者のための医療又は介護を行う病院若しくは診療所又は
薬局等を厚生労働大臣又は都道府県知事等が指定するものです。 

 
（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１0 都県、６指定都市、１２中核市に所在す
る医療機関等（国が開設したものに限る。）に対して指定、指定の取消、指定の
更新（平成２６年度施行の改正法により６年ごとの更新制が導入）、変更に関す
る業務等を行っています。 

       

（３）実 績（令和元(2019)年度）                               （単位：件） 

指定医療機関等 

 

 

指定医療機関

（平成 31(2019)年 3 月 31 日現在） 

生活保護指定医療機関 ※1 74 

指定       ※2 1  

指定の取消、指定辞退の申出の受理 0 

変更届等の受理  ※2 15 

指定更新 1 

※1 指定、指定取消、名称等の変更、廃止等を行った場合は、官報告示により公表することとなって

います。 
※2 指定医療機関の移転に伴う廃止届の受理及び指定を含みます。 
（注）指定医療機関等の指定一覧は、以下に掲載していますのでご覧ください。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：健康福祉課（所管法人等） 
・生活保護法に基づく指定医療機関 

１．生活保護法に基づく指定医療機関等の指定等について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、生物テロ

に使用される恐れのある病原体及び毒素（以下「病原体等」という。）であって

病原性や国民への生命及び健康に与える影響等に応じて、危険度の高い病原体等

を一種、二種、三種、四種に分類し、それらの区分に応じて所持・輸入等の禁止、

許可、届出、施設並びに使用、保管、滅菌及び運搬等に係る基準を設けています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１都９県の三種病原体等の所持者からの所持

等の届出の受付業務、並びに三種病原体等所持施設等への立入検査により基準の

遵守等の確認を行っています。（一種、二種は厚生労働省本省が所管） 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度）             （単位：件） 

区 分 件数 

三種病原体等所持者からの届出・変更届出の受理 ８ 

三種病原体等所持施設等への立入検査 １０ 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）に基づき、社会経済活動等によ

る温室効果ガス（二酸化炭素、メタン等）の排出の抑制等を促進するための措置

を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図るもので、その措置の一つと

して、温室効果ガスを一定量排出する者に温室効果ガスの排出量を算定させ、国

に報告することを義務付けています。 

   また、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、工場等におけるエネ

ルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るために、エネルギーの使用の

合理化の目標の達成のための中長期的な計画を作成し、併せてエネルギーの使用

量やその他エネルギーの使用の状況並びにエネルギーを消費する設備及びエネ

ルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、国に報告する

こととなっています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１都９県に所在する事業者からの排出量報告

書、中長期計画書及び定期報告書の受理業務を行っています。 

２．三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに三種病原体等及び四種病原体等を 

所持し、又は輸入した者の監督について 

３．温室効果ガス排出量の算定・エネルギーの使用量に関する目標・報告・公表

制度に係る処理業務について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度）               （単位：件） 

区 分 件数 

排出量報告書の受理（温対法） 26 

特定事業者の中長期計画書及び定期報告書の受理（省エネ法） 549 

特定荷主の中長期計画書及び定期報告書の受理（省エネ法）  7 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

民生委員は、民生委員法の規定により、都道府県知事（指定都市、中核市の長

を含む。以下同じ。）の推薦によって厚生労働大臣が委嘱し、福祉事務所等関係

行政機関に対する協力や民間の篤志奉仕者として自主的な民間福祉活動に従事

しています。 

また、民生委員は、児童福祉法の規定により、児童委員を兼務することとされ

ており、児童委員のうち主任児童委員は、都道府県知事の推薦によって厚生労働

大臣が指名し、児童の福祉に関する児童相談所等関係行政機関と児童委員との連

絡調整や児童委員の活動に対する援助を行っています。 

民生委員・児童委員の任期は、民生委員法第１０条の規定により３年と

されており、３年ごとに一斉改選が行われていますが、令和元(2019)年 12

月１日に、この一斉改選が下記のとおり行われました。 

    

対象自治体：２８自治体（10 都県、６指定都市、１２中核市） 

    対 象 数：地区担当:59,865 人 主任児童委員 5,548 人 

    進 行 状 況： ９月 手続きに関する事務連絡（１回目）の発出 

    １１月 手続きに関する事務連絡（２回目）の発出 

１１月 委嘱通知の発出 

１２月 本省へ一斉改選での委嘱数等報告 

 

なお、次回の一斉改選は、令和４（2022）年 12 月 1 日の予定です。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内の 10 都県、６指定都市、12 中核市の民生委

員や児童委員の委嘱･解嘱、主任児童委員の指名や厚生労働大臣感謝状授与など

の業務を行っています。 

  （参考）民生委員数（令和２(2020)年３月３１日現在） 

     ◇６６，３０５人 うち主任児童委員 ５，６３２人 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度）                （単位：件） 

区 分 
件数 

随時分 

民生委員・児童委員の委嘱 61,136 

４．民生委員・児童委員の委嘱、解嘱及び表彰並びに主任児童委員の指名につ 

いて 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

民生委員・児童委員の解嘱 689 

主任児童委員の指名 5,679 

厚生労働大臣表彰状の授与 1,898 

厚生労働大臣感謝状の授与 14,981 

計 84,383 

（注）民生委員・児童委員の委嘱並びに主任児童委員の指名状況は、以下に掲載していますの 
でご覧ください。 
関東信越厚生局ホームページ内リンク先： 
申請等手続き（民生委員・児童委員の委嘱並びに主任児童委員の指名） 

 

 

 

（１）制度の概要 

各補助金等の概要は次表のとおりです。 

 

（２）業務内容 

施設整備に係る補助金等の交付については、平成１６(2004)年度からその業務

を行っており、管内各都県等から提出された交付申請書及び実績報告書を審査の

上、交付決定及び精算確定等を行っています。 

 

（３）実 績 

令和元(2019)年度における施設整備に係る補助金等の交付に関する業務の実

績は、次表のとおりです。 
 

補助金等名 交付目的及び主な対象施設等 交付件数及び交付額 

保健衛生施設等
施設・設備整備
費国庫補助金 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第７条及び第１９条の１０、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律第
６２条の規定により、都道府県等の医療機関
等の施設及び設備に要する経費を補助し、地
域住民の健康増進並びに疾病の予防及び治療
を行い、もって公衆衛生の向上に寄与するこ
とを目的とする。 

（施設整備） 
1.交付件数           20 件 
 
2.交付額       181,419 千円 
 
（設備整備） 
1.交付件数           381 件 
 
2.交付額       713,250 千円 

保健衛生施設等
災害復旧費国庫
補助金 

 都道府県が設置する保健所、市町村保健セ
ンター、精神科病院等の保健衛生施設等が暴
風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然
現象により被害を受けた災害復旧事業に要す
る費用の一部を負担（補助）することにより、
公衆衛生の向上に寄与することを目的とす
る。 

 
1.交付件数             0 件 
 
2.交付額            0 千円 
 

地域介護・福祉
空間整備等交付
金 

 市町村が作成した先進的事業整備計画に基づく事業の実施に要する経費に
充てるため、市町村に交付することにより、地域における高齢者の生きがい
活動や地域貢献等を支援する施設及び設備等の整備事業の推進の実施により
介護離職の防止に資することを目的とする。  

５．施設整備に係る補助金等について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域介護・
福祉空間整
備推進交付
金 

 令和元年度実施事業なし 
1.交付件数           0 計画    
2.交付額            0 千円 

地域介護・
福祉空間整
備等施設整
備交付金 

○ 先進的事業整備計画分 
（対象事業） 
 既存の小規模高齢者施設等におけるスプリ
ンクラー設備等整備事業、認知症高齢者グル
ープホーム等における利用者等の安全確保の
観点から行う防災改修事業、既存高齢者施設
等の防犯対策を強化するために必要な安全対
策に要する経費を支援する事業 

 
1.交付件数        383 計画 
 
2.交付額     1,654,500 千円 
 

 
次世代育成支援
対策施設整備交
付金 

 
次世代育成支援対策推進法の規定に基づ

き、児童福祉施設等の新設、修理、改造、拡
張又は整備に要する経費の一部を交付するこ
とにより、次世代育成支援対策を推進するこ
とを目的とする。 
（対象施設） 
 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児
童厚生施設、児童養護施設、児童心理治療施
設、児童自立支援施設、児童家庭支援センタ
ー、児童相談所一時保護施設、児童自立生活
援助事業所、地域子育て支援拠点事業所、小
規模住居型児童養育事業所、利用者支援事業
所、子育て支援のための拠点施設、市区町村
子ども家庭総合支援拠点、婦人相談所一時保
護施設及び婦人保護施設 
 

 
1.交付件数         129 計画 
 
2.交付額     2,969,250 千円 
 
 
 
 
 

保育所等整備交
付金 

 
 保育所等の新設、修理、改造又は整備に要
する経費、並びに防音壁の整備及び防犯対策
の強化に係る整備の一部を交付することによ
り、保育所待機児童の解消を図ることを目的
とする。 
（対象施設） 
 保育所、幼保連携型認定こども園等のうち
保育所機能部分、保育所分園、幼保連携型認
定こども園等の分園のうち保育所機能部分、
小規模保育事業所 
 

 
1.交付件数         443 施設 
 
2.交付額    38,904,617 千円 
 

社会福祉施設等
施設整備費国庫
補助金 

 
 福祉各法等の規定に基づき、社会福祉法人
等が整備する施設整備に要する費用の一部を
補助することにより、施設入所者等の福祉の
向上を図ることを目的とする。 
（対象施設） 
 障害者（児）関連施設及び保護施設等 
 

 
1.交付件数         287 施設 
 
2.交付額     8,261,034 千円 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

社会福祉施設等
災害復旧費国庫
補助金 

 
 福祉各法等の規定に基づき、社会福祉法人
等が整備した施設であって、暴風、洪水、高
潮、地震、その他の異常な自然現象により被
害を受けた施設の災害復旧事業に要する費用
の一部を補助することにより、災害の速やか
な復旧を図り、施設入所者等の福祉を確保を
することを目的とする。 

 
1.交付件数 

13 施設 
 
2.交付額 

22,959 千円 
 

（注）施設整備に係る補助金等の交付状況は、以下に掲載していますのでご覧ください。 
関東信越厚生局ホームページ内リンク先：健康福祉課（業務内容・業務実績） 
・保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金 

・地域介護・福祉空間整備等交付金 

・次世代育成支援対策施設整備交付金 

・保育所等整備交付金 
・社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 

 

 

 

 

（１）制度の概要  

各補助金等の概要は次表のとおりです。 

 

（２）業務内容 

義務的経費の補助金等に係る交付については、平成１５(2003)年度からその業

務を行っており、管内各都県等から提出された交付申請書及び実績報告書を審査

の上、交付決定及び精算確定等を行っています。 

 

（３）実 績 

令和元(2019)年度における義務的経費の補助金等の交付に関する業務の実績

は、次表のとおりです。 
※交付先は都県のみの場合、都県と市区の場合、都県、市区町村の場合があり 
ます。 

 

補助金等名 交 付 目 的 交付先及び交付額 

結核医療費国
庫負担金 

 
 都道府県、保健所を設置する政令市及
び特別区が行う入院患者に対する医療
に要する費用等の一部を負担すること
により、結核の予防及び結核患者に対す
る適正な医療の普及を図り、もって公共
の福祉の増進を図ることを目的とする。 
 

 
1.交付先 10 都県・21市・23特別区 
 
2.交付額           924,808,808 円 
 

６．義務的経費に係る補助金等について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

結核医療費国
庫補助金 

 
 都道府県、保健所を設置する政令市及
び特別区が行う一般患者に対する医療
に要する費用等の一部を補助すること
により、結核の予防及び結核患者に対す
る適正な医療の普及を図り、もって公共
の福祉の増進を図ることを目的とする。 
 

 
1.交付先  10 都県・21市・23特別区 
 
2.交付額           126,907,857 円 
 

原爆被爆者健
康診断費交付
金 

 
都道府県、広島市及び長崎市が行う原

爆被爆者の健康診断に要する経費を交
付することにより、被爆者の健康の保持
及び向上を図ることを目的とする。 
 

 
1.交付先                   10 都県 
 
2.交付額            97,381,643 円 
 

原爆被爆者手
当交付金 

 
都道府県、広島市及び長崎市が行う医

療特別手当、特別手当、健康管理手当、
保健手当並びに原子爆弾小頭症手当の
支給事業に要する経費の全部を交付す
ることにより、被爆者の受療の促進、健
康の保持増進を図ることを目的とする。 
 

 
1.交付先                  10 都県 
 
2.交付額         5,467,165,742 円 
 
 

原爆被爆者葬
祭料交付金 

 
 都道府県、広島市及び長崎市が行う原
爆被爆者葬祭料支給事業に要する経費
の全部を交付することにより、被爆者の
精神的不安を和らげることを目的とす
る。 
 

 
1.交付先                  10 都県 
 
2.交付額           142,081,404 円 
 

児童扶養手当
給付費国庫負
担金 

 
 都道府県、市等が行う児童扶養手当の
支給に要する費用の一部を負担するこ
とにより、一人親家庭の生活の安定と自
立の促進に寄与し、もって児童福祉の増
進を図ることを目的とする。 
 

 
1.交付先          10 都県 255 市区 
 
2.交付額        59,152,641,267 円 
 

特別児童扶養
手当事務取扱
交付金 

 
 都道府県知事又は市区町村長が行う
特別児童扶養手当の支給に係る事務の
処理に必要な費用を交付することによ
り、当該制度の円滑な運営を図ることを
目的とする。 
 

 
1.交付先       10 都県 433 市区町村 
 
2.交付額           302,747,591 円 

特別障害者手
当等給付費国
庫負担金 

 
 都道府県市が行う特別障害者手当、障
害児福祉手当等の支給に要する費用の
一部を負担することにより、精神又は身
体に重度の障害を有する者の福祉の増
進を図ることを目的とする。 
 

 
1.交付先          10 都県 255 市区 
 
2.交付額         12,384,701,950 円 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

婦人保護費国
庫負担金及び
国庫補助金 

 
 売春防止法に基づき、要保護女子につ
いてその転落の未然防止と保護更生を
図ること及び配偶者暴力防止法に基づ
き、配偶者からの暴力被害者である女性
の保護等を図ることを目的とする。 
 

 
1.交付先                  10 都県 
 
2.交付額            728,559,630 円 
 
 

児童入所施設
措置費等国庫
負担金 

 
 児童福祉法第２７条第１項第３号に
よる施設等への入所又は委託、第２２条
による助産の実施、第２３条による母子
保護の実施に係る同法第４５条の最低
基準の維持を図ることを目的とする。 
 

 
1.交付先          10 都県 201 市区 
 
2.交付額         42,289,549,561 円 
 
 

（注）義務的経費に係る補助金等の交付状況は、以下に掲載していますのでご覧ください。 
関東信越厚生局ホームページ内リンク先：健康福祉課（業務内容・業務実績） 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

厚生労働省所管一般会計に係る補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増

加した政令で定める財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等を行うに当たっては、厚生労働

大臣等の承認が必要となります。 

 

（２）業務内容 

補助金等の交付を受けた施設等に対する国庫補助財産の財産処分については、

その業務を平成１６(2004)年度から行っており、管内各都県等から提出された財

産処分承認申請書の審査及び報告（包括承認事項）の受理等を行っています。 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度） 

令和元（2019）年度における財産処分に関する業務の実績は、次表のとおりで

す。 
                           （単位：件） 

 

       

※上記の財産処分の承認に伴い、国庫納付金が生じたものは 21 件（保健衛生関係 8件、 

社会福祉関係 13 件）です。  

（注）財産処分の処理及び包括承認の受理の状況は、以下に掲載していますのでご覧ください。 
関東信越厚生局ホームページ内リンク先：健康福祉課（業務内容・業務実績） 
・財産処分の処理状況（保健衛生関係） 
・財産処分の処理状況（社会福祉関係） 

区 分 
処理件数 

合 計 
保健衛生関係 社会福祉関係 

財産処分承認申請 16 71 87 

報告（包括承認）の受理 8 120 128 

計      24 191 215 

７．財産処分について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）に基づく児童扶養手当は、父母

の離婚等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安

定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の

増進を図ることを目的とした手当です。なお、児童扶養手当支給事務は、都道府

県・市等で行われています。 

 

（２）業務内容 

児童扶養手当支給事務指導監査は、関東信越厚生局管内の都県市等に対し、児

童扶養手当支給事務の円滑な実施の確保を目的として、地方自治法第２４５条の

４の規定に基づき実施しています。 

また、本指導監査は、児童扶養手当支給事務指導監査実施要綱に基づき、各都

道府県にあっては３年に１回程度、市、福祉事務所を設置する町村及び特別区に

ついては６年に１回程度の頻度により実施しています。 

本指導監査の具体的な内容としては、ヒアリングや請求書等の閲覧により､(ｱ) 

事務処理体制の状況、(ｲ) 新規認定、現況届及び各種届出に係る事務処理等の状

況、(ｳ)資格喪失届の事務処理状況などの確認を行い、是正又は改善指導などの

技術的な助言を行っています。 

なお、是正・改善指導などの技術的な助言に当たっては、現地において行うほ

か、指導監査の結果を検討し、必要がある場合は文書をもって行うとともに、そ

の結果について報告を求めることとしています。 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度） 

指導監査 ３都県２８市区 

 ※令和元年台風に係る災害復旧費に関する業務を優先して対応せざるをえない状況により、

当初予定していた都県市のうち４市については監査を実施できなかった。 

（注）児童扶養手当支給事務指導監査の結果については、第Ⅳ章 指導監査等の実績・主な指

摘事項等をご覧ください。 

 

 

 

（１）制度の概要 

保護施設に対する指導監査は、生活保護法第２３条第１項の規定に基づき、保

護施設の適正な運営の確保を図ることを目的として実施しています。 

指導監査は、都道府県・政令指定都市・中核市が設置する保護施設に対し、実

地による監査を行います。 
     

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内の対象施設に対して、指導監査を概ね 4年に

1回の頻度で実施しています。 

指導監査の具体的な内容は、入所者の処遇、生活環境、自立等への支援、又施

設の運営管理が適正に行われているかを実地に確認するものです。 

８．児童扶養手当支給事務指導監査について 

９．保護施設に対する指導監査について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

指導監査において、不正、著しい不当、最低基準違反等が認められる場合は、

改善が図られるまで随時に特別監査を実施することとしています。 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度） 

一般指導監査 対象施設３施設のうち１施設 

特別指導監査 対象施設無し 

（注）保護施設に対する指導監査の結果については、第Ⅳ章 指導監査等の実績・主な指摘事

項等をご覧ください。 
 

 

 
 

（１） 制度の概要 

生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正実施）は、都道府県、政令指定都市

及び中核市に対して、生活保護法第２３条第１項に基づき、関係法令及び通知に

照らして医療扶助が適正に適用されているかどうかを、①自立支援医療の適用状

況に関する監査、②向精神薬における重複処方の状況の確認監査、③指定医療機

関に対する指導等の実施状況の確認監査をすることにより、生活保護制度の適正

な運営の確保に資することを目的として実施しています。 
 

（２） 業務内容 

 関東信越厚生局においては、管内１都９県、６政令指定都市及び１２中核市に

対し、①自立支援医療にかかる給付が、生活保護法の医療扶助から支出されてい

る者に対して、適切に是正措置が執られているかどうか、②複数の医療機関から

向精神薬を重複して処方されている者に対して、適切に審査や是正措置が執られ

ているかどうか、③指定医療機関に対する指導検査等の実施状況について、医療

扶助運営要領等に基づき適正に実施されているかどうかを実地に聴取し、確認し

ています。 
 

（３）実 績（令和元(2019)年度） 

事務監査 ７都県、２政令指定都市、５中核市 ※ 

※令和元年台風に係る災害復旧費に関する業務を優先して対応せざるをえない状況により、 

対象である都県市のうち半数について監査を実施できなかった。 

（注）生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正実施）の結果については、第Ⅳ章 指導監

査等の実績・主な指摘事項等をご覧ください。 

 

 
 
 

（１） 制度の概要 

生活保護制度に基づく指定医療機関に対し、医療扶助の適正化を図るため、都 

道府県、政令指定都市及び中核市が実施する指導等について、特に国の協力が必

要と認められるものへの支援を行うこととしています。 

 

 

１０．生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正実施）について 

１１．生活保護法に規定する指定医療機関への指導等について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（２） 業務内容 

国と連携して指導等を行う自治体を、①指導検査体制が整備されている、②一

定程度以上の指導実績がある、③国民健康保険部局との連携が図られている、な

どの観点から、関東信越厚生局において選定した対象自治体の指定医療機関への

共同指導を実施しました。 

 

（３） 実 績（令和元(2019)年度） 

共同指導 ２県、１政令指定都市、１中核市の医療機関 ※ 

※令和元年台風及び新型コロナウイルスの影響等により、共同指導を予定していた自治体 

のうち９県市について実施できなかった。 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

障害者基本法の基本的理念にのっとり、障害者の地域生活と就労を進め、自立

を支援する観点から平成１８(2006)年４月１日に障害者自立支援法（平成２５

(2013)年４月１日から「障害者総合支援法」に改正）が施行され、同法に基づく

障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行う障害者自立支援制度（※）が創設

されました。 

この障害者自立支援制度の円滑かつ適正な実施を図る観点から、地方厚生局は

障害者総合支援法第２条第３項及び地方自治法第２４５条の４の規定に基づき

都道府県（政令指定都市、中核市含む）に対して市町村及びサービス事業者に対

する指導の実施状況及び自立支援給付事業の事務処理状況等についての実地指

導を実施しています。 

※ 障害者自立支援制度の事業内容 

自立支援給付（介護給付、訓練等給付、相談支援給付、自立支援医療費及び補装具費の支給 

等）及び地域生活支援事業（市町村事業、都道府県事業）に大別される。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、所管する１０都県を対象として、実地指導を実施

しています。 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度） 

実地指導 1 都３県・１政令指定都市・４中核市・（１一般市） 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、「障害

者総合支援法」という。）及び児童福祉法の改正により、平成２４(2012)年度よ

り指定障害福祉サービス事業者等（以下、「事業者」という。）は、法令遵守等

１２．障害者自立支援等業務実地指導等について 

１３．障害福祉サービス事業者等の業務管理体制に係る検査について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

の業務管理体制を整備すること及びそれに関する事項を記載した届出書を関係

行政機関（国、都道府県、市町村）に届け出ることが義務付けられました。 

業務管理体制に係る検査は、障害者総合支援法第５１条の３等に基づき、業務

管理体制整備の届出＜※＞のあった事業者に対し、整備・運用状況を確認するた

めに実施し、事業者による不正行為を未然に防止し、利用者の保護と障害福祉サ

ービス事業の運営の適正化を図ることを目的とするものです。 

   事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設（以下

「事業所等」という。）の数に応じて定められており、具体的には、「法令遵守

責任者」の選任〈全ての事業者が対象〉のほか、法令遵守を確保するための注意

事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」の整備〈事業所等数

２０以上の事業者が対象〉、外部監査などによる「業務執行の状況の監査を定期

的に実施」〈事業所等数１００以上の事業者が対象〉が必要とされます。 

 

＜※＞届出書の届出先は本省（指定事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者等） 

 

◎届出に記載すべき事項 

・全ての事業者：事業者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名、 

          法令遵守責任者の氏名、生年月日           

・事業所数２０以上の事業者：上記に加え、法令遵守規程の概要 

   ・事業所数１００以上の事業者：上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、業務管理体制の届出のあった事業者へ立ち入り、

業務管理体制の整備・運用状況を確認しています。 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度） 

一般検査 １３事業者 

   ※新型コロナウイルスの影響等により、一般検査を予定していた事業者のうち２事業者につい

て実施できなかった。 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

厚生労働省では法令等により、以下の専門職種に就くための資格要件を定め、

当該資格又は受験資格等を得るための養成施設、養成所、養成機関（以下「養成

施設等」という。）の指定基準等を定めています。 

 

・ あん摩マッサージ指圧師 ・ 栄養士      ・ 管理栄養士 

・ 社会福祉士       ・ 介護福祉士 

 

なお、これら養成施設等の指定（認定）を受けようとする者、又は指定等内容

の変更の承認を受けようとする者は、法令等により地方厚生局又は都県等に対し

申請等を行うことになっています。 

１４．各種養成施設等の指定及び監督について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（注）「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」（第4次一括法）の施行に伴い、平成27年度（一部、28年度）から、関東信越厚生

局で行っていた以下の業務については、都県等に移譲されました。 

保健師、助産師、看護師、救急救命士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨

床検査技師、はり師、きゅう師、柔道整復師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、

言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、調理師（入学及び学力認定の事務を含む。）、理

容師（入学及び学力認定の事務を含む）、美容師（入学及び学力認定の事務を含む）、製

菓衛生師、食品衛生管理者、食品衛生監視員、食鳥処理衛生管理者、社会福祉士（大学、

短期大学が設置するものを除く）、介護福祉士（実務者研修を含む）（大学、短期大学が

設置するものを除く）、社会福祉主事、精神保健福祉士、児童福祉司、児童福祉施設職員、

身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、保育士 

 

（２）業務内容  

関東信越厚生局においては、厚生労働省組織規則等により、次の表に掲げる管

内の養成施設等について、申請に基づく指定の事務、変更の承認等の事務を行う

とともに、管内に所在する養成施設等に対して、指定基準に係る関係法令等の遵

守状況を実地に確認する指導調査の実施をはじめ、養成施設等に対する監督等の

業務を行っています。 

関東信越厚生局が管轄する平成３１(2019)年４月１日現在の養成施設等の学

校数、課程数及び入学定員は次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※あん摩マッサージ指圧師養成施設及びあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設 

〔資料：各都県別養成施設等の指定状況等は、第Ⅴ章 資料・データ集 指導養成関係を参照〕 

 

（３）実 績 

① 指定等に関する事務 

令和元(2019)年度における指定、変更の承認及び変更届の受理等に関する業

務の実績は、次表のとおりです。 

 

 

 

 

施 設 種 別 学校数 課程数 入学定員 

あ・は・き師等養成施設（※） 14 22 947 

栄養士養成施設 51 51 4,360 

管理栄養士養成施設 45 45 3,610 

社会福祉士学校 1 2 500 

介護福祉士学校 37 38 1,308 

福祉系高等学校等 18 18 976 

介護福祉士実務者学校 8 8 1,080 

計 174 184 12,781 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

施 設 種 別 

処理件数  

指  定 

（認定） 

取 消 

（廃止） 内容変更 変更届 

 

実習施設 

あ・は・き師等養成施設（※） 0 0 3 15 12 

栄養士養成施設 0 1 9 21 －  

管理栄養士養成施設 0 0 5 8 －  

社会福祉士学校 0 0 0 4 4  

介護福祉士学校 1 1 3 63 42 

福祉系高等学校等 0 0 2 27 17 

介護福祉士実務者学校 1 0 0 3 － 

計 2 2 22 141 75 

※あん摩マッサージ指圧師養成施設及びあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設 

（注）上記の表に用いている用語は、次のように省略しています。 

・指定（認定）：新規指定（認定）   

・取消（廃止）：申請による指定の取消し承認（但し栄養士、管理栄養士は届出事項） 

・内容変更：指定内容変更の承認（定員、修業年限、施設・設備の変更等の変更承認事項） 

・変更届：変更届の受理 

・実習施設：変更届出のうち、実習施設の追加等に関するもの（変更届の内数） 

 

② 指導監督に関する業務 

    令和元(2019)年度における指導調査の実施状況は、次表のとおりです。 

施設種別 実施施設数 実施課程数 

あ・は・き師等養成施設（※） 2 3 

管理栄養士養成施設 2 2 

栄養士養成施設（管理栄養士と同施設） 4 4 

社会福祉士学校 0 0 

介護福祉士学校 3 3 

福祉系高等学校等 2 2 

介護福祉士実務者学校（介護福祉士と同施設） － 0 

計 13 14 

※あん摩マッサージ指圧師養成施設及びあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設 

（注）養成施設等に対する指導調査で散見される指導事項については、以下に掲載しています

のでご覧ください。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先:健康福祉課（業務内容・業務実績） 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）制度概要 

介護技術講習会は、介護福祉士試験の受験資格者を対象に実施し、講習会を修

了した者について、以後引き続いて行われる３回の実技試験が免除されます。 

介護技術講習の実施者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則    

の規定により実施をしようとする場合や実施内容のうち届出を要する事項につ

いて変更しようとする場合は届出書を、また、各講習会終了後には実施報告書を

地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。 

また、当該講習会の講師の任に当たる主任指導者及び指導者の養成講習を行う

者は、講習会終了後、主任指導者養成講習修了者名簿及び指導者養成講習修了者

名簿をそれぞれ地方厚生局長に送付することになっています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、当該講習の実施届、変更届、実施報告書及び修了者名簿

などの受理業務を行っています。 

 

（３）実 績 

   令和元(2019)年度における業務の実績は、次表のとおりです。 

 

①  介護技術講習（大学、短期大学が行うもの）に係る業務の処理状況 

区  分 処理件数 書類の届出期限 

講習実施届の受理 0 実施予定年度の前年度の１月末 

実施変更届の受理 0 

講習の実施場所・期日及び日程並びに受講定

員に係るものが含まれる場合は最初の講習会

を実施する２か月前、その他はすみやかに。 

実施報告書の受理 0 講習会終了後１か月以内 

計 0  

受講者数(人) 0  

修了者数(人) 0 

 

②  主任指導者養成講習及び指導者養成講習の処理状況 

区  分 主任指導者 指導者 計  

修了者名簿の受理(件) 0 0 0 

修了者数(人) 0 0 0 

 

 

 

 

１５．介護技術講習等に係る実施の届出等の受理について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設又は福祉系大学における専任教員等

は、厚生労働大臣が定める基準を満たす教員講習会を修了した者であること等を

要件としています。 

また、社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設、福祉系高等学校又は福祉系

大学における実習施設の実習指導者は、厚生労働大臣が定める基準を満たす実習

指導者講習会を修了した者であること等を要件としています。 

 

（２）業務内容 

講習会を実施しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとな

っています。 

関東信越厚生局では、当該講習会の実施届等の受理業務を行っています。 

 

（３）実 績 

令和元(2019)年度における業務の実績は、次表のとおりです。 

区    分 処理件数  
社会福祉士実習演習担当教員講習会実施届の受理 2件(1事業者) 

社会福祉士実習指導者講習会実施届の受理 9件(9事業者) 

介護教員講習会実施届の受理 4件(4事業者) 

介護福祉士実習指導者講習会実施届の受理 24件(15事業者) 

計 39件(29事業者) 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

介護福祉士実務者養成施設において、教務に関する主任者となる教員及び介護

過程Ⅲを教授する教員は、厚生労働大臣が定める基準を満たす実務者研修教員講

習会等を修了した者であること等を要件としています。 

 

（２）業務内容 

講習会を実施しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとな

っています。 

関東信越厚生局では、当該講習会の実施届の受理業務を行っています。 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度） 

受理 20 件(11 事業者) 

１６．社会福祉士実習演習担当教員講習会及び社会福祉士実習指導者講習会並び

に介護教員講習会及び介護福祉士実習指導者講習会の実施届出及び変更届

出の受理について 

１７．実務者研修教員講習会の実施届の受理について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

介護福祉士養成施設（実務者養成施設含む）において、医療的ケアを教授する

教員は、厚生労働大臣が定める基準を満たす医療的ケア教員講習会等を修了した

者であること等を要件としています。 

 

（２）業務内容 

講習会を実施しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出ることとな

っています。 

関東信越厚生局では、当該講習会の実施届の受理業務を行っています。 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度） 

受理 149 件(32 事業者) 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

社会福祉士の国家試験の受験資格を得るには、大学等において文部科学省令・

厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目（以下、「指定科目」という。）を

修めて卒業するなどの要件が法律で定められています。 

当該指定科目に関する授業を開始しようとする大学等においては、指定科目等

に係る開講科目の名称等について、事前に確認申請を行うことを原則としていま

す。 

 

（２）業務内容  

当該指定科目に関する授業を開始しようとする大学等は、当該授業を開始しよ

うとする日の６月前までに文部科学大臣及び厚生労働大臣に大学等確認申請書

を提出することとなっています。 

また、指定科目のうち、実習演習科目については省令に要件等が定められてい

るため、関東信越厚生局では、当該大学等確認申請書の受理及び実習演習科目の

確認業務を行っています。 

 

（３）実 績 

令和元(2019)年度における業務の実績は、次表のとおりです。 

区    分 処理件数 

演習科目の確認 1件(1課程) 

変更の届出 195件(87課程) 

確認の取消し 2件(2課程) 

・平成３１(2019)年４月１日現在、１０４課程が開設されています。 

１９．大学等において開講する社会福祉に関する科目の確認に関する業務について 

１８．医療的ケア教員講習会の実施届の受理について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

特定感染症指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律に基づく、新感染症（人から人に感染すると認められる疾病であって、

既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度

から判断した危険性が極めて高い感染症）の患者の医療を担当する医療機関です。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１都９県に所在する厚生労働大臣が指定した

特定感染症指定医療機関の監督に関する業務を行っています。 

   管内の指定医療機関 

    国立国際医療センター（東京都） ：４床 

    成田赤十字病院（千葉県）       ：２床 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度）             （単位：件） 

区 分 件数 

感染症法第４３条に基づく報告の受理 0 

検査 0 

 

 
 
 
 
 

（１）制度の概要 

指定試験機関は、クリーニング業法に基づき、都道府県知事が行うクリーニン

グ師の試験事務の全部又は一部を厚生労働大臣の指定する者に行わせることが

できる機関です。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、管内１都９県に所在する指定試験機関の指定及び

監督に関する業務（クリーニング師試験の受験資格の認定の業務を含む。）を行

っています。 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度）             （単位：件） 

区 分 件数 

指定 0 

役員の選任等の認可等 0 

受験資格の認定 0 

 
 
 

２０．特定感染症指定医療機関に係る監督について 

２１．クリーニング師試験の実施に係る指定試験機関の指定等について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

「経営力向上計画」とは、中小企業者が人材育成や財務内容の分析、ＩＴの利

活用、生産性向上のための設備投資等、自社の経営力を向上するための実施計画

です。 

この計画について、大臣承認を受けることにより、税制や金融の支援措置を受

けることができるというものです。 

  

（２）業務内容 

医療分野、介護分野、食品分野等、厚生労働省が所管する事業（労働分野を除

く）の経営力向上計画の認定事務を行っています。 

 

（３）実 績（令和元(2019)年度） 

認定件数 ２，６４０件 

 
 

２２．経営力向上計画について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（医 事 課） 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

臨床研修病院の指定に係る審査及び指導並びに適正な臨床研修の実施体制の

確保に関する業務を所管しています。 

医師臨床研修制度は昭和２３年に卒後１年のインターン制度として開始され

昭和４３年に臨床研修医制度として創設されました。昭和４３年に創設された制

度は、努力規定として位置づけられた研修でありましたが､ 平成１６年４月から

は、診療に従事しようとする医師には、２年以上の臨床研修を受けることが必修

化となり医師法により義務づけられました。 

この医師臨床研修制度の基本理念は、「臨床研修は、医師が、医師としての人

格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学および医療の果たすべき

社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適

切に対応できるよう、基本的な診療能力を身につけることのできるものでなけれ

ばならない。」となっており各臨床研修指定病院で作成されたプログラムで研修

が実施されます。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、臨床研修修了に伴う医籍登録業務のほか、効果的

な研修が実施されるよう、新規指定若しくはプログラム変更の申請を行った病院

の研修プログラムの内容を精査し、関係法令の定める基準に照らして審査を行い、

円滑に運用されるよう指導しています。 

また、平成１９年４月からは、臨床研修費等補助金の交付に関する事業が厚生

労働省より事務委任され、各都県より提出される申請書の審査等も行っています。 

 

（３）実 績                      （単位：件） 

 令和元年度 

新規指定申請等の審査の状況 

臨床研修病院の新規指定申請に係る審査 5 

臨床研修プログラムの変更 323 

医籍登録の状況 

医籍登録件数 3,609 

臨床研修費等補助金の交付状況 交付先及び交付額 

交付先 １都 9 県（310 件） 

交付額 38 億 2,811 万円 

 

 

 

 

臨床研修病院等の実地調査の状況 

既指定臨床研修病院 
令和元年度実績 

0 

１－１ 医師の臨床研修について（臨床研修費等補助金含む） 

１．臨床研修に関する業務 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

《臨床研修病院指定状況》（令和 2年 3月 31 日現在） 

 

①  都県別指定病院数           （単位：施設） 

都 県 名 
施  設  数 

基 幹 型   

茨 城 県 18 

栃 木 県 7 

群 馬 県 14 

埼 玉 県 31 

千 葉 県 29 

東 京 都 69 

神奈川県 49 

新 潟 県 19 

山 梨 県 4 

長 野 県 23 

合    計 263 

   

②  大学医学部附属病院数         （単位：施設） 

 

   

※臨床研修病院等の情報については、下記ホームページを参照下さい。 

 サイト名：臨床研修プログラム検索サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

都 県 名 
施  設  数 

基幹型相当 

茨 城 県 2 

栃 木 県 3 

群 馬 県 1 

埼 玉 県 6 

千 葉 県 7 

東 京 都 25 

神奈川県 10 

新 潟 県 1 

山 梨 県 1 

長 野 県 1 

合    計 57 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

歯科医師臨床研修施設の指定に係る審査及び指導並びに適正な臨床研修の実

施体制の確保に関する業務を所管しています。 

歯科医師臨床研修は昭和６２年に一般歯科医養成研修事業として開始されま

した。その後､平成１２年の歯科医師法改正により､診療に従事しようとする歯科

医師は、１年以上の臨床研修を受けなければならないものとされ､平成１８年４

月より歯科医師臨床研修の必修化が開始されました｡ 

この歯科医師臨床研修制度の基本理念は、「臨床研修については、患者中心の

全人格的医療を理解した上で､歯科医師としての人格をかん養し､総合的な診療

能力(態度･技能･知識)を身につけ､臨床研修を生涯研修の第一歩とすることので

きるものでなければならない｡｣となっており、大学病院や各臨床研修施設で作成

し、医道審議会歯科医師臨床研修部会に諮られ、承認を受けたプログラムで研修

が実施されます。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、新規指定もしくはプログラム変更等の申請を行っ

た施設の研修プログラムの内容を関係法令の定める基準に照らして審査し、他の

地方厚生局管轄の申請の２次審査や臨床研修施設の実地調査も各厚生局の担当

者との共同で実施しています。 

また、全国各地で開催される指導歯科医講習会において、臨床研修制度の周知

に関する講演を担当するなど、全国厚生局の総括的な役割も有しています。 

臨床研修修了に伴う歯科医籍への登録に関する業務としては、修了者から提出

される登録証交付申請書の審査及び発送業務を行っています。 

 

（３）実 績                      （単位：件） 

 令和元年度  

新規指定申請等の審査の状況（全国） 

臨床研修病院の新規指定申請に係る審査 92 

臨床研修プログラムの変更 145 

歯科医籍登録の状況 

歯科医籍登録件数 1,051 

指導歯科医講習会への講師派遣件数 6 

臨床研修施設等の実地調査の状況（全国） 

大学病院・指定臨床研修施設 44 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 歯科医師の臨床研修について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

《臨床研修施設指定状況》（令和 2年 3月 31 日現在） 

 

①  都県別指定施設数                （単位：施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  医科大学・歯科大学（附属）病院数        （単位：施設） 

都 県 名 
施  設  数 

施設数計 単独型相当 管理型相当 

茨 城 県 1 1 0 

栃 木 県 2 2 0 

群 馬 県 1 0 1 

埼 玉 県 3 0 3 

千 葉 県 6 2 4 

東 京 都 13 6 7 

神奈川県 5 0 5 

新 潟 県 2 0 2 

山 梨 県 1 1 0 

長 野 県 2 1 1 

合    計 36 13 23 

※ 単独型であり管理型でもある場合は管理型に計上 

 

 ※臨床研修病院等の情報については、下記ホームページを参照下さい。 

  サイト名：歯科医師臨床研修プログラム検索サイト 

 

  

 

 

 

 

 

 

都 県 名 
施  設  数 

施設数計 単独型 管理型 

茨 城 県 2 1 1 

栃 木 県 1 1 0 

群 馬 県 2 2 0 

埼 玉 県 8 4 4 

千 葉 県 10 4 6 

東 京 都 26 17 9 

神奈川県 15 12 3 

新 潟 県 1 0 1 

山 梨 県 1 1 0 

長 野 県 5 5 0 

合    計 71 47 24 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

医療機関等に対して、医療の安全に関する取り組みの普及及び啓発に関する業

務を所管しています。 

厚生労働省では平成１３年度より毎年１１月２５日を含む１週間を「医療安全

週間」と位置付け医療安全対策の推進を図っています。 

     

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、平成１４年度から「医療安全週間」の前後に、管

内医療機関の病院管理者及び医療安全管理者等を対象に、医療安全に関する知識

の習得を目的として、「医療安全に関するワークショップ」を開催しています。 

また、医療課の項に記載されている特定機能病院の立入調査においては、病院

管理に係る専門知識を必要とするため、医事課においても医療監視員を発令し、

医療安全ワークショップ等で得られる科学的知見を習得させ、テクニカルアドバ

イザーとして全ての立入検査に連携参加しています。 

  

（３）実 績 

「医療安全に関するワークショップ」を次のとおり開催しました。 

 開 催 日     : 令和元年 12 月２日 

令和元年 12 月 10 日～令和元年 12 月 12 日 

      場 所     : 埼玉会館 １階大ホール 

さいたま新都心合同庁舎１号館１階多目的室 1-1 及び 1-2 

      受講者数 : 総参加者数 690 名（修了証発行者数 514 名） 

※プログラムは第Ⅴ章資料・データ集 医事課関係を参照 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

医薬品、食中毒、感染症、飲料水、その他何らかの原因により生じる国民の生

命、健康安全を脅かす事態に対し、健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関 

する業務を総括しています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、平成１７年度より、管内１都９県の健康危機管 

理関係所管課及び関係機関（検疫所、保健所等）の連絡網及びメーリングリスト

を作成し、健康危機管理に対する共通の認識、情報の共有化等により、関係機関

の職員の相互連携を強化し、現実に健康危機が発生した場合、有効な対策がとれ

るよう推進しています。 

 

 

 

２．医療の安全に関する取り組みの普及及び啓発について 

３．関東信越厚生局管内の健康危機管理体制の整備について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（３）実 績                      （単位：回） 

 令和元年度 

地方衛生研究所等主催による地域保健総合推進事業

に係る地域ブロック会議、ブロック長会議等へ出席  
1 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

医師の確保に関する業務を所管しています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、地域や診療科による医師不足問題に関して、地方

自治体等の情報を収集しています。 

 

（３）実 績 

     令和元年度 

地方公共団体からの医師派遣申請 申請なし 

 

 

 

 

  

（１）制度の概要 

医師等の行政処分に係る調査の実施に関する業務及び行政処分を受けた医師

等に対する再教育の実施に関する業務を所管しています。 

医師法及び歯科医師法の改正に伴い、平成１９年４月１日より、１年以上の業

務停止の行政処分を受けた医師・歯科医師、免許の取り消し処分に対し再免許を

受けようとする者は、再教育として個別研修（倫理研修又は技術研修）を実施す

ることになりました。 

    

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、個別研修開始前における個別研修計画書の受理及

び個別研修終了後における個別研修修了証の交付を行っています。 

 

（３）実 績                     （単位：件） 

      令和元年度 

個別研修計画書受理 8 

個別研修修了証交付 5 

 

 

 

 

４．医師の確保について 

５．行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する業

務を所管しています。 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し継続的かつ適切な医療

並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その症状の改

善及びこれに伴う同様な他害行為の再発の防止を図り、その社会復帰を促進する

ことを目的として、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び

観察等に関する法律（心神喪失者等医療観察法）」が平成１７年７月に施行され

ました。 

この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者であって、不起訴

処分又は無罪等の裁判が確定した者に対しての処遇が定められたものです。 

 

（２）業務概要 

関東信越厚生局においては、対象者の医療を行う指定医療機関の指定、地方裁

判所の処遇決定に伴う指定医療機関の選定、入院処遇決定となった対象者の指定

入院医療機関への移送等を行っています。また､この法律では、対象者の処遇を

決定するために、裁判官と精神科医（精神保健審判員）、必要に応じて精神保健

福祉の専門家（精神保健参与員)で審判が行われますが、その構成員を地方裁判

所が選任するための精神保健判定医及び精神保健参与員候補者名簿の作成など

も行っています。 

 

（３）実 績                  （単位：件） 

 

      

 

         

 

 

 

 

 

 

 

その他、法施行に際し、制度の円滑な運用のために、厚生労働本省、各都県担 

当部局、地方裁判所、保護観察所、指定医療機関等の関係機関と打合せを行って

います。 
 

※心神喪失者等医療観察法についての情報は、下記を参照下さい。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：医事課（心神喪失者等医療観察法関係） 

 

 

 

 令和元年度 

指定入院医療機関の指定  0 

指定通院医療機関の指定 71 

指定入院医療機関の選定及び移送 103 

指定通院医療機関の選定  65 

精神保健判定医の名簿収載 316 

精神保健参与員の名簿収載 317 

診療報酬請求の審査・支払 9,660 

指定入院医療機関に対する指導監査 13 

指定通院医療機関に対する指導監査  13 

６．医療観察法による決定の執行、指定医療機関の指定及び指導等について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

業として医薬品等を製造する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（旧・薬事、以下「医薬品医療機器等法」という。）

に基づき、あらかじめ厚生労働大臣の許可を取得する必要があります。厚生労働

大臣の指定する医薬品等を製造する製造所の許可については、地方厚生局長にそ

の権限が委任されており、それ以外の医薬品等を製造する製造所の許可について

は、都道府県知事が行うこととされています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、これらの許可に関する申請書及び届出書について、

所定の要件を満たしているかを審査します。 

 なお、許可対象施設において違反が判明した場合等には、事情聴取や立入検査

等を行うこともあります。 

 

① 厚生労働大臣の指定する医薬品、医療機器 

・生物学的製剤 

・放射性医薬品 

・国家検定医薬品 

・遺伝子組換え技術応用医薬品 

・細胞培養技術応用医薬品 

・細胞組織医薬品 

・特定生物由来製品医薬品 

・再生医療等製品 

 

② 地方厚生局における製造業等申請及びその届出に係る処理事項 

・医薬品・再生医療等製品製造業許可 

・医療機器修理業の許可 

・医薬品・再生医療等製品製造業許可更新 

・医療機器修理業の許可更新 

・医薬品・再生医療等製品製造業区分追加（変更）許可 

・医療機器修理業の修理区分追加（変更）許可 

・生物由来製品・再生医療等製品製造管理者の承認 

・各種届出の受理（変更、休止、廃止、再開の届） 

・医薬品・再生医療等製品製造業許可証書換・再交付 

・医療機器修理業の許可証書換・再交付 

 

（３）実 績                      （単位：件） 

 令和元年度 

医薬品・再生医療等製品製造業の許可等件数  121 

 

７．薬事監視業務 

７－１ 医薬品等の製造業並びに医療機器修理業の許可について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物製造業又は輸入業の登録を受けた毒物

劇物営業者でなければ、毒物及び劇物を販売又は授与の目的で、製造又は輸入し

てはなりません。また、毒物劇物販売業の登録を受けた者でなければ、毒物及び       

劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しく

は陳列してはならないとされています。このうち毒物劇物製造業又は輸入業の一

部の登録に係る厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任されています。（毒物

劇物製造業又は輸入業の一部及び毒物劇物販売業の全部の登録が都道府県知事

の権限となっています。） 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、これらに係る申請書及び届出書について、所定の

要件を満たしているかを審査します。 

 なお、違反が判明した場合等には、事情聴取や立入検査等を行うこともありま

す。 

 

① 地方厚生局長が行う登録業の範囲 

都道府県知事が行う製造業及び輸入業（製剤の製造若しくは原体の小分けの

みを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者）以外の製造業及び輸入

業です。 

 

② 地方厚生局が事務処理する申請及び届出 

  ・毒物劇物製造（輸入）業登録 

  ・毒物劇物製造（輸入）業登録更新 

  ・毒物劇物製造（輸入）業登録変更（品目追加） 

  ・毒物劇物製造（輸入）業登録票書換え交付 

  ・毒物劇物製造（輸入）業登録票再交付 

  ・毒物劇物取扱責任者設置届（変更届） 

  ・各種変更届、廃止届 

 

（３）実 績                     （単位：件） 

 令和元年度 

毒物劇物営業者の登録等業務件数  1,240 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

７－２ 毒物及び劇物の製造業及び輸入業の登録及び取締りについて 

52



第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

輸入される医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再

生医療等製品並びに毒物及び劇物について、通関前に確認を行うことにより、無

許可、無登録品又は不良品等が違法に国内に流通することを未然に防ぐことを目

的として、「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」に基づき、通関前に輸入者に指

定の書類を提出させて審査を行っています。なお、本年度は、平成２７年１１月

３０日薬生発１１３０第１号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知により新要領が

制定されました。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、上記提出書類を審査し、問題がなければ「厚生労

働省確認済輸入報告書」（以下「薬監証明書」という。）を発給します。 

輸入監視業務の所轄範囲 

函館税関、東京税関及び横浜税関で通関される輸入貨物 

（参考） 

・近畿厚生局：名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関で通

関されるもの 

・九州厚生局沖縄麻薬取締支所：沖縄地区税関で通関されるもの 

 

（３）実 績                     （単位：件） 

       令和元年度 

薬監証明書発給件数  84,607 

薬監証明等に係る電話照会件数 約 1,000 /月 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

再生医療等の迅速かつ安全な提供等を図るため、「再生医療等の安全性の確保

等に関する法律」が平成２６年１１月に施行されました。再生医療等を提供する

機関は厚生労働大臣の認定を受けた再生医療等委員会の意見を聴いた上で、提供

計画を厚生労働省へ提出することや、細胞培養加工施設を設置する者は細胞加工

物の製造の届出又は許可を受けることなどが必要となりました。 

 

（２）業務概要 

再生医療等を提供する医療機関から提出された提供計画の受付や、特定細胞加 

工物事業者の許可証の発行を行っています。 

① 再生医療等計画の届出受理（中止含む） 

② 特定細胞加工物の製造の届出受理又は許可（廃止含む） 

③ 再生医療等委員会の認定（廃止含む） 

④ 定期報告の受付と必要な調査等 

 

７－３ 薬監証明発給業務について 

８．再生医療等の安全性の確保について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（３）実 績                     （単位：件） 

       令和元年度 

再生医療等提供計画の受理 402 

特定細胞加工物製造届出受理又は許可 227 

再生医療等委員会の認定 2 

提供状況定期報告書の受理 1,445 

製造状況定期報告書の受理 934 

 

 

 

（１）制度の概要 

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に向けて、さらなる在宅医療等の推

進を図るため、より高度かつ専門的な知識と技能を持つ看護師の活躍が期待され

ています。そこで、実践経験のある看護師が厚生労働大臣が指定した指定研修機

関の研修を受講することにより、事前に作成された手順書に基づき、医師や歯科

医師の判断を待たずに診療の補助の一部である「特定行為」を行うことができる

ようになりました。 

 

（２）業務概要 

専門的知識経験に基づく特定行為研修の指定研修機関の指定に係る審査や指

導、特定行為研修を修了した看護師に関する報告書の受理などの業務を行ってい

ます。 

① 新規指定研修機関の指定に係る研修計画や施設等に関する事前審査及び指導 

② 指定の取消しに係る事前審査及び指導 

③ 研修内容の変更に係る届出や申請の事前審査及び指導 

④ 指定研修機関に関する報告書の確認及び指導 

⑤ 特定行為研修を修了した看護師に関する報告書の確認及び指導 

⑥ 研修計画、研修体制等に関する実地調査及び指導 

⑦ 指定研修機関や受講する看護師からの相談対応 

 

（３）実 績  （単位：件） 

       令和元年度 

指定研修機関の指定等に係る審査の状況 

 指定申請に係る審査 45 

特定行為区分の変更申請に係る審査 21 

 指定研修機関の変更届出に係る審査 49 

 年次報告に係る審査 27 

特定行為研修を修了した看護師に関する報告書の受理の状況 

 報告書の受理 32 

指定研修機関等の実地調査の状況 

 指定研修機関申請者 27 

 指定研修機関 1 

 

９．看護師の特定行為に係る研修の実施体制の確保について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

《指定研修機関指定状況》（令和２年 3月 31 日現在） 

 

○ 都県別指定研修機関数          （単位：施設） 

都 県 名 施  設  数 

茨 城 県 2 

栃 木 県 2 

群 馬 県 4 

埼 玉 県 2 

千 葉 県 3 

東 京 都 24 

神奈川県 13 

新 潟 県 4 

山 梨 県 0 

長 野 県 5 

合    計 59 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

臨床研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図る

ことを通じてその実施を推進し、もって保健衛生の向上に寄与することを目的と

して、臨床研究の実施の手続、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適

切な実施のための措置、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制

度等を定める「臨床研究法」が平成２９年４月１４日に公布され、平成３０年４

月１日から施行されました。 

 

（２）業務概要 

特定臨床研究を実施する者から提出された実施計画の受付や、臨床研究審査委

員会の認定などを行います。 

① 特定臨床研究の実施計画の届出受理（中止含む） 

② 臨床研究審査委員会の認定（廃止含む） 

③ 定期報告の受理と必要な調査等 

 

（３）実績                                            （単位：件） 

 令和元年度 

特定臨床研究の実施計画の受理 153 

臨床研究審査委員会の認定 7 

 

10．臨床研究に対する信頼の確保について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（食品衛生課） 

 

 

 

（１）制度の概要 

EU や米国等においては、食品等事業者に、食品の製造等に関して危害を未然に

防止する衛生管理手法として国際的にも有効とされるＨＡＣＣＰ(Hazard 

Analysis and Critical Control Point：ハサップ)に基づく衛生管理の義務化を

すすめており、ＨＡＣＣＰは食品衛生の国際的なスタンダードとなっています。 

我が国においては、平成７年５月に食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正す

る法律が公布され、ＨＡＣＣＰに基づく総合衛生管理製造過程の承認制度が創設

されました。関東信越厚生局では、総合衛生管理製造過程の申請（新規、更新、

変更）内容の審査・現地調査、承認後の立入検査を通じて事業者への指導を行い、

ＨＡＣＣＰによる衛生管理の推進と、その基礎となる一般的衛生管理、特に事業

者による内部検証の充実に努めてきました。 

また、平成３０年６月１３日には「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公

布され、全ての食品等事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されました。

関東信越厚生局では、業種や事業者の規模の大小を問わず広くＨＡＣＣＰを普及

推進していくため、地方自治体及び事業者等関係者と協力して連絡協議会の開催

や指導者の養成研修会の実施等を行っています。 

なお、総合衛生管理製造過程は、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化を受け、

令和２年５月末で廃止となり、各施設の有効期限の満了日をもって終了となりま

す。 

  

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、ＨＡＣＣＰの普及推進のため、関係者間の情報共

有及び意見交換の場を設けることや地方自治体職員の指導方法の平準化のため

の研修を行ってます。また、総合衛生管理製造過程施設の承認後の立入検査を通

じて事業者への指導を行うなどＨＡＣＣＰによる衛生管理の推進に努めていま

す。 

・地域連携ＨＡＣＣＰ導入実証事業における助言等 

・ＨＡＣＣＰ普及推進地方連絡協議会の開催 

・ＨＡＣＣＰ指導者養成研修会の実施 

・総合衛生管理製造過程の承認等 

   

（３）実 績 

・ＨＡＣＣＰ普及推進地方連絡協議会 

  (第１回) 

  実 施 日：令和元年８月２９日 

実施場所：全国市町会館大ホール 

  (第２回) 

  実 施 日：令和２年２月１２日 

実施場所：銀座ブロッサムホール 

１．ＨＡＣＣＰの普及促進に係る業務について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

・ＨＡＣＣＰ指導者養成研修会 

  (上期第１回) 

  実 施 日：令和元年７月３１日～８月２日 

  (上期第２回) 

  実 施 日：令和元年９月１８日～９月２０日 

  (下期第１回) 

  実 施 日：令和元年１１月１３日～１１月１５日 

  (下期第２回) 

  実 施 日：令和２年１月２２日～１月２４日 

実施場所：上記、いずれも関東信越厚生局会議室 他 

 

・総合衛生製造管理過程施設への立入検査  

                           （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 総合衛生管理製造過程施設一覧（関東信越厚生局管内）は、以下に掲載していますのでご覧

ください。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（所管法人等） 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

近年、食品の流通は複数の都道府県をまたがることが一般化しており、それに

伴い、食中毒事案も広域化しています。 

平成３０年の食品衛生法の改正により、食中毒事案の発生及び拡大防止等のた

めに、国及び都道府県等が行う監視指導が総合的かつ迅速に行われるよう、相互

に連携・協力することが義務化されました。また、広域的な食中毒事案の調査方

針の共有や情報交換等の対応を行う場として、広域連携協議会を設けることがで

きるとされ、厚生労働省を幹事とし、都道府県、保健所設置市、特別区と地方厚

生局で構成されています。 

 

 

令和元年度 実 績 

新規承認に関する立入検査 2 

変更承認に関する立入検査 1 

更新承認に関する立入検査 18 

その他の立入検査 3 

計 24 

２．食中毒に係る調整事務について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、複数の都県をまたがるような大規模食中毒の発生

時には、厚生労働本省からの依頼等により、管内自治体との情報共有・連携強化

のため広域連携協議会を開催及び自治体等と共同で立入調査等を行います。また、

日常の食中毒対策等の実施及び食中毒事件の情報収集について、地方自治体及び

厚生労働本省と連携を図り調整を行っています。 

   ・食中毒事例の情報収集 

   ・自治体との連絡調整 

   ・厚生労働本省の依頼による広域連携協議会の開催 

   ・厚生労働本省の指示による調査 

 

（３）実 績 

                       （単位：件） 

 

 

 

 
 
・関東信越広域連携協議会 

 （第１回） 

実 施 日：平成３１年４月１６日 

実施場所：関東信越厚生局会議室 

 （第２回） 

実 施 日：令和元年１２月２５日 

実施場所：厚生労働省会議室 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

食品衛生法第２９条に規定される都道府県等の食品衛生検査施設及び第３１

条に規定される登録検査機関では、食品衛生検査技術の高度化・多様化に伴って

試験検査の信頼性を確保する見地から、より適切な業務管理を実施する必要が生

じ、平成７年の食品衛生法改正時にこれらの食品衛生検査施設及び登録検査機関

にＧＬＰ（Good Laboratory Practice）による業務管理が導入されました。さらに、

平成１５年の食品衛生法の改正によって公正性・中立性を備える民間法人にも検

査が実施できるよう指定制度から登録制度に移行し、定期的な見直しを行うため

の更新制度の導入や検査の技術的基準を設け、制度の透明性を確保しています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、検査機関の登録業務の他に登録検査機関に対して

業務規程の遵守、試験検査の精度管理及び業務管理の実施、帳簿等の適正な記録

とその保存をはじめとしたＧＬＰへの適合性に関する監査指導等を実施してい

ます。 

令和元年度 実 績 

食中毒速報等収集 128 

３．食品衛生法の規定に基づく登録検査機関の登録及び監督等について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

① 登録検査機関 

(ｱ) 登録・認可に関する事項 

    ・登録の申請 

    ・検査事業所の設置等の届出受理 

    ・業務規程の認可及び変更認可 

     ・検査業務の休止・廃止の許可 

     ・登録事項変更の届出受理 

     ・適合命令、改善命令 

(ｲ) 製品検査・自主検査等の業務管理に関する事項 

     ・業務管理に関する技術上の基準への適合性（組織、施設・検査器具等の 

     管理、製品検査の管理、信頼性確保業務等）に係る監査指導 

    ・業務規程の遵守に係る監査指導 

    ・帳簿の記載事項・保存に関する監査指導 

    ・立入調査等の実施 

 

② 検疫所が行う試験及び検査の業務に関する点検及びその結果に基づく助言 

 

（３）実 績 

（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 登録検査機関の一覧（関東信越厚生局管内）は、以下に掲載していますのでご覧ください。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（所管法人等） 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

国産牛肉や豚肉を外国へ輸出する際は、輸出先国が定める施設の構造・設備、

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理及び検査法等の衛生要件に適合する認定施設で処

理されたものであることが必要です。認定施設において適正な管理が行われてい

ることを、定期的な厚生労働省の査察により確認することも認定の要件となって

令和元年度 実 績 

新規登録に関する立入検査 0 

変更事項に関する立入検査 0 

登録の更新に関する立入検査 3 

定期立入検査 36 

臨時立入検査 0 

計 39 

４．食肉輸出施設に対する指導、確認及び査察について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

います。    

厚生労働省の査察業務については、厚生局に移管されており、関東信越厚生局

管内の２施設に対し、定期的な査察を行うこととなっています。そのうち１施設

については、令和２年３月に認定されたため、査察については令和２年度の実施

を予定しています。 

なお、令和２年４月１日に農林水産物・食品の輸出の促進を図る目的で施行さ

れる「農林水産物および食品の輸出の促進に関する法律」により、制度が明確化

され、一層の推進が図られることから、関東信越厚生局管内の輸出食肉取扱施設

は今後も増加が見込まれています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、対米国等輸出食肉取扱施設として認定されている

施設に対して、定期的な査察を行うとともに輸出施設等の監視・改善指導等を実

施しています。 

① 食肉輸出施設の認定準備作業 

・事前相談（申請者及び自治体等） 

・認定に関する関係者会議への参加等 

 

② 認定施設に対する査察及び指導 

・認定施設、食肉衛生検査所及び残留物質等モニタリング指定検査機関への定

期的な現地査察 

・査察結果に基づく改善措置を自治体に通知するとともに本省へ報告 

・輸入国による査察の際の対象施設への同行 

 

（３）実 績 

                       （単位：回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 食肉輸出認定施設一覧は、以下に掲載していますのでご覧ください。 

全国：農林水産省ホームページ内リンク先:施設リスト 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

ＥＵや米国に水産食品を輸出する場合は、輸出先国が定める施設の構造・設備、

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理等の衛生要件に適合する施設で製造加工されたも

令和元年度 実 績 

現地査察 11 

食肉衛生検査所の現地査察 1 

指定検査機関の現地査察 1 

５．対ＥＵ、対米国輸出水産食品認定施設に対する指導、確認及び査察について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

のである必要があります。そのため、都道府県等公的機関が施設を認定する場合

の認定事務及び認定後の事務について、「対ＥＵ輸出水産食品の取扱要領」及び

「対米輸出水産食品の取扱要領」が定められています。これらの要領では、認定

施設において適正な管理が行われていることを地方厚生局及び自治体が定期的

な現地調査により確認することも認定の要件となっています。 

なお、令和２年４月１日に農林水産物・食品の輸出の促進を図る目的で施行さ

れる「農林水産物および食品の輸出の促進に関する法律」により、制度が明確化

され、一層の推進が図られることになります。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、水産食品取扱施設の認定に係る現地調査や認定後

の現地査察等を自治体とともに実施しています。 

① 認定に係る指導・確認 

・自治体からの事前確認 

・認定可否の決定（自治体の審査及び調査の結果に基づいた協議に対する可否 

決定及びその結果の通知） 

・認定施設及び登録施設の新規認定に係る現地査察 

 

② 認定施設に対する査察・調査 

・認定施設への定期的な現地査察 

・査察結果の通知（対象施設の改善指導等を自治体へ通知） 

 

（３）実 績 

                       （単位：回） 

 

 

 

 

 

 

※ 対ＥＵ、対米国輸出水産食品認定施設一覧は、以下に掲載していますのでご覧ください。  

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（業務） 

 

 

 

 
 

 

（１）制度の概要 

各国に輸出される水産食品については、その輸出先国の求めに応じ取扱施設の

事前登録や輸出国の食品衛生上の権限を有する行政機関が発行する衛生証明書

の添付が求められています。そのため、取扱施設の登録や衛生証明書の発行等に

ついては、厚生労働省（地方厚生局）又は都道府県等衛生主管部局において実施

することとされています。 

令和元年度 実 績 

対米国輸出水産施設 6 

対ＥＵ輸出水産施設      10 

６．水産食品の輸出国（米国、ＥＵを除く）向け取扱施設の登録・衛生証明書の 

発行について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

なお、令和２年４月１日に農林水産物・食品の輸出の促進を図る目的で施行さ

れる「農林水産物および食品の輸出の促進に関する法律」により、制度が明確化

され、一層の推進が図られることになります。 

 

（２）業務内容 

① 韓国 

関東信越厚生局においては、事業者等から、「韓国向け輸出水産食品取扱要領」

に基づき申請があった場合、取扱施設の登録、登録事項の変更、衛生証明書の発

行等の手続を実施しています。また、必要に応じて登録した取扱施設の監視等を

実施します。 

   ・取扱施設の登録 

   ・登録事項の変更・取消し 

   ・衛生証明書の発行 

   ・登録した取扱施設の監視（必要に応じて実施） 

 

② 中国 

関東信越厚生局においては、事業者等から、「中国向け輸出水産食品の取扱要

領」に基づき申請があった場合､その内容を審査し､衛生証明書を発行しています。 

   ・衛生証明書の発行 

 

③ 台湾 

関東信越厚生局においては、事業者等から、「台湾向け輸出貝類の取扱要領」

に基づき申請があった場合、その内容を審査し、衛生証明書を発行しています。 

   ・衛生証明書の発行 

 

④ インド 

関東信越厚生局においては、事業者等から、「インド向け輸出水産食品の取扱

要領」に基づき申請があった場合、取扱施設の登録、登録事項の変更、衛生証明

書の発行等の手続を実施しています。 

   ・取扱施設の登録 

   ・登録事項の変更・取消し 

   ・衛生証明書の発行 

 

⑤ メキシコ 

関東信越厚生局においては、事業者等から、「メキシコ向け輸出水産食品の取

扱要領」に基づき申請があった場合、その内容を審査し、衛生証明書を発行して

います。 

   ・衛生証明書の発行 

 

⑥ ベトナム 

関東信越厚生局においては、事業者等から、「関東信越厚生局におけるベトナ

ム向け輸出水産食品取扱要領」に基づき申請があった場合、その内容を審査し、

衛生証明書を発行しています。 

なお、ベトナムに輸出される水産食品については、証明書発行業務の迅速化の
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

観点から、令和元年５月に羽田空港証明書発行窓口が設置されています。 

   ・衛生証明書の発行 

 

（３）実 績 

  ・取扱施設の登録 

                       （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

  ・衛生証明書の発行 

                       （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

事業者等が、日本国内で製造し流通している食品を諸外国に輸出する際に、輸

出相手先国の通関関係機関等から、輸出された食品が日本国内において問題なく

流通していることを証明するいわゆる自由販売証明書（Certificate of free sale）

の提出を求められる場合があります。事業者等による食品の輸出が円滑に行われ

るよう、平成２５年６月２０日から、地方厚生局において、「自由販売証明書発

行要領」に基づき、当該証明書を発行しています。 

なお、この自由販売証明書の発行業務は、令和２年４月１日より地方農政局に

移管します。 

 

 

令和元年度 実 績 

韓国向け取扱施設登録 1 

インド向け取扱施設登録 3 

令和元年度 実 績 

韓国向け衛生証明書発行 119 

中国向け衛生証明書発行 44 

台湾向け衛生証明書発行 1 

インド向け衛生証明書発行 2 

メキシコ向け衛生証明書発行 0 

ベトナム向け衛生証明書発行 18 

７．自由販売証明書の発行 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、事業者等から、「自由販売証明書発行要領」に基

づき、所定の申請書類が提出された場合、その内容を審査して当該証明書を発行

しています。 

 

（３）実 績 

                       （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

健康増進法第３１条において、食品として販売するものは、健康の保持増進効

果等について著しく事実に相違する表示を行い、又は著しく人を誤認させるよう

な表示をしてはならないとされています。 

また、虚偽・誇大広告等の表示に関し、必要があると認めた場合の食品製造施

設等への立入及び収去の権限については消費者庁長官から地方厚生局長に委任さ

れています。 

なお、健康増進法の改正により、令和２年４月１日から当該規定は法第６５条

に変更となります。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、食品として販売するものに関し、健康の保持増進

効果を謳う表示について、消費者庁や自治体と連携を図りながら事業者の指導等

を行っています。 

 

（３）実 績 

                       （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 実 績 

自由販売証明書発行 744 

令和元年度 実 績 

自治体からの相談及び指導 5 

事業者からの相談及び指導 0 

８．健康の保持増進効果等に係る虚偽・誇大広告等の表示の禁止に関する関係機 

関との連携について 

64



第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

平成１５年に食品安全基本法の制定及び食品衛生法の改正により、国民の健康

保護を優先する新たな食品安全行政の基本的な方策として「リスク分析手法」が

導入され、その具体的な実施と展開を支える柱として「リスクコミュニケーショ

ン」が位置づけられました。厚生労働省では、平成１５年から内閣府（食品安全

委員会）、農林水産省との連携を図りながら、消費者、食品関連事業者、専門家、

メディアなどとのリスクコミュニケーションの取り組みを進めています。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局においては、自治体と協力しながらリスクコミュニケーション

の実施について取り組みを行っています。 

 

（３）実 績 

・令和元年度は、新型コロナウイルス感染症の予防対策のため開催を中止 

     

※ 食品の安全性に係る意見交換会の実施結果は、以下に掲載していますのでご覧ください。 

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：食品衛生課（ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに関すること） 

 

９．食品の安全確保に関するリスクコミュニケーションについて 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（地域包括ケア推進課） 

 

 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっ

ても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる

よう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が包括的に確保される体制（地域包

括ケアシステム）の構築に向け、都県を通じた市区町村支援業務を行っています。  

 

 

 

 

（１）業務の概要 

地域包括ケアシステムに関する幅広い知識、経験、情報を得るとともに、厚生

労働省、都県と連携しつつ、市区町村における地域包括ケアシステムの取組を推

進・支援するための企画、立案及び総合調整を行い、効果的な業務の実施を図っ

ています。 

 

（２）実 績 

                     （単位：回） 

区  分 令和元年度 

関東信越厚生局地域包括ケア推進本部の開催 4 

 

 

 

 

 

（１）業務の概要 

地域包括ケアシステムの構築支援を的確に実施するため、都県と共同で「関東

信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会」を設置し、現状分析、課題の整理、対

策の企画・検討を行っています。また、制度的に対応が必要なものについては厚

生労働省へ報告しています。 
 

（２）実 績 

                     （単位：回） 

区  分 令和元年度 

関東信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会の開催 1 

関東信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会分科会の開催 2 

 

  

１．関東信越厚生局地域包括ケア推進本部の設置・運営について 

２．関東信越厚生局地域包括ケア推進都県協議会等の設置・運営について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）業務の概要 

推進本部や都県協議会等での検討も踏まえ、関東信越厚生局の立ち位置を活か

し、地域包括ケアシステムに都県の「役に立つ」ことを念頭に、地域包括ケアシ

ステムの構築に資する取組を行っています。 

 

（２）実 績 

                         （単位：回） 

区  分 令和元年度 

地域包括ケア応援セミナーの開催 1 

地域包括ケア事例研究会の開催 2 

 

 

 

 

 

（１）業務の概要 

都県及び市区町村の地域包括ケアシステムに関して、視察も兼ねて現地を訪問

し、意見交換をすることにより推進状況の把握及び助言・支援を行っています。 

 

（２）実 績 

                          （単位：回） 

区  分 令和元年度 

都県訪問及び意見交換 20 

市区町村訪問及び意見交換 43 

 

 

 

 

 

（１）業務の概要 

   講演依頼については、市区町村や事業者団体等まで幅広く対応し、関東信越厚

生局長の後援名義等の使用についても、地域包括ケアシステムの構築に資するも

のについては、規模にかかわらず柔軟に対応しています。 

 

（２）実 績 

                          （単位：回） 

区  分 令和元年度 

講演依頼等対応 8 

後援名義の使用許可 5 

 

 

４．地域包括ケア推進状況の把握及び助言・支援について 

５．講演と後援について 

３．地域包括ケア推進支援について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）業務の概要 

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に基づき、

民間事業者による保健、福祉に関する総合的な施設等の整備（特定民間施設）に

関する計画について厚生労働大臣による認定を行っています（整備計画の認定）。 

 

（２）実 績 

関東信越厚生局においては、管内１都９県の整備計画の認定（変更）に関する

事務を行っています。なお、令和２年３月３１日現在の認定施設は１施設です。 

 

 

 

 

 

（１）業務の概要 

地域支援事業交付金に係る執行事務については、本省からの移管を受け、平成

３０年度から行っており、管内各都県等から提出された交付申請書及び実績報告

書を審査の上、交付決定及び確定等を行っています。 

 

（２）実 績 

                             （単位：円） 

令和元年度交付決定額 55,162,817,800 

 

 

 

 

 

（１）業務の概要 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、消費税増収分等を

活用した新たな財政支援制度として、都県に設置された基金です。この基金を財

源として、各都県は、それぞれ計画を作成の上、当該計画に基づき事業を実施し

ています。 

 

（２）実 績 

関東信越厚生局においては、管内１都９県の計画（変更）のヒアリングや事業

量の把握等に関する事務を行いました。 

 

  

６．地域における公的介護施設等の整備計画の認定等について 

７．地域支援事業交付金の執行について 

８．地域医療介護総合確保基金（介護施設等の整備・介護従事者の確保）について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）業務の概要 

介護保険事業（支援）計画に関する作成状況、取組の進捗状況、目標の達成状

況や計画の推進に当たっての課題等について、管内の都道府県を通じて把握し、

助言及び支援を行っています。 

 

（２）実 績 

関東信越厚生局においては、管内１都９県の第７期介護保険事業（支援）計画

に関して、平成３０年度の実施状況及び法定報告等に関するヒアリングを実施し

ました。 

 

 

 

９．介護保険事業（支援）計画の作成・進捗状況の把握及び助言・支援について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（保 険 課） 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

健康保険組合は、健康保険法に基づき国に代わって健康保険事業である被保険

者等に対する保険給付と保健・福祉事業を行う公法人です。企業等の事業主とそ

の企業等に使用される被保険者で組織されますが、１企業により組織され７００

人以上の被保険者で構成される単一健康保険組合と、同業種の複数の企業により

組織され３,０００人以上の被保険者で構成される総合健康保険組合があります。 

健康保険組合では、法定給付のほか、法令等の範囲で付加給付等の独自の事業

とともに、実情に応じた保険料率の設定を行うことができます。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内、１都９県に所在する健康保険組合の設立・合併・

解散等の事務指導、認可申請書等の審査事務、届書の確認事務、各種証明事務、

諸調査及び諸統計の取りまとめ並びに指導監督等の業務を実施しています。 

 

（３）実 績（令和元年度） 

① 各申請書等の処理件数 

  健康保険組合から受理した規約変更届書等の認可等の処理件数は以下のと

おりです。 

                               （単位：件） 

 規約変更認可申

請書等の認可 

規約変更届書等

の受理 

厚生労働大臣への

提出書類の経由 

公法人証明 

印 鑑 証 明 

 

令和元年度 ２，５０４ ７，５６７ １０，３１２ ２，６７９ 

 

② 指導監督 

健康保険組合への実地指導監査は、平成１３年３月２２日付保発第７６号厚

生労働省保険局長通知及び平成３１年３月６日付保保発０３０６第１号厚生

労働省保険局保険課長通知において示された実地指導監査の実施方針に基づ

き、総合監査（事業全般にわたる監査）又は経理監査（財務・経理事務に特化

した監査）を、次の健康保険組合に対して実施しました。 

・財政が窮迫している組合 

・保険料の未収や診療報酬の未払いのある組合 

・被保険者一人当たりの医療費が全組合の平均を大幅に超えている組合 

・前回実地監査から相当期間が経過している組合 

 

 実地指導監査 

実 績 

内    訳 

総合監査 経理監査 

令和元年度 １３６件 ８９件 ４７件 

１．健康保険組合について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

《主な指示事項》 

・各種台帳は、財産管理規程に基づき、毎年度１回以上財産と照合し、その結

果を明らかにするため確認年月日の記載並びに確認者印の押捺を受けるこ

と。 

・収入支出予算科目の取扱いは、予算編成基準の科目説明に基づき適正に行う

こと。 

・システム等運用管理規程に基づき、データ保護管理者は、情報システム及び

データを取扱う担当者として、当該取扱が必要となる業務ごとに「事務担当

者」を任命すること。 

・機密文書管理規程に基づき、機密文書の保管庫の施錠・開錠は、機密文書管

理責任者又は機密文書管理責任者が文書で指定した担当者が行うこと。 

・予算の変更は、予算の不足を来す前に行い、その執行は、健康保険法施行令

第16条に基づき予算変更届出書を地方厚生局に届け出た後に行うこと。 

※ その他、監査実施状況、主な指示事項につきましては関東信越厚生局のホームページを

参照ください。 

監査実施状況：令和元年度の健康保険組合への実地指導監査等の結果について 

主な指示事項：令和元年度の健康保険組合への実地指導監査実施結果（主な指摘事項） 

  

 ③ 事務指導等 

解散事務指導については、４健康保険組合に、また、合併事務指導について

は消滅する１組合に対してそれぞれ実施しました。 

事務講習会については、組合の監事業務、個人情報保護、監査からみた留意

事項等のテーマで計９回、予算編成のテーマで東京、埼玉及び神奈川の会場に

おいて計６回開催され、それぞれ講師として説明を行いました。 

また、延べ４日間にわたり実施された予算編成事務相談会に職員を派遣する

等、健康保険組合における事務処理が円滑に執行されるよう指導を行いました。 

   

④ その他 

令和元年度における健康保険組合の新設等については、次のとおりです。 

 

＜新設＞ 

・平成３１年 ４ 月 １ 日  セラクグループ 健康保険組合 

・平成３１年 ４ 月 １ 日  ＥＡファーマ 健康保険組合 

・平成３１年 ４ 月 １ 日  フィリップス・ジャパン 健康保険組合 

・平成３１年 ４ 月 １ 日  トラスコ中山 健康保険組合 

 

＜解散＞ 

・平成３１年 ４ 月 １ 日  ラサ工業 健康保険組合 

・平成３１年 ４ 月 １ 日  日生協 健康保険組合 

・平成３１年 ４ 月 １ 日  人材派遣 健康保険組合 

・平成３１年 ４ 月 １ 日  日本農産工業 健康保険組合 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

全国健康保険協会は、健康保険法に基づき国に代わって健康保険事業である被

保険者等に対する保険給付と保健・福祉事業を行う公法人です。従来、国が運営

し政府管掌健康保険といわれていましたが、平成２０年１０月１日に全国健康保

険協会が設立され、全国４７都道府県に支部が設置されました。 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内、１都９県に所在する全国健康保険協会支部が行う

滞納処分等の認可申請書の審査事務及び同支部に対する立入検査等の業務を実

施しています。 

（３）実 績 

① 各申請書等の処理件数 

 認可申請書等の認可 

令和元年度       ６件 

② 立入検査等 

平成２２年１月７日付保保発０１０７第１号厚生労働省保険局保険課長通

知（平成２７年６月１日付保保発０６０１第０１号及び平成２８年５月１１日

付保保発０５１１第０２号により一部改正）において示された実施方針に基づ

き、３支部（山梨、新潟、茨城）について実施しました。 

 

 

 

○ 医療保険制度とは相互扶助の精神のもとに、企業等の事業主とその企業等に使用

される被保険者が保険料を出し合い、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な

医療や現金の給付を受けることにより、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する

ことを目的とした制度です。 

⇒ 医療保険制度の種類 

我が国の医療保険制度は職域保険（被用者保険）と地域保険及び後期高齢者医

療制度に大別されます。職域保険には、企業等に雇用されている人たちを対象と

した「健康保険」、公務員を対象とした「共済組合」などがあります。このほか

地域保険である農業者等を対象とした「国民健康保険」や７５歳以上の方等を対

象とした「後期高齢者医療制度」により、すべての国民がいずれかの制度に加入

する国民皆保険の体制となっています。 

 制 度 加 入 者 保険者 

職
域
保
険 

健康保険 企業等に使用される者とその家族 
健康保険組合 

全国健康保険協会 

船員保険 船員とその家族 全国健康保険協会 

共済組合 国家公務員、地方公務員、私立学校教職員等とその家族 共済組合 

地
域
保
険 

国民健康保険 農業者、自営業者等（地域保険の加入者を除く） 
市町村（特別区を含む） 

国民健康保険組合 

後期高齢者医療制度 
７５歳以上および６５歳～７４歳で一定の障害の状態がある

者で、広域連合の認定を受けた者 
後期高齢者医療広域連合 

２．全国健康保険協会支部について 

３．医療保険制度の概要について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

厚 生 局 と 健 康 保 険 組 合 等 の 関 係 と
健 康 保 険 制 度 の 概 要

関東信越厚生局
（保険課）

事業主
（適用事業所）

医療機関

被保険者 被扶養者

保険料

申
請

保険料
（給与天引き）

認
可

自己負担

医療費
請求

医療費
支払

診療

健康保険組合

全国健康保険協会支部

指導・監督

（協会支部へ

の指導は除

く）

社会保険
診療報酬支払基金
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（企業年金課） 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

確定拠出年金制度は、個人又は企業の事業主が拠出した掛金を個人の自己責任

において運営管理機関に資産の運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基

づいた給付を年金として受け取ることができるようにした制度です。したがって、

給付額は、掛金とその運用収益との合計額をもとに決定されることとなります。 

確定拠出年金が導入された背景には、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様

化、雇用の流動化等の社会経済状況の変化等があり、これらに十分対応し、老後

の生活への備えを一層安定したものとするため、新たな選択肢として、自己責任

を「原則」とする制度として平成１３年１０月に発足しました。 

なお、確定拠出年金の実施形態には、事業主が掛金を拠出する「企業型」と個

人で加入して掛金を拠出する「個人型（ｉＤｅＣｏ）」とがあります。 
 

   （注）確定拠出年金については、以下のページにも掲載していますのでご覧ください。 
厚生労働省ホームページ内リンク先：確定拠出年金制度 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内の１都９県に所在する企業型の確定拠出年金を実施

している事業主からの規約承認申請書、規約変更承認申請書、規約変更届出書等

の受理及び承認を行っています。 

 

（３）実 績 

事業主から受理した規約承認申請書等の処理件数は以下のとおりです。 

                         （単位：件） 

 規約承認申請書の承認 規約変更承認書等の承認 規約変更届出書等の受理 

令和元年度 １７７  １，３４９  ４，０１７  

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

確定給付企業年金制度は、平成１４年４月に発足した最も新しい制度で、加入

した期間や給付水準に応じて予め将来の給付額が決められる仕組みとなってい

ます。 

確定給付企業年金の実施形態には、労使で合意した年金規約に基づき、企業の

事業主が契約を結んだ信託会社・生命保険会社等が、母体企業の外で年金資産を

管理・運用し、年金給付を行う「規約型」と、母体企業とは別の企業年金基金（確

１．確定拠出年金について 

２．確定給付企業年金について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

定給付企業年金法に基づき厚生労働大臣が認可した法人）を設立したうえで、こ

の基金において年金資産を管理・運用し、年金給付を行う「基金型」とがありま

す。 
 

   （注）確定給付企業年金については、以下のページにも掲載していますのでご覧ください。 
厚生労働省ホームページ内リンク先：確定給付企業年金制度 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内の１都９県に所在する確定給付企業年金を実施して

いる事業主及び企業年金基金（以下、併せて「事業主等」といいます。）からの

規約承認（認可）申請書、規約変更承認（認可）申請書、規約変更届出書等の受

理、承認・認可、厚生労働大臣への提出書類の経由及び法人証明・印鑑証明の発

行のほか、事業主等に対する指導・監督などの業務を行っています。 

 

（３）実 績 

① 各申請書等の処理件数 

事業主等から受理した規約承認申請書等の処理件数は以下のとおりです。 

                                 （単位：件） 

 
規約承認申請書・規約変更承

認申請書等の承認等 

規約変更届出書等の

受理 

厚生労働大臣への提出書類

の経由 

令和元年度 ５２５  ９,１６９  ９３６  

 

② 指導監督 

確定給付企業年金制度の適正かつ効率的な事業運営を確保する観点から、指

導・監督にあたっては、事業主等において法令及び規約等に基づき適正に運営

されているか個別具体的に確認することとしています。 

なお、事業主等に対する監査は、はじめに提出された監査資料に基づき書面

監査を行い、その結果において、実地での確認が必要と認められる事業主等を

選定し実地監査を行っています。 

 

監査実施件数                         （単位：件） 

 

 

令和元年度 

 書 面 実 地 

実  績 １,６８３  ４３ 

（注）令和元年度の確定給付企業年金監査における主な指摘事項については、以下のページに

詳細を掲載していますのでご覧ください。  

関東信越厚生局ホームページ内リンク先：【確定給付】令和元年度確定給付企業年金監

査結果における主な指摘事項について 

 

 

 

（１）制度の概要 

厚生年金基金制度は、国の老齢厚生年金の一部を国に代わって支給する（代行

３．厚生年金基金について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

給付）とともに、厚生年金基金ごとに定められた独自の上乗せ給付（プラスアル

ファ給付）を行う企業年金制度で、従業員に、より手厚い老後保障を行うことを

目的として昭和４１年に発足しました。 

その後、生活水準の向上や経済・投資環境の変化などを踏まえ、制度の充実・

改善が図られてきました。平成１４年４月の法律改正により、厚生年金基金は代

行部分を国へ返し（代行返上）、確定給付企業年金へ移行することも認められる

ようになりました。 

厚生年金基金は、厚生年金保険法に基づき厚生労働大臣の認可を受けた法人と

して、制度の運営・管理を行っています。 

なお、平成２５年の法律改正により、平成２６年４月以降は、厚生年金基金の

新設は認められないこととなっているほか、確定拠出年金や確定給付企業年金へ

の移行を促進する措置が図られています。 
 

   （注）厚生年金基金については、以下のページにも掲載していますのでご覧ください。 
厚生労働省ホームページ内リンク先：厚生年金基金制度 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内に所在する厚生年金基金からの規約変更認可申請書、

規約変更届出書等の受理、認可、厚生労働大臣への提出書類の経由及び公法人証

明・印鑑証明の発行のほか、厚生年金基金に対する指導・監督などの業務を行っ

ています。 

 

（３）実 績 

① 各申請書等の処理件数 

厚生年金基金から受理した規約変更届出書等の認可等の処理件数は以下の

とおりです。 

（単位：件） 

 規約変更認可申請書等

の認可 

規約変更届出書等の

受理 

厚生労働大臣への提出

書類の経由 

令和元年度 ５  １６４  ４１２  

 

② 指導・監督 

厚生年金基金制度の適正な運営等を確保する観点から、指導・監督にあたっ

ては、法令・通達等に基づき適正な業務執行が図られていること、事業運営の

内容が円滑かつ適正に行われていることを主眼として実施しています。 

なお、基金の選定にあたっては、年金給付費等積立金の水準、加入員数の減

少及び掛金の未収率などに着目して行っています。 

また、解散した厚生年金基金に対して、財産目録等承認申請時及び決算報告

書等承認申請時に実地監査を実施しています。 

 

実地監査件数                        （単位：件） 

 令和元年度 

実   績 ２５ 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

国民年金基金制度は、国民年金に加入する自営業者等の方々と国民年金に上乗

せして厚生年金のある会社員等との年金格差を是正する観点から、国民年金（老

齢基礎年金）に上乗せする給付を支給する制度として平成３年４月に発足しまし

た。 

国民年金基金は、国民年金法に基づき厚生労働大臣の認可を受けた法人で、全

国国民年金基金並びに同業種ごとに設立された歯科医師国民年金基金、司法書士

国民年金基金及び日本弁護士国民年金基金があります。 
 

   （注）国民年金基金については、以下のページにも掲載していますのでご覧ください。 
厚生労働省ホームページ内リンク先：国民年金基金制度 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、管内に所在する国民年金基金からの規約変更認可申請書、

規約変更届出書等の受理、認可、厚生労働大臣への提出書類の経由及び公法人証

明・印鑑証明の発行のほか、国民年金基金に対する指導・監督などの業務を行っ

ています。 

 

（３）実 績 

① 各申請書等の処理件数 

国民年金基金から受理した規約変更届出書等の認可等の処理件数は以下の

とおりです。 

（単位：件） 

 

 

 

 

 

② 指導監督 

国民年金基金の指導・監督にあたっては、基金の自立の推進を図る観点から、

制度の周知を図るための広報活動の実施状況、加入員確保事業の推進状況等を

中心に実施することとしています。 

 

実地監査件数                        （単位：件） 

      令和元年度 

実  績 １ 

 

 
規約変更認可申請書等の認可 規約変更届出書等の受理 

厚生労働大臣への

提出書類の経由 

令和元年度 １３  １３  ２５  

４．国民年金基金について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（管 理 課） 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

平成２０年度税制改正により、法人税法施行令第５条第１項第２９号ワにおい

て、一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会

で、一定の基準を満たしたものについて、また、同号タにおいて、公益法人等の

うち、無料低額な診療を行う病院事業を行う法人で、一定の基準を満たしたもの

について、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外されることとな

りました。 

 

（２）業務内容 

①  オープン病院事業法人 

一般社団法人（非営利型）である医師会又は歯科医師会で、いわゆるオープ

ン病院事業を行う法人が医療保健業を、収益業務の範囲から除外するにあたっ

ては、法人税法施行規則第５条第６号の規定により、一定の基準を満たしてい

ることについて厚生労働大臣の証明が必要です。 

関東信越厚生局では、この基準を満たしているオープン病院事業法人である

ことの証明書の交付を行っています。 

 

②  福祉病院事業法人 

法人税法に規定する公益法人等で無料低額な診療を行う病院事業を行う法

人が医療保健業を収益業務の範囲から除外するにあたっては、法人税法施行規

則第６条第４号及び第７号（第７号は一般社団法人又は一般財団法人に限る。）

の規定により、一定の基準を満たしていることについて厚生労働大臣の証明が

必要です。 

関東信越厚生局では、この基準を満たしている福祉病院事業法人であること

の証明書の交付を行っています。 

 

（３）実 績 

①   オープン病院事業法人の証明実績  （単位：件） 

区     分 令和元年度 

証 明 件 数 53 

     

②   福祉病院事業法人の証明実績     （単位：件） 

区     分 令和元年度 

証 明 件 数 7 

 

 

 

１．医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明に

ついて 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

特定医療法人とは、租税特別措置法施行令第３９条の２５第１項第１号の規定

に基づき、医療法人が税法上の承認を国税庁長官から受けることにより、承認後

に終了する各事業年度において、法人税率の軽減の適用を受ける医療法人のこと

です。 

 

（２）業務内容 

関東信越厚生局では、特定医療法人として、法人税率の特例を受ける要件（各

事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢

献その他公益の増進に著しく寄与するもの）とされる基準（厚生労働大臣が財務

大臣と協議して定める）を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該事業年度に

おける証明書の交付を行っています。 

 

（３）実 績            （単位：件） 

区     分 令和元年度 

証 明 件 数 94 

 
 
 
 
 

（１）制度の概要 

国及び地方の公務員や会社の従業員などの被保険者は、保険者である共済組合

や健康保険組合などに加入しています。 

被保険者や被扶養者である家族が病気になったり、ケガをして医療機関に行っ

て治療を受けると、その医療費は診療報酬という形で医療機関から社会保険診療

報酬支払基金※（以下「支払基金」という。）に請求されます。 

支払基金は、医療機関から請求された診療報酬が適正であるかどうかを審査し

た上で、保険者に請求を行います。 

保険者は、事業主と被保険者から納められた保険料により支払基金に診療報酬

を払い込み、支払基金は、この診療報酬を毎月一定の期日までに医療機関に支払

います。 

このように、医療費は、医療機関、保険者がそれぞれの請求･支払を個別に行

うのではなく、保険者から審査と支払を委託されている支払基金という公的な機

関を通して適正に審査され、支払われています。 

 

※ 社会保険診療報酬支払基金 

社会保険診療報酬支払基金は、昭和２３年９月に社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設

立された法人（平成１５年１０月１日から民間法人）です。 

 

 

２．特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明について 

３．社会保険診療報酬支払基金支部の監督について 

79



第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

（２）業務内容 

保険医療機関及び保険薬局から提出された被用者保険分に係るレセプトの審

査・支払業務等を行っている支払基金支部の監督については、「社会保険診療報

酬支払基金支部の行う業務の監督について」(平成２０年１０月３０日付保保発

第１０３０００１号厚生労働省保険局保険課長通知)及び「社会保険診療報酬支

払基金支部の実地監査について」(平成２１年１２月２８日付保保発第１２２８

第１号厚生労働省保険局保険課長通知）に基づき行うこととされています。 

関東信越厚生局では、支払基金支部の行う業務の適正かつ効率的な運営を確保

することを目的として、管内（１都９県）の支払基金支部の監査を実施していま

す。 

なお、「行政改革に関する第５次答申」（昭和５８年３月１４日臨時行政調査

会）の中で、民間法人化された法人に対する政府の関与は最小限のものとすべき

であるとされていることを踏まえ、公益法人の立入検査の実施状況を参考に、そ

れと同程度の少なくとも３年に１回実施しています。 

また、支払基金支部の業務において重大な事故が発生した場合等は、必要に応

じて実施します。 

 

（３）実 績           （単位：件） 

区    分 令和元年度 

監査実施支部数 4 

 
 
 
 
 

 

（１）制度の概要 

国民健康保険は、原則として健康保険法等に基づく被用者保険及び後期高齢者

医療制度の適用者以外の一般国民を被保険者とし、その疾病、負傷、出産又は死

亡に関して必要な給付を行い、社会保障及び国民保健向上に寄与することを目的

とする制度です。 

国民健康保険事業の運営主体となる保険者は、都道府県及び市町村（特別区を

含む）と国民健康保険組合であり、国民健康保険団体連合会は、この制度におけ

る診療報酬の審査支払事務、保険者支援事業を実施しています。 

 

（２）業務内容 

都道府県知事が行う国民健康保険事業の助言・指導監督については「国民健康

保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の指導監督について」(平成２４年２

月１７日付保発０２１７第１号厚生労働省保険局長通知)及び「国民健康保険の

保険者及び国民健康保険団体連合会の指導監督について」(平成２４年２月１７

日付保国発０２１７第１号国民健康保険課長通知）に基づき行われています。 

関東信越厚生局における保険者及び国民健康保険団体連合会の助言・指導監督

については、これらの通知に基づき実施するほか、保険料（税）収納率の向上、

累積赤字額の計画的早期解消、診療報酬明細書点検調査等の充実強化、保健事業

４．国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の技術的助言・指導監督

について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

の推進を重点事項として、国民健康保険事業の適正かつ安定的運営の確保を図り

つつ、保険財政の健全化、医療費の適正化及び保健事業の推進に努めるよう助言

指導を行っています。 

 

（３）実 績           （単位：件） 

区     分 令和元年度 

助 言 15  

指 導 監 督 5  

 
①  実地による助言等 

・令和 元 年 ６月 山梨県・韮崎市・山梨県国民健康保険団体連合会（法

人番号: 4700150016432） 

・令和 元 年 ７月 東京都・新宿区・東京都国民健康保険団体連合会（法

人番号: 5700150001251） 

・令和 元 年 ９月 群馬県・大泉町・群馬県国民健康保険団体連合会（法

人番号: 6700150019986） 

・令和 元 年１０月 長野県・松本市・長野県国民健康保険団体連合会（法

人番号: 3700150020939） 

・令和 元 年１１月 千葉県・八街市・千葉県国民健康保険団体連合会（法

人番号: 2700150015064） 

 

②  来局による助言 

・令和元年１０月～１２月 茨城県・栃木県・埼玉県・神奈川県・新潟県 

 

③  主な助言内容 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）は、国民の高齢

期における適切な医療の確保を図るため、高齢者の医療について、国民の共同連

助言等の対象 主 な 助 言 内 容 

都   県 

・赤字保険者に対する助言に関すること 

・滞納者対策の助言に関すること 

・保健事業の取組促進の助言に関すること 

保 険 者 

（市区町村） 

・保険料（税）の徴収活動の改善を要するもの 

・保健事業の充実を要するもの 

国民健康保険 

団体連合会 

・審査支払業務に関すること 

・財務管理に関すること 

・保険者の行う医療費適正化及び保健事業に係る支援に関すること 

・個人情報等の管理に関すること 

５．後期高齢者医療制度に係る技術的助言・指導監督について 
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第Ⅱ章 業務概況（実績） 

 

 

 

帯の理念に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に

対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民健康の向

上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。 

国（厚生労働省）は、後期高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な

諸般の措置を講ずるとともに、目的達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福

祉その他関連施策を積極的に推進することとしています。 

  

（２）業務内容 

高齢者の医療の確保に関する法律及び関係法令の規定に基づき、地方厚生局及

び都道府県は、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康保険団体連合

会に対し報告の徴収、技術的助言等を行うこととされています。 

関東信越厚生局では、後期高齢者医療制度の適正かつ安定的な運営に資するこ

とを目的として、都道府県、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康

保険団体連合会における後期高齢者医療制度の事務の実施状況を関係法令等に照

らして検討し、後期高齢者医療制度の事務の適正かつ効果的運営の促進について

必要な助言指導を行っています。 

 

（３）実 績           （単位：件） 

区     分 令和元年度 

助 言  20  

指 導 監 督 5  

 

①  実地による助言等 

・令和 元 年 ６月  山梨県・山梨県後期高齢者医療広域連合（法人番号

6000020199419）・山梨県国民健康保険団体連合会（法

人番号: 4700150016432） 

・令和 元 年 ７月 東京都・東京都後期高齢者医療広域連合（法人番号    

4000020138584）・東京都国民健康保険団体連合会（法

人番号: 5700150001251） 

・令和 元 年 ９月 群馬県・群馬県後期高齢者医療広域連合（法人番号

8000020109185）・群馬県国民健康保険団体連合会（法

人番号: 6700150019986） 

・令和 元 年１０月 長野県・長野県後期高齢者医療広域連合（法人番号

2000020209791）・長野県国民健康保険団体連合会（法

人番号: 3700150020939） 

・令和 元 年１１月 千葉県・千葉県後期高齢者医療広域連合（法人番号

1000020128902）・千葉県国民健康保険団体連合会（法

人番号: 2700150015064） 

 

②  来局による助言 

 ・令和 元 年１０月 茨城県・茨城県後期高齢者医療広域連合（法人番号 

～       9000020089443） 

・令和 元 年１２月 栃木県・栃木県後期高齢者医療広域連合（法人番号

4000020098639） 
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 埼玉県・埼玉県後期高齢者医療広域連合（法人番号

3000020119008） 

神奈川県・神奈川県後期高齢者医療広域連合（法人番

号8000020148415） 

新潟県・新潟県後期高齢者医療広域連合（法人番号

2000020159590） 

 

③ 主な助言内容 

 

 
 
 

 

 

 

   

 

助言の対象 主 な 助 言 内 容 

都     県 

・市町村の保険料収納対策の支援に関すること 

・医療費の適正化に関すること 

・保健事業に関すること 

後期高齢者医療 

広 域 連 合 

・市町村の保険料収納対策の支援に関すること 

・医療費の適正化に関すること 

・保健事業に関すること 

国民健康保険 

団体連合会 

・審査支払業務に関すること 

・財務管理に関すること 

・保険者の行う医療費適正化及び保健事業に係る支援に関すること 

・個人情報等の管理に関すること 
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（医 療 課） 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

特定機能病院は、高度の医療を提供する能力と高度の医療技術の開発及び評価

を行う能力があり、高度の医療に関する研修を行うなど様々な機能をあわせもっ

た厚生労働大臣の承認を受けた医療機関で、関東信越厚生局管内（１都９県）に

は、令和２年３月３１日現在、２６の大学（附属）病院、国立研究開発法人国立

国際医療研究センター病院、国立がん研究センター中央病院、国立がん研究セン

ター東病院及び公益財団法人がん研究会有明病院の合計３０病院が厚生労働大

臣から特定機能病院と称することができるものとして承認を得ています。 

臨床研究中核病院は、特定臨床研究に関する計画の立案及び実施、他の病院に

対する特定臨床研究の実施に関する相談対応及び情報提供等を行う能力を有す

る厚生労働大臣の承認を受けた医療機関で、関東信越厚生局管内には、令和２年

３月３１日現在、５病院が厚生労働大臣から臨床研究中核病院と称することがで

きるものとして承認を得ています。 

 

（２）業務内容 
承認を受けた特定機能病院及び臨床研究中核病院が、法令により定められてい

る人員及び構造設備等を有し、それぞれ適正な管理が行われているかを検査し、

不適切な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、良質で適正な医療の提供又

は特定臨床研究を行う場としてふさわしいものとするために、医療法第２５条第

３項の規定に基づき、原則として１年に一度立入検査を実施しています。 

立入検査の実施体制としては、医療指導監視監査官等の医療監視員が、書面調

査や現場確認を行うなどの検査を行っています。 

 

立入検査 

 

改善報告 

 

立入検査の実施方法は、厚生労働省医政局地域医療計画課から通知された「特

定機能病院への立入検査業務実施要領」及び研究開発振興課から通知された「臨

床研究中核病院への立入検査業務実施要領」等に基づき実施しています。 
 

（注）特定機能病院に対する立入検査項目 

・安全管理体制の確保状況   ・院内感染防止対策 ・医薬品に係る安全管理体制 

・医療機器に係る安全管理体制 ・平成２８年改正省令事項 ・平成３０年改正省令事項 

・職員健康診断 ・特定機能病院としての要件事項等   

 臨床研究中核病院に対する立入検査項目 

・特定臨床研究の適正実施の体制等  ・その他の特定臨床研究の適正実施の体制  

・臨床研究中核病院としての要件事項等 

特定機能病院 

臨床研究中核病院 
関東信越厚生局 

１．特定機能病院及び臨床研究中核病院に対する立入検査業務について 
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（３）実 績 

① 実施件数           （単位：件） 

区分 令和元年度 

特定機能病院   ３０ 

臨床研究中核病院    ５ 

 

② 主な指摘事項 

 ア 特定機能病院 

医療安全管理体制の確保等について徹底を図るため、「医療安全対策に関

する通知等に基づき適正に管理されているか」、「院内感染防止に関する通

知に基づき適正に管理されているか」などに重点をおき、関東信越厚生局管

内の３０病院の立入検査を実施し、次のような内容について、改善や検討を

指示しました。 

・新規導入医療機器の使用予定者に対して確実に研修を実施すること 

・高難度新規医療技術の担当部門の構成員として手術部門の従業者を配置

すること 

・高難度新規医療技術及び未承認新規医薬品等の委員会の構成員を適切に

配置すること 

・院内で使用している全ての説明・同意文書を把握し、文書の内容の

定型化を速やかに行うこと 

   イ 臨床研究中核病院 

特定臨床研究の適正実施体制等の確保等の徹底を図るため、特定臨床研究

適正実施体制全般に関する実施計画や実施状況等について、関東信越厚生局

管内の５病院の立入検査を実施し、次のような内容について、改善や検討を

指示しました。 

・特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会の委員の恒常的な欠席

を防止する取り組みを検討すること 

・病院管理者の業務執行の状況を監査するための委員会からの指摘事項に

対する病院の対応と改善結果について公表すること 

 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

保険医療機関若しくは保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）又は保険

医若しくは保険薬剤師（以下「保険医等」という。）に対する指導及び監査は、

保険診療の質的向上及び適正化を目的とし、健康保険法、船員保険法、国民健康

保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律（以下「健康保険法等」という。）

の規定に基づき実施します。 

指定訪問看護事業者に対する指導及び監査は、指定訪問看護の質的向上及び適

正化を目的とし、健康保険法等の規定に基づき実施します。 

また、受領委任に係る承諾又は登録を受けた柔道整復施術者及び施術所に対し、

指導又は監査を実施します。 

２．保険医療機関・保険薬局及び保険医・保険薬剤師等に対する指導監査について 
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（２）業務内容 

保険医療機関等又は保険医等に係る指導監督業務は、指導監査課と９か所の都

県に所在する事務所（管轄事務所等）が担当しています。(具体的な指導監督業

務については、「指導監査課・各都県事務所」をご覧ください。) 

しかし、特殊な事案や大規模な指導・監査業務において、管轄事務所等で単独

に実施することが困難である場合、当課と共同して業務を実施しています。 

具体的には、厚生労働本省及び都県と共同で実施する特定共同指導等や、大学

付属病院などの大規模な病院などに対する指導等が該当します。 

このような案件には、医療指導監視監査官等を現地に派遣し、管轄事務所等と

共同して業務を実施しています。 

また、窓口を担当する管轄事務所等が業務を円滑に実施できるように、業務指

導及び連絡調整等を行っています。 
 
 
                                               

                   指定・ 

   

 

 

                         

 
 

なお、関東信越厚生局管内の保険医療機関は、病院２，３３４施設、医科診療

所３２，２８１施設、歯科診療所２８，２４１施設、薬局２１，４６９施設が指

定を受けています。 

また、保険医は２２８，０１６人、（医師１６４，３６６人、歯科医師６３，

６５０人）、保険薬剤師は１３５，７２９人が登録を受けています。 

さらに、訪問看護事業所は４，０１５件が指定を受けており、はり、きゅう及

びあん摩マッサージ指圧の受領委任取り扱い施術所は９，９８３件、柔道整復師

は１６，８１０人が受領委任契約を締結しています。（令和２年３月末現在） 

 

（３）実 績 

① 実施件数                      （単位：件）                             

区     分 令和元年度 

特定共同指導・共同指導の実施保険医療機関等数  ２０ 

 

② 主な指導内容 

 ・診療録は、保険請求の根拠となるものなので、医師は診療の都度、遅滞なく

必要事項の記載を十分に行うこと。 

・診療録の記載内容と診療報酬の請求内容との間で診療内容が一致していない

不適切な例が認められたので、照合、確認を十分に行うこと。 

・薬剤服用歴の記録について、服薬状況、残薬の状況、後発医薬品の使用に関

する患者の意向の記載がない不適切な例が認められたので改めること。  

など 

申請・届出 

指定・登録・承認 

指導・監査 

特殊事案等 

特定共同指導等 

適時調査 

指導監査課 

 

都県事務所 

医療課 

保険医療機関 

保 険 薬 局 

保 険 医 

保険薬剤師 
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（調 査 課） 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

   保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医

療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提

供に関することを行います。 

 

（２）業務内容 

   管理課、医療課、調査課、特別指導第一・二課、指導監査課及び各都県事務所

の保有する情報開示請求に対する開示内容の統一化、的確に速やかな処理を図る

ことを目的として開示内容及び進捗の管理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．保険医療指導部門の情報公開請求について 
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（特別指導第一課、第二課） 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

   医療保険制度の健全な運営を堅持し、国民に対する適正な保険診療等の提供が

行われるよう、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事

業者その他医療保険事業の療養担当者（以下「保険医療機関等」という）に対す

る監督に関する事務のうち、関東信越厚生局長が「特別の監督を行う必要がある

と認めた特定事項」について監督を行います。 

 

（２）業務内容 

   関東信越厚生局長が保険医療機関等に対し、「特別の監督を行う必要があると

認めた特定事項」に関する監督を行います。 

 

１．特定事項に関する監督について 
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（指導監査課・各都県事務所） 

指導監査課及び都県事務所は、保険医療機関等に対する指導監査等の業務を行います。

指導監査課は、関東信越厚生局が所在する埼玉県を、また、埼玉県以外の各都県事務所

は都県事務所が所在する都県をそれぞれ管轄しています。以下、指導監査課及び都県事

務所に共通する業務について説明します。 

 

 

 

  

（１）制度の概要 

保険医療機関及び保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）並びに保険医

及び保険薬剤師（以下「保険医等」という。）に対する指導は保険診療の質的向

上及び適正化を目的とし、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の

医療の確保に関する法律の規定に基づき実施します。 

また、受領委任に係る承諾及び登録を受けた柔道整復師及び施術所に対し、柔

道整復に関する指導及び監査を、指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看

護事業所の看護師その他の従業者に対し、指定訪問看護に関する指導及び監査を

それぞれ行います。 

  

（２）業務内容 

① 保険医療機関等に対する指導・監査 

指導は、「指導大綱（※1）」に基づき集団指導、集団的個別指導、個別指導

等を、講習会形式又は面談懇談形式により、保険医療機関等の開設者及び保険

医等に出席を求め保険診療等に関して実施しています。 

なお、個別指導等により明らかに不正等が疑われる場合は監査を行います。 

その監査は、「監査要綱（※1）」に基づき、診療内容や診療報酬の請求に不

正又は著しい不当があったことを疑うに足る理由があり、監査を行う必要があ

ると認められる場合に実施します。 

監査の結果により、保険医療機関等の指定の取消・保険医等の登録の取消の

ほか、戒告・注意の措置を行っています。 

このうち指定の取消及び登録の取消は、関東信越地方社会保険医療協議会へ

諮問し、答申を得て、行政処分として行っています。 

 

※1 「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」（平成 7 年 12 月 22 日付保発第

117 号厚生省保険局長通知)により定められています。 

 

② 施設基準に関する調査 

厚生労働大臣の定める施設基準（基本診療料及び特掲診療料の施設基準）等

に基づき保険医療機関等からの届出について、審査を行っています。 

また、施設基準等の届出を受理した保険医療機関等を対象として、施設基準

等の届出受理後の調査を実施し、必要に応じ指導等を行っています。 

 

 

１．保険医療機関等及び保険医等に対する指導監査について 
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③ 柔道整復師の施術に係る受領委任契約の締結・登録業務及び指導・監査 

柔道整復師の施術に係る受領委任の取扱い等に関する柔道整復師からの申

し出について、審査、受理等を行っています。 
受領委任の取扱いを承諾・登録した柔道整復師を対象として、講習会形式に

よる集団指導を行っています。 
 

④ 指定訪問看護事業者に対する指導・監査 

指導は、「指導要綱（※2）」に基づき集団指導を、講習会形式により、指定

訪問看護事業者及び管理者等に出席を求め、保険診療等に関して実施していま

す。 

※2 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」（平成 15 年 4 月 1日付保発第 0401006

号厚生労働省保険局長通知)により定められています。 

 
（３）実績 

① ３０年度 保険医療機関等の指導・監査状況          （単位：件） 

都県名 対象機関 
新規 

個別指導 
集団指導 

集団的 
個別指導 

個別指導 監査 

茨城県 

医 科 34 468 54 44 0 

歯 科  26 290 94 29 0 

薬 局 46 219 91 48 1 

栃木県 

医 科 24 184 54 35 0 

歯 科 23 124 61 37 0 

薬 局 30 135 63 31 0 

群馬県 

医 科 22 266 43 41 0 

歯 科 19 239 59 29 0 

薬 局 34 189 33 33 0 

埼玉県 

医 科 114 441 161 81 1 

歯 科 96 539 194 75 2 

薬 局 122 482 209 76 0 

千葉県 

医 科 63 599 116 67 0 

歯 科 87 900 209 50 1 

薬 局 112 704 179 74 0 

東京都 

医 科 656 370 499 116 2 

歯 科 310 257 714 101 3 

薬 局 301 243 274 122 0 

神奈川県 

医 科 212 619 303 68 1 

歯 科 112 530 355 30 4 

薬 局 198 579 265 144 0 

新潟県 

医 科 21 237 37 46 0 

歯 科 17 223 96 19 1 

薬 局 31 198 84 41 0 

山梨県 

医 科 11 237 26 10 0 

歯 科 4 189 34 16 0 

薬 局 15 150 33 16 0 
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長野県 

医 科 32 205 54 47 0 

歯 科 18 181 51 31 1 

薬 局 27 189 55 31 0 

合 計 

医 科 1,189 3,626 1,347 555 4 

歯 科 712 3,472 1,867 417 12 

薬 局 916 3,088 1,286 616 1 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

保険医療機関・保険薬局の指定、保険医・保険薬剤師の登録のしくみ 

① 保険医療機関等の指定申請手続きについて 

答 申

諮 問指定申請

届出受理

医

療

機

関

保 健 所

関
東
信
越
厚
生
局
長

開設届等（控）

指定申請書

その他

関
東
信
越
地
方
社
会
保
険
医
療
協
議
会

各
部
会

指定通知書

ⅰ

ⅱ ⅲ

ⅳⅴ

 

ⅰ   医療機関の届出が受理される 

ⅱ   指導監査課及び各都県事務所に指定申請書を提出 

ⅲ、ⅳ 関東信越地方社会保険医療協議会へ諮問し、答申を得る 

ⅴ   指定通知書の交付 

  ② 保険医・保険薬剤師の登録申請手続きについて 

登録申請

登録済証明書

医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師

厚生労働省 医政局

試験免許室

関
東
信
越
厚
生
局
長

医師免許証（写）

登録済証明書（写）

その他

保険医登録票

保険薬剤師登録票

ⅰ

ⅱ

ⅲ

 

２．保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について 
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ⅰ 医師免許証への登録済証明書が送付される 

ⅱ 申請書に登録済証明書の写等を添付し申請 

ⅲ 保険医登録票等の発行 

※ 指定・登録が行われない場合 

・指定・登録の取消を受けて５年を経過していないとき 

・医療機関等が保険給付に関し診療または調剤内容の適切さを欠くおそれが

あるとして重ねて関東信越厚生局による指導を受けたとき 

   ・保険医療機関等や保険医等として著しく不適当と認められるとき  

 

（２）業務内容 

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者の

指定を行います。 

また、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師及び歯科医師の保

険医の登録や、保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険薬剤師

の登録を行います。 

 

（３）実 績 

① 保険医療機関等の指定状況              （単位：件） 

都県名 
医 科 歯 科 薬 局 

指定 廃止等 指定 廃止等 指定 廃止等 

茨城県 204 188 132 133 220 195 

栃木県 143 143 83 83 156 135 

群馬県 162 159 116 121 166 136 

埼玉県 576 551 475 470 472 409 

千葉県 460 442 361 354 374 355 

東京都 2,129 1,868 1,411 1,395 1,206 1,112 

神奈川県 1,016 921 629 627 693 630 

新潟県 186 199 117 127 250 230 

山梨県 70 68 43 43 88 82 

長野県 201 219 100 104 141 134 

 

② 指定訪問看護事業者の指定状況（単位：件） 

都県名 指定 廃止等 

茨城県 23 4 

栃木県 20 5 

群馬県 22 13 

埼玉県 70 16 

千葉県 55 20 

東京都 140 48 

神奈川県 88 28 
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新潟県 13 5 

山梨県 3 3 

長野県 8 3 

 

③ 保険医等の登録状況                 （単位：人） 

都県名  新規登録 抹消等 
異 動 

転 入 転 出 

茨城県 

医 師 178 12 434 471 

歯 科 医 師 8 15 55 40 

薬 剤 師 165 0 200 174 

栃木県 

医 師 138 11 339 350 

歯 科 医 師 7 10 49 32 

薬 剤 師 142 1 124 140 

群馬県 

医 師 95 35 179 186 

歯 科 医 師 3 10 56 35 

薬 剤 師 126 3 107 105 

埼玉県 

医 師 392 29 1,179 1,037 

歯 科 医 師 99 16 219 234 

薬 剤 師 565 5 565 544 

千葉県 

医 師 412 22 1,226 1,127 

歯 科 医 師 149 9 198 265 

薬 剤 師 515 1 511 493 

東京都 

医 師 1,288 50 3,108 3,208 

歯 科 医 師 441 29 544 537 

薬 剤 師 1,370 12 1,265 1,262 

神奈川県 

医 師 660 30 1,479 1,476 

歯 科 医 師 150 15 232 248 

薬 剤 師 819 2 634 607 

新潟県 

医 師 113 42 113 142 

歯 科 医 師 90 19 77 112 

薬 剤 師 104 6 63 89 

山梨県 

医 師 60 5 104 111 

歯 科 医 師 4 3 16 7 

薬 剤 師 45 2 68 54 

長野県 

医 師 126 33 192 220 

歯 科 医 師 32 12 43 56 

薬 剤 師 80 8 136 100 
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（１）概 要 

関東信越地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関及び保険薬局

の指定について、関東信越地方社会保険医療協議会の部会で審議が行われます。 

 

（２）業務内容 

   指導監査課及び各都県事務所では、それぞれの都県名を冠した関東信越地方社

会保険医療協議会の部会の庶務を行っています。 

 

（３）実 績 

管内１０部会とも、平成３１年４月から令和平成２年３月まで（主に令和元年

５月から令和２年４月指定分を審議）の各月において開催し、保険医療機関等の

指定を審議しました。令和元年度に関東信越地方社会保険医療協議会（管内１０

部会）で審議された保険医療機関等の総計は以下のとおりです。 

（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都県名 
医科 歯科 薬局 

新規指定 指定更新 新規指定 指定更新 新規指定 指定更新 

茨城県 54 136 43 92 72 154 

栃木県 32 118 24 62 42 119 

群馬県 44 129 25 87 66 104 

埼玉県 179 371 123 349 189 284 

千葉県 163 331 103 251 125 255 

東京都 814 1,304 448 976 543 644 

神奈川県 347 676 173 453 298 376 

新潟県 48 121 27 98 70 185 

山梨県 20 38 14 30 28 62 

長野県 41 137 28 62 27 118 

３．関東信越地方社会保険医療協議会各部会の運営について 
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（麻薬取締部） 

 

 

 

 麻薬取締部では、①不正な麻薬、大麻、覚醒剤、指定薬物などの薬物犯罪の取締

りを行うほか、②医薬品である麻薬等の取扱いに関する免許事務等の行政事務、③

麻薬等中毒者対策（相談業務を含む）及び④薬物乱用防止普及啓発活動を実施して

います。 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

薬物乱用を防止するためには、薬物の供給源となる薬物密売組織を壊滅し、薬

物を入手できない社会を目指す必要があります。また、薬物密売組織の維持・拡

大を支える末端乱用者に対する取締りを徹底し、薬物の需要の根絶を図る必要が

あります。 

このため麻薬取締部では、特別司法警察員である麻薬取締官が捜査を行い、麻

薬等事犯の取締りを行っています。 

 

（２）実 績  

区     分 令和元(平成31)年中 

検挙人員 ２１７人 

主な押収薬物 

覚醒剤 約１,１００kg 

大麻 約２７.４kg 

大麻草 １,０１５株 

麻薬 約１６７g 

向精神薬 ４,０１９錠 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

麻薬は、医療上極めて高い価値を有していますが、その使用方法を誤ると、乱

用者個人の健康だけでなく、各種犯罪の要因となるなど、社会全体に危害をもた

らすおそれがあります。  

このため、我が国では、法令により、麻薬等の輸入、輸出、製造等について免

許制とするなど必要な取締りを行うことにより、麻薬等の乱用による保健衛生上

の危害の防止を図っています。 

 

 

 

１．麻薬取締部の業務について 

２．麻薬等事犯の取締りについて 

３．麻薬取扱者等に対する指導・監督について 
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（２）実績                         （単位：件） 

区     分 令和元(平成31)年度 

麻薬元卸売業者に関する免許 ５ 

家庭麻薬製造業者 ０ 

向精神薬取扱者（輸入、輸出、製造製剤業者等） ４４ 

麻薬譲渡許可 １３９ 

麻薬携帯輸出入許可 １,７５４ 

麻薬向精神薬原料の輸出入に関する届出受理 ４２５ 

麻薬関係業務所等に対する立入検査 １４ 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

覚醒剤の再犯者が占める割合が年々増加しており、平成３０年は、検挙人員の

約６６％を占めている状況から、薬物乱用をなくすためには、薬物依存・中毒者

の治療・社会復帰の支援及びその家族への支援の充実強化による再乱用防止の推

進が必要不可欠です。 

このため麻薬取締部では、相談業務等の充実により、麻薬等中毒者対策を実施

しています。 

 

（２）実績 

区     分 令和元(平成31)年度中 

相談電話やＥメールによる相談件数 １,０６９件 

薬物中毒対策連絡会議の開催 １１月 千葉県 

 

 

 

 

（１）制度の概要 

薬物乱用をさせないためには、新たな乱用者をつくらない社会環境を構築する

ことが重要です。このため、麻薬取締部では、学校、特に大学生や行政機関、民

間団体等に対する薬物乱用防止講演の講師として麻薬取締官ＯＢや現職の麻薬

取締官を派遣しています。 

 

（２）実績 

区     分 令和元(平成31)年度中 

講演活動実施件数 合計４４件 

講演活動対象人数 約３,３１８人 

 （注）麻薬取締官ホームページには、上記のほかに、採用情報等を掲載しています。 

また、薬物犯罪に関するご意見や情報があれば、薬物に関する情報提供からお寄せ下さい。 

４．麻薬等中毒者対策について 

５．薬物乱用防止普及啓発活動について 
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（社会保険審査官） 

 

 

 

 

（１）制度の概要（審査請求について） 

社会保険審査官は、通常の裁判制度によらず、簡易迅速な被保険者等の権利・

利益の保護を目的に、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年

金基金法並びに国民年金法に規定された資格や保険（年金）給付に関する審査請

求の事件を担当しています。また、社会保険審査官は、事件の審理決定等の審査

の事務を行うに当たり、何らの拘束も受けず、審査の決定は、審査官がその名に

おいて独立してこれを行うこととされています。 

なお、審査請求は、処分を知った日の翌日から３か月以内に行うこととされて

います。 

また、社会保険審査官の決定に不服がある場合や厚生年金保険料に関する審査

請求については、厚生労働省に設置された社会保険審査会が担当しています。 

 

   ※ 審査請求とは、被保険者や被保険者であった者等が保険者（日本年金機構、

全国健康保険協会、健康保険組合及び厚生年金基金等）に対して行った申請や

請求について、保険者が現行の法律等に基づいた正当な処分（決定）を行って

いないと思われる時に社会保険審査官に対し行うものです。 

 

（２）業務内容 

   社会保険審査官は、審査請求を受理すべきかを判断した後、本案審理を行い、

請求人の主張に沿った容認（又は一部容認）あるいは棄却の決定を、文書をもっ

て通知しています。 

 

（３）実 績 

令和元年度に受付した審査請求事件の件数は２，９５３件となっており、電話、

文書及び訪問等による相談件数も９５６件となっています。 

また、前年度から繰り越した審査請求事件を含めた３，８１７件の内、 

２，６２７件を処理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．社会保険審査官が行う事務等について 
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第Ⅲ章 不正事案への対応など

○ 不正な麻薬、大麻、覚醒剤などの薬物犯罪について、捜査・取締りを行いました。

① 法令別検挙人員 （関東信越厚生局における令和元年/平成31年の実績）

麻薬及び向精神薬取締法 ２６人 （平成３０年 ３５ 人）

あへん法 ０人 （平成３０年 ０ 人）

大麻取締法 １１１人（平成３０年 １２４ 人）

覚せい剤取締法 ６０人 （平成３０年 ７１ 人）

麻薬特例法 １８人 （平成３０年 ８ 人）

医薬品医療機器等法（旧薬事法） ２人 （平成３０年 １９ 人）

合 計 ２１７人（平成３０年 ２５７ 人）

② 管内の特徴等

検挙人員は２１７人と前年同様、２００人を超えました。

このうち、覚醒剤事件の検挙人員は６０人、大麻事犯は１１１人と薬物事犯の大

半を占めています。

覚醒剤の押収量は１トンを超え、前年から大幅に増加しました。覚醒剤の密輸入

事犯が増加傾向にあります。

大麻草は１千株以上押収しました。大麻事犯は栽培事犯と若年層による関与が増

加傾向にあります。

麻薬取締部では、国内外の関係機関と連携し密輸入事犯を摘発するとともに大麻

事犯の取締りを強化しています。

１ 不正事案への対応

（１）薬物犯罪の捜査・取締り
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○ 診療内容･診療報酬等の請求において、不正または著しい不当があったことを疑

うに足りる理由がある際に、患者への調査･確認を行い、当該事実の確認（監査）を

行ったうえで、保険医療機関等の指定取消、保険医等の登録取消といった行政処分

を行いました。

① 取消の状況 （関東信越厚生局における平成３０年度の実績）

※ 指定の取消相当とは、保険医療機関等が廃止となっているため行政処分は

できないものの、指定の取消の行政処分と同等の取扱いとするものです。

② 特徴等

･ 不正内容は付増請求、振替請求がそのほとんどを占めています。

･ 取消に係る端緒は、指導を行った際に不正が強く疑われたことによるものです。

保険医療機関等の指定取消

（取消相当含む）

７ 件 （平成２９年度 ８ 件）

保険医等の登録取消 ７ 人 （平成２９年度 ５ 人）

（２）保険医療機関等の指定の取消・保険医等の登録の取消
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第Ⅳ章 指導監査等の実績・主な指摘事項等

◆健康福祉課関係

◎令和元(2019)年度 児童扶養手当支給事務指導監査での主な指摘事項

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

主管課の業務体制の状況

障害認定医の委嘱 障害認定医が委嘱されていないので、委嘱すること。

関係機関等との連携の状況

所得更正の確認
本人及び扶養義務者等の所得更正の確認が不十分であるので、税務関係部局との連携
により漏れなく確認し、所得更正決定後の所得により手当額を算出すること。

規則に定める諸様式用紙等の作成､記入､整理及び保管状況

規則に定める様式の整備
自治体が独自に定めている認定請求書及び現況届等、児童扶養手当施行規則に定める
様式において、同規則に定める事項（養育費の取り決め欄等）が盛り込まれていないこと
から、同規則で定める事項を満たすよう、改められたいこと。

認定請求書受理の状況

受理時における添付書類
の整備

認定請求書の受理時に必要とする書類（戸籍謄本、事実婚解消等調書、遺棄を支給事由
とする事例における福祉事務所長の証明及びＤＶ保護命令を受けたことを支給事由とす
る事例における確定証明書）が未添付のまま受理していたので、必要な書類が添付され
ていることを確認した上で受理すること。

受給者等に対する記入要
領及び診断書、申立書そ
の他必要な添付書類の作
成指導の状況

父障害による認定請求書において、身体障害者手帳１級の写しの添付をもって、診断書
を省略している事例があったので、国民年金の障害等級の 1 級に該当する者以外につい
ては、診断書による障害の認定を行うこと。

公的年金調書の作成
認定請求時の公的年金調書が作成されていない事例があったので、必ず全ての請求者
について作成し、公的年金給付の受給状況の確認を行うこと。

額改定請求書の受理事務
額改定請求書の受理時に必要とする書類（戸籍抄本、事実婚解消等調書など）が未添付
のまま受理していたので、必要な書類が添付されていることを確認した上で受理するこ
と。

認定請求書の審査及び決定の状況

受給者と扶養義務者が生
計同一関係にないことの
確認

受給者と生計を異にする扶養義務者の状況をみると、客観的に生計同一でないと判断す
るための根拠となる資料が不十分なまま認定していたので、受給者とその扶養義務者が
生計を異にする申立の場合には、本人の申立書、住居の見取り図及び公共料金の契約・
負担の状況等生計同一関係にない事実について、客観的な証明があることを確認するこ
と。

所得の確認（養育費）

「養育費等に関する申告書」をみると、支給要件が未婚の母子において認知されていない
児童に対する養育費の額をそのまま所得の額として計上している事例があったが、未婚
の母子において認知されていない児童に対する養育費については所得の額の対象となら
ないため、所得の額の認定に当たっては申告内容に誤りがないか十分に審査すること。

父障害の認定

父障害の事由による認定における診断書が提出されている事例において、市が委嘱して
いる障害認定医の判定を受けることなく児童扶養手当法施行令別表第二に定める障害
の状態に該当する旨の認定が行われ、認定に至った経緯や根拠等についての記録も行
われていないことから、障害認定においては障害認定医による判定を適切に行うとともに
その結果についても適切に記録し、適切な認定に努めること。
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父障害の認定
父障害を事由とする認定において、認定期間を定めて受給資格を認定する場合には、障
害認定通知書（有期の障害の場合の手続き等を示すための通知）を交付すること。

現況届の処理状況

受理時の添付書類の整備
現況届の受理時に必要とする書類（別居監護を事由とする事例における学校長、寄宿舎
の長、民生委員・児童委員等の証明）が未添付のまま受理していたので、必要な書類が
添付されていることを確認した上で受理すること。

所得の確認（養育費）

現況届に添付されている「養育費等に関する申告書」において、受給者が申告した養育費
の額の中には法第 9 条第２項に定める養育費に該当しないものが含まれているにもかか
わらず、そのまま所得額として算入している事例があったため、「養育費等に関する申告
書」の様式を工夫するなどし、申告の内容に誤りがないか十分審査した上で所得額に算
入すること。

受給者と扶養義務者が生
計同一関係にないことの
確認

受給者と生計を異にする扶養義務者の状況をみると、客観的な証明がある場合は生計同
一関係にないと解してよいとされているが、その確認を行っていないので、受給者とその
扶養義務者が生計を異にする申立の場合には、本人の申立書、住居の見取り図及び公
共料金の契約・負担の状況等生計同一関係にない事実について、客観的な証明があるこ
とを確認すること。

未提出者に係る事務処理

・ 現況届未提出者に対して督促は行われているが、提出命令書を発出しないまま時効
による資格喪失処理を行っていたので、時効完成前に提出命令書を発出すること。

・ 提出命令書の発出に当たっては配達の記録が残る方法により送付すること。
・ 公簿により明らかに受給資格を喪失していることが確認されているにもかかわらず、職
権により資格喪失処理を行っていない事例（既に対象児童が１８歳に達する日以後の最
初の３月 31 日が終了しているにもかかわらず、職権により資格喪失を行っていない事
例）があったことから、関係公簿により明らかに支給要件に該当しなくなった受給者に対
しては、職権により資格喪失処理を行うこと。

一部支給停止措置及び一部支給停止除外適用に係る事務処理の状況

一部支給停止適用除外
事由届出書の受理状況

児童扶養手当法第１３条の３の一部支給停止適用除外事由届出書は提出されている
ものの、適用除外事由を明らかにできる内容とは認められない書類（確認期間にお
いて就業していることを確認できない雇用証明書（証明日が空欄）、介護を行うため
就業困難であることを明らかにする書類（民生委員・児童委員の証明書等）が未添付
など）で認定されている事例があったので、一部支給停止適用除外となる事由を明
らかにした上で認定すること。

受給資格喪失者に係る事務処理状況

資格喪失届に係る事務処
理

資格喪失の事務処理にあたって、受給資格喪失時点の確認において、戸籍、住民票等の
関係公簿による確認を行った記録がない事例や資格喪失に至った記録が不十分な事例
があったので、関係公簿等による確認や資格喪失に至った事実や事実婚であることを明
らかにする内容の申立や聴き取りを記録することにより行うこと。「預かり金取扱規定」に
ついて、当該規定の見直しを行わずに、別に金銭取扱ルールを定めるとともに、金銭等管
理のシステム化を行っているため、これらとの整合性がとれていない部分がある。ついて
は、当該規定の見直しを含め、金銭等管理にかかる取扱いを見直すこと。

◎令和元（2019）年度 保護施設指導監査での主な指摘事項

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

入所者処遇の充実

利用者預り金等管理要領
について

利用者預り金等管理要領について、実際の取扱いと異なる規定となっているので、適正な
管理が行えるよう見直しを行うこと。

施設の運営管理体制の確立

寮管理規程について
寮管理規程第１６条（外出外泊）について、精神障害のある者の行動を制限しているとの
誤解を与えかねないので修正を検討すること。
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育児・介護休業等に関す

る規程について

職員の育児・介護休業等に関する規程について、育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正点（平成２９年１月１日及び同年１０月１日
施行分）が反映されていないので、法人本部において確認のうえ見直しを行うこと。

◎令和元（2019）年度 生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正実施）での主な指摘事項

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

指定医療機関に対する都県市の指導等の実施状況

指定医療機関の指導業務
等に関する体制について

医療扶助関係事務の課題を改善するため、市本庁における医療扶助関係事務について
円滑かつ適切に実施できる体制を組織的に検討すること。

個別指導実施計画の策定
について

個別指導の実施計画について、年度当初には策定することとし、計画的に指導を実施で
きるよう努めること。

個別指導対象医療機関の
選定について

精神科病院のみを個別指導の対象としているが、一般科の指定医療機関も個別指導の
対象とるすよう検討すること。

自立支援医療の適用状況

（指摘事項なし）

向精神薬における重複処方の改善状況

向精神薬の重複処方にお
ける適正受診の徹底に関
する取組状況について

「生活保護法の医療扶助における向精神薬の重複処方の適正化等について」（平成28年
3 月 31 日社援保発第 0331 第 12 号）「1 医療扶助の給付と精神通院医療の給付の間に
おける向精神薬の重複処方への対応について」に係る取組について、当該通知に基づき
適切に実施すること。

◎令和元(2019)年度 障害者自立支援等業務実地指導での主な指摘事項

＜県に対する指摘事項＞

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

市町村指導について
・市町村指導が未実施
・市町村指導の実施率が低調

指定障害福祉サービス事業者
等の指導監査の実施状況

・集団指導（障害者）が未実施
・実地指導（障害者・障害児）の実施率が低調
・指定自立支援医療機関への指導が一部未実施

指定障害福祉サービス事業者
等の指定事務について

・指定自立支援医療機関の辞退の取扱が不適切

業務管理体制の整備に関する
事務

・届出事務の対応が不適切

＜市に対する指摘事項＞

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

指定障害福祉サービス事業者
等の指導監査の実施状況

・指定自立支援医療機関に対する指導が一部未実施

指定障害福祉サービス事業者
等の指定事務の状況

・指定自立支援医療機関の指定日の取扱が不適切
・指定自立支援医療機関の辞退届の取扱が不適切
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自立支援医療費の審査点検 ・連名簿及び診療報酬明細書の審査点検が未実施

業務管理体制の整備に関する
事務

・届出事務の対応が不適切
・検査要綱が未制定
・一般検査が未実施

◎令和元(2019)年度 養成施設に対する指導調査での主な指摘事項

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

教員に関する事項

管理栄養士、栄養士

専任教員の人数が規定の人数を満たしていないため、規定の人数以上配置すること。

（栄養士法施行規則第９条第３号）

一部の科目について、教員の資格基準を満たしていないことが確認されたため、資格基

準を満たす教員を配置すること。また、資格基準を満たす教員による補講を計画し、学生

に説明を行った上で実施していただきたい。

（栄養士法施行規則第９条第６項）

出勤状況について、記録の不備が見受けられた。

今後は教員の出勤状況を確実に記録すること。

（栄養士養成施設指導要領第６の１３）

介護福祉士

領域「こころとからだのしくみ」の科目編成、授業の運営等につき責任を有する者（科目編

成主任）について、当該領域科目の教授を担当していないことが判明した。科目編成主任

は当該領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち 1 人であることから、領域

「こころとからだのしくみ」の科目編成主任については要件を満たす者を配置すること。

（社会福祉士介護福祉士学校指定規則第５条第９号）

介護福祉士

・専任教員として届出がなされていた教員について、他の学科の専任教員として勤務して

おり、当養成施設の専任教員ではなくなっていたことが判明した。社会福祉士介護福祉士

学校指定規則第５条の規程を満たしていないことから、速やかに別の者を新たに専任教

員として配置すること。

（社会福祉士介護福祉士学校指定規則第５条第４号）

・領域「介護」に区分される教育内容を教授する専任教員について、介護教員講習会を受

講していないことが判明した。当該領域に区分される教育内容を教授する専任教員は、

専任教員課程修了者等（介護教員講習会修了者）である必要があることから、領域「介

護」の科目を担当する専任教員については要件を満たす者を配置すること。

（社会福祉士介護福祉士学校指定規則第５条第８号）

授業に関する事項

管理栄養士、栄養士

担当教員が不在の授業で、課題のみ実施したものも履修時間に含めていたため、補講を

計画し、生徒に説明を行ったうえで必要な授業を実施していただきたい。

（栄養士養成施設指導要領第８の１）

養成課程の指定科目において、他学科との合併授業は望ましくないため、開講方法を見

直すこと。

（栄養士養成施設指導要領第８の６）

免許申請の際提出する履修証明書の科目の名称について、栄養士法施行規則の教育内

容に対応したものとして明示されていないため、養成施設で用いている科目の名称が同

施行規則の教育内容に対応したものとして明示すること。

（栄養士養成施設指導要領第８の４）

臨地実習を実施する一部の施設について、適切な施設となっていなかったため、臨地実

習施設を見直すこと。

（管理栄養士学校指定規則第２条第１項第 11 号）
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 介護福祉士 

平成 28 年～令和元年度入学生を対象に、授業実施状況を確認したところ、レポート提出

課題の実施を授業とし、履修時間に含めていた。ついては補講を計画し、学生に説明を

行ったうえで実施すること。 

（社会福祉士介護福祉士学校指定規則第５条第３号） 

学生又は生徒に関する事項 

 管理栄養士、栄養士 
学生の出席簿について、記録の不備が見受けられたため、今後は確実に記録すること。

（栄養士養成施設指導要領第７の９） 

 介護福祉士 

出席簿等を確認したところ、学生の出席状況が確実に記録されていないことが判明した。

ついては、学生等の出席状況は、出席簿等の書類により、確実に把握すること。 

（「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」（平成 20

年 3 月 28 日 19 文科高第 918 号、社援発第 0328002 号 文部科学省高等教育局長、厚

生労働省社会・援護局長連名通知）の別添２「介護福祉士学校の設置及び運営に係る指

針」Ⅰ-6-(3)） 

施設等に関する事項 

 

管理栄養士、栄養士 

給食経営管理実習室について、汚染作業区域と非汚染作業区域の区分が明確にされて

いなかった。 

作業区域を明確に区分するとともに、人の流れについても明確にし、食品衛生上の危害

の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習を行うための施設として

整備すること。 

（管理栄養士学校指定規則第２条第１項第９号（別表第２）） 

栄養士法施行規則に規定されている学術雑誌が定期的に購読されていなかったため、 

速やかに５種以上の学術雑誌を定期購読し備えること。 

（栄養士法施行規則第９条１７号） 

給食実習室に洗浄室がなく、学生食堂の厨房の洗浄設備を使用していたため、専用の洗

浄室を設置すること。また、実習食堂についても、学生食堂の共用としていたため、専用

の実習食堂を設置すること。 

（栄養士法施行規則第９条１６号） 

 

諸手続に関する事項 

 

介護福祉士 

令和元年６月１２日付けで提出された介護福祉士学校変更届出書を確認したところ、指定

規則第１０条第２項に定める以下の事項について、令第４条第２項に基づく変更の届出が

されていないことを確認したので、速やかに届け出ること。なお、変更の届出にあたっては

理由書を添付されたい。 

（１） 教務主任を変更したこと（教員の氏名等） 

（２） 所在地の変更が行われたこと（位置及び学則） 

（社会福祉士及び介護福祉士法施行令第４条第２項、社会福祉士介護福祉士学校指定

規則第１０条第２項） 

栄養士 

法人の代表者が変更されているにもかかわらず、必要な届出が行われていなかったた

め、速やかに届出を行うこと。 

（栄養士法施行令第１４条、栄養士法施行規則１３条） 

学則に関する事項 

 － － 
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◆食品衛生課関係

◎令和元年度総合衛生管理製造過程承認施設（関東信越厚生局管内）に係る立入検査の主な指摘事項

事項 不適切な内容 指摘事項 食品の

種類

H
A
C
C
P

プ
ラ
ン

重要管理点（CCP１）の殺菌温度のモニタリ

ングとして、自記温度記録計のチャートに

よる殺菌温度を読み取り記録されていた

が、11 日間、チャート紙が上下逆に取り付

けられた状態でモニタリングが続けられて

いた。

規定どおりのモニタリン

グについて従業員に対す

る継続的な教育を徹底す

ること。また、再発防止

策を検討し、必要に応じ

て手順の見直しを行うこ

と。

乳

H
A
C
C
P

プ
ラ
ン

（上の続き）

上下逆のチャート紙のグラフ刻印付近の目

盛りを 120℃と認識した場合、121℃と読み

取れる記録を 123℃として記録していた箇

所が複数認められ、モニタリング担当者が

推測に基づき記録したことが危惧された。

乳

検
証

検証者はモニタリング記録の確認を行って

いたが、不適切な記録となっていることに

気付いていなかった。

検証について従業員に対

する継続的な教育を徹底

すること。 乳
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◎令和元年度 登録検査機関に係る立入検査での主な指摘事項

指摘項目 確 認 事 項 指 摘 内 容

組織（文書）

動物用医薬品検査について、製品検査部門責任者

による承認がなされていない製品検査実施標準

作業書が複数確認された。また、妥当性評価や精

度管理等の実施がなされておらず、製品検査の検

査受託体制が不十分であった。

製品検査部門責任者は、早急に製品検査実

施標準作業書の整備を行うとともに製品検

査を行える体制を整えること。

複数の実施要領、規定および標準作業書において

配布・回収履歴が記録されていないものを確認し

た。また、旧版が残っているもの、旧版の様式を

使用し記録を作成しているものも確認した。

標準作業書等の配布・回収履歴について漏

れなく記録すること。また、旧版が残って

いるものについては確実に回収を行い、誤

使用をすることがない体制を整備するこ

と。

試薬等の管

理

細菌学的検査区分において、使用期限を超過した

試薬を用いて試液を調製し、自主検査に使用して

いた。

検査区分責任者は使用した試薬の検査に与

える影響を検証し、発出した検査結果の問題

の有無を確認すること。また、再発防止策を

講じること。

購入試薬の管理について、電子媒体により直接帳

簿の作成を行っていたが、作成、保存、管理の方

法が規定されていなかった。

電子媒体により直接帳簿の作成を行い保存

する場合には、「登録検査機関における製品

検査の業務管理について」（平成１６年３月

２３日付け食安監発第０３２３００３号）

の別紙「登録検査機関における製品検査の

業務管理要領」２０その他（２）に示され

る管理体制を構築すること。

機械器具の

管理

ICP 発光分光光度計について、「製品検査等機器保

守管理規定」に規定される「機器保守管理標準作業

書」が作成されていなかった。

なお、当該機器は食品以外の業務でも使用及び

管理されており、使用者による日常点検記録は確

認できたが、定期点検の実施が確認できず、点検

後の検査区分責任者による確認もなされていなか

った。

検査区分責任者は、製品検査等機器保守管

理規定に基づき、ICP 発光分光光度計につい

て機器保守管理標準作業書を作成すること。

また、作成した機器保守管理標準作業書に

基づき検査員に適切に機械を管理させ、その

記録を確認し、保管すること。さらに、その他

の機器等についても同様の事例がないか確

認を行うこと。

精度管理

管理基準を逸脱する事例が複数発生していたが、

精度管理要領で規定する試験対象者への再教育

等が実施されていなかった。

精度管理要領に基づく改善措置を実施するこ

と。なお、改善措置は職員の再教育に限るも

のではないと考えられることから、改善措置に

ついて検討し、必要に応じて精度管理要領を

改定すること。
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精度管理について、精度管理実施規程に基づき実

施されていたが、信頼性確保部門責任者に提出す

る検査区分責任者の評価結果の記録及び信頼性

部門責任者による精度管理結果の取りまとめの記

録が作成されていなかった。

検査区分責任者は、精度管理実施規程に基

づき、検査項目毎に定めた評価基準により、

検査のつど評価し、必要に応じこれに基づく

改善措置を含めて規定した様式に記録し、製

品検査部門責任者を通じて信頼性確保部門

責任者にその写しを提出すること。また、信頼

性確保部門責任者は、その報告に基づき、精

度管理の結果を取りまとめ、規定した様式に

より製品検査部門責任者に対して文書により

報告を行うとともに、当該報告の内容につい

て記録を作成して保存すること。

検査の操作

等の管理

器具容器包装の溶出試験で試験溶液に着色が認

められたが、溶出後の手順が標準作業書に明記さ

れていない中で検査結果を発出していた。検査区

分責任者及び担当検査員より、着色が認められた

場合は酸性タール色素（許可色素）の標準作業書

に沿って検査を実施すると説明を受けたが、実際

には、標準作業書によらない方法で実施されてい

た。

検査区分責任者は、器具容器包装の溶出試

験（着色料）の検査実施標準作業書を検査

の操作及び検査結果の判定結果を含めて改

訂し、改訂した検査実施標準作業書に基づ

き検査を実施し、規定内容の有効性を確認

すること。

器具及び容器包装の溶出試験において、基準値の

２倍濃度の標準溶液を検量線の最低濃度として

定量を行っており、基準値（定量限界）を分析し

ていなかった。

検査区分責任者は、当該標準作業書に適正

な検量線を設定し、検量線用標準溶液の調

製の方法及び検査結果の評価方法（検出限

界又は定量限界の設定、空試験又は対照試

験との関係を含む。）が含まれるよう改訂す

ること。

動物用医薬品検査において、標準作業書に標準液

の調製方法が規定されておらず、妥当性の確認が

行われていなかった。

検査区分責任者は当該項目の製品検査実施

標準作業書に標準液の調製方法（使用する

器具も含めて）を規定し、検査員に周知徹

底を行うこと。
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◆保険課関係

◎令和元年度 健康保険組合指導監査での主な指示事項

＜庶務関係＞

指示項目 主 な 指 示 内 容

個人情報保護に関
すること

・システム等運用管理規程に基づき、データ保護管理者は、情報システム及びデータを取
扱う担当者として、当該取扱が必要となる業務ごとに「事務担当者」を任命すること。

・機密文書管理規程に基づき、機密文書の保管庫の施錠・開錠は、機密文書管理責任者
又は機密文書管理責任者が文書で指定した担当者が行うこと。

・システム等運用管理規程に基づき、部外者の立ち入りを制限する執務室に部外者が立ち
入る場合には、入退室記録を作成し、同伴者等を含めて管理すること。

・個人情報保護管理規程に基づき教育研修等を実施すること。
・個人情報の保護に関する法律及び健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いの
ためのガイダンスに基づき、被保険者等の本人の同意を得ずに、第三者に個人情報を提
供しないこと。

・個人情報に関する処理を外部委託する場合は、個人情報の保護に関する法律のほか、
平成14年12月25日付保保発第1225001号通知及び平成29年4月14日付個情第538
号・保発 0414 第 18 号通知に基づき委託契約を締結したうえで行うこと。

・被保険者等の個人情報に関する処理を外部の業者に委託する場合は、個人情報の保護
に関する法律及び関係通知に掲げる事項を遵守するよう委託契約書上に漏れなく明記す
るとともに、業務処理状況の調査・監査を定期的に実施すること。

・個人情報の保護に関する法律及び健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いの
ためのガイダンスに基づき、個人情報の利用目的の特定及び公表を定期的に行うこと。

・システム等運用管理規程に基づき、執務室等の安全管理を講じること。
・個人情報保護等の観点から、健康保険組合事務室と母体事務室の分離・独立について
検討を行うとともに十分な対応を図ること。

役員の職務執行状
況等

・常務理事は、その職責を自覚し事業全般を把握するとともに、適正な事務執行について
常に配意すること。

・規約に基づき理事長が事務の一部を常務理事に委任する場合には、職務権限を明確に
する必要があるため、委任する事項を記載した文書（理事長から常務理事への事務委任
状等）をもって行うこと。

・平成23年12月 26日付保保発1226第 1号通知及び平成24年4月13日付保保発0413
第 4 号通知に基づき、定期的に自己点検シートによる確認を行うこと。また、理事長は点
検結果の内容を把握のうえ、必要な改善等に努めること。

組合会及び理事会
の状況

・選定議員の選定にあたり、健康保険組合から代表事業主を指定することは適正ではない
ので改めること。

・選挙長は、互選議員の立候補届を受理したときは、規程に基づき届出書の余白等に受理
年月日を記載した上で、理事長に通知すること。

・議員の選出にあたっては、公平厳正に行わなければならないことから、同一被保険者が
複数の立候補者の推薦者になることは適当ではないので改めること。

・選定議員の選定にあたり、代表事業主が行う場合には、他の事業主の委任状を漏れなく
添付させること。

・組合会議員、理事、理事長及び監事の選出にあたっては、法令、規約及び規程に基づき
厳正に行うこと。

・組合会において、書面出席及び代理出席の制度を適切に活用すること。

監事監査の状況 ・組合会への監事監査報告は、規程に基づく様式で行うこと。

規約・諸規程等の
整備
（会計事務取扱規
程及び財産管理規
程を除く）

・諸規程の整備を図ること。
・組合規約の整備を図ること。
・諸規程を備えること。
・被保険者証管理規程の整備を図ること。

公告の取扱い
・公告は、理事長の決裁を受けた後に行うこと。
・公告すべき事項は、漏れなく公告すること。
・公告は、規約で定めている方法により行うこと。
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＜保健事業関係＞
指示項目 主 な 指 示 内 容

健康管理事業推進
委員会の状況

・健康保険組合運営指針に基づき、保健事業の中長期にわたる企画立案、実施計画の策
定及び実施計画の分析・評価を行うため、健康管理事業推進委員会を設置すること。

保健事業の実施状況

・保健事業の実施計画（データヘルス計画）については、健康保険法に基づく保健事業の
実施等に関する指針に基づき公表すること。

・特定健康診査等実施計画については、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効
な実施を図るための基本的な指針（平成 20 年 3月 31 日厚生労働省告示第 150 号）に基
づき、実施計画において定めるべき事項を早急に整備すること。また、高齢者の医療の確
保に関する法律に基づき、計画書で定める方法により公表すること。

・特定保健指導については、組合構成員の健康増進に寄与するとともに、医療費適正化に
も資することから、実施計画に基づく着実な実施に努めること。

・特定健康診査等実施計画については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、計
画書で定める方法により公表すること。

＜医療費適正化対策関係＞
指示項目 主 な 指 示 内 容

医療費分析の実施
状況

・保険給付費及び前期高齢者にかかる医療費の動向把握及び分析を行うとともに、その活
用を図り支出の適正化に努めること。

医療費通知等の実
施状況

・医療費通知については、審査請求等の対象とならないため、教示文の記載は行わないこ
と。

レセプト点検等の実
施状況

・予算編成通知及び平成 24 年 3 月 12 日付保保発 0312 第 1 号通知に基づき、柔道整復
師の施術の療養費に係る負傷部位や原因の調査などにより、療養費の給付適正化に努
めること。

＜業務関係＞
指示項目 主 な 指 示 内 容

標準報酬の決定
・標準報酬月額の決定にあたっては、現物給与の内容を十分に確認のうえ行うこと。
・標準報酬月額の随時改定にあたっては、報酬の変動要因を十分に確認すること。

資格取得及び喪失
の取扱い

・嘱託として再雇用された者については、平成 25年 1月 25日付保保発第 0125002 号通知
に基づき、その者が退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類
（事業主の証明等）を添付させること。

・各種届書の事務処理は、事実発生後に行うこと。
・適用関係届書に係る確認（決定）通知書は、理事長名で通知すること。
・適用関係届書等の事務処理にあたっては、理事長から委任を受けた常務理事が決裁を
行うこと。

任意継続被保険者
の取扱い

・任意継続被保険者の資格取得に伴う被保険者証については、保険料納付の有無にかか
わらず速やかに交付すること。

・任意継続被保険者が適用事業所に使用されたとき等については、健康保険法施行規則
第 43 条に基づき、被保険者より申出書を提出させること。

・任意継続被保険者に係る前納保険料の還付にあたっては、健康保険法施行規則第 141
条に基づき、還付請求書を提出させること。

・任意継続被保険者に対して、保険料の前納制度について周知を図ること。

被扶養者の取扱い ・被扶養者の認定については、法令・通知に基づき、適正に行うこと。

被保険者証・高齢
受給者証の取扱い

・回収された被保険者証については、被保険者証管理規程に基づき、適切に処理するこ
と。

・被保険者証の回収不能届提出分については、返納整理簿を作成し督促を行い回収に努
めること。

被保険者証の検認
及び更新

・被保険者証の検認については、平成 16 年 10 月 29 日付保発第 1029004 号及び保保発
第 1029005 号通知に基づき、毎年実施すること。

育児休業の取扱い
・育児休業等取得者申出書及び産前産後休業取得者申出書については、事実発生後に受
付をすること。
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介護保険適用除外
の取扱い

・介護保険適用除外等該当届については、必要書類の添付を求め、住所の異動確認を十
分に行うこと。

教示事項の取扱状況

・各種処分通知については、平成 28 年 3 月 28 日付事務連絡「行政不服審査法及び行政
不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について」に基づき、教
示文を整備すること。

・各種処分通知については、平成 28 年 3 月 28 日付事務連絡「行政不服審査法及び行政
不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について」に基づき、教
示文を記載すること。

・資格取得及び資格喪失の確認並びに標準報酬月額の決定等を行ったときは、法令に基
づき事業主に通知するとともに、同通知には、平成28年 3月 28日付事務連絡「行政不服
審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行につい
て」に基づき、教示文を記載すること。

・保険料納入告知書については、平成 28 年 3 月 28 日付事務連絡「行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について」に基づ
き、教示文を整備すること。

・任意継続被保険者に係る資格取得通知書及び保険料の納付書については、審査請求等
の教示文を記載しないこと。

現金給付の状況

・現金給付に係る支給決定通知書及び不支給決定通知書は、理事長名で通知すること。
・現金給付に係る支給申請書については、事故防止の観点から、受付経過簿を備えて受
付後の処理経過を明らかにすること。

・現金給付の支払いを事業主経由で行う場合には、被保険者から事業主への受領委任が
必要であるので厳正に行うこと。

第三者行為の給付
に関する求償状況

・第三者行為に係る求償事務については、処理経過を的確に把握し管理すること。

＜経理全般＞
指示項目 主 な 指 示 内 容

経理関係規程の状況

・会計事務に関し適正な事務処理を行うため、平成 19 年 2 月 1 日付保保発第 0201001 号
通知に基づき、会計事務取扱規程を整備すること。

・適正な財産管理を行うため、平成19年 2月 1日付保保発第0201001号通知及び平成19
年 3 月 30 日付保保発第 0330001 号通知に基づき、財産管理規程を整備すること。

金庫・通帳の保管・
管理

・金庫・通帳の管理については、財産管理規程に基づき財産管理責任者が行うこと。

現金保有・保管状況 ・手持ち現金については、財産管理規程に基づく金額の範囲内とすること。

現金出納簿及び歳
入・歳出簿

・会計諸帳簿への記帳は、適正に行うこと。
・会計諸帳簿は、昭和61年 11月 28日付保険発第104号通知及び事故防止の観点から、
編綴し保管すること。

・会計諸帳簿については、昭和 61 年 11 月 28 日付保険発第 104 号通知に基づいて、会計
年度終了時までは各月毎に月末の締切処理が終了した時点で年度当初から当該月分ま
で出力したものを保管すること。

その他の経理関係帳
簿

・「収支差引残」並びに「一時借入金及び準備金繰替使用簿」については、平成 14 年 9 月
26 日付保保発第 0926002 号通知に基づき、「歳出簿」の末尾に綴ること。

・歳入歳出外現金の取扱いは、適正に行うこと。

現金出納簿と関係
諸帳簿との突合

・前年度の収支残金から現年度へ充当する場合は、｢前年度収支残金一時充当」の処理を
経て行うこと。

・前年度収支残金一時充当を行った場合は、決算組合会までに返還すること。
・現金出納簿と関係諸帳簿間の突合・確認については、相互チェック体制のもと定期的に
行うこと。

＜歳入関係＞
指示項目 主 な 指 示 内 容

現金領収状況

・現金領収を行い領収書を発行する場合、事故防止の観点から、領収証書については通し
番号を付す等発行枚数の管理を適正に行うこと。

・現金の領収にあたっては、会計事務取扱規程に基づき、任命された出納員又は収入員が
行うこと。
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保険料調定・収入
・任意継続被保険者の保険料の取扱いについては、適正に行うこと。
・適用事業所の保険料の調定決議は、法令等で定められた届出期限経過後に行うこと。

利子収入 ・利子収入については、事実発生の都度収入し、会計諸帳簿に記帳すること。

その他の収入
・事前の納入告知によらない収入金については、収納時に調査決定の手続きを行うととも
に、歳入簿への記帳を適正に行うこと。

＜歳出関係＞
指示項目 主 な 指 示 内 容

支出状況（共通） ・収入支出予算科目の取扱いは、予算編成基準の科目説明に基づき適正に行うこと。

支出状況（給与等）

・出向職員等に係る人件費を母体事業所が全額負担する場合は、その負担割合を明確に
する契約書や覚書等を母体事業所と締結すること。

・健康保険組合役職員に係る給与について、規程等に基づき適正に支出すること。
・出向職員等に係る人件費を母体事業所に支払う際は、契約書や覚書等において対象者
及び負担割合を明確にすること。

支出状況（旅費）
・旅費の支給については、旅費規程等に基づき適正に支出すること。
・旅費の支給については、旅費規程により支出根拠を明確にすること。

支出状況（金券の
購入）

・切手等、金券の管理については、会計事務取扱規程に基づき受払簿を備え使用状況を
明らかにしておくとともに、事故防止の観点から、定期的に現物と受払簿の残枚数を確認
し、決裁を受けること。

支出状況（職員厚
生費）

・職員厚生に係る費用を支給する場合には、規程等により支出根拠を明確にすること。
・慶弔金等を支給する場合には、規程等により支出根拠を明確にすること。

支出状況（雑費）
・健康保険組合の事業運営が、事業主及び被保険者から納付される保険料によって賄わ
れること等を踏まえ、事業運営に真に必要な支出に限り行うとともに、支出決議書は、そ
の必要性が分かるよう詳細に記載すること。

支出状況（保健事
業費）

・保健事業に係る補助金等を支給する場合には、規程等により支出根拠を明確にするこ
と。

・母体事業所等と共同して行う業務(支出)については、覚書や契約書等により支出根拠を
明確にすること。

支出状況（その他）
・事務室の賃料、光熱水料等の負担について母体事業所から無償で提供を受ける場合
は、覚書や契約書等によりその内容を明確にすること。

科目流用及び予備
費充当

・予備費の充当は、規約（予備費の費途）に定められた予算科目に限られること。
・組合会の議決事項である各項間の科目流用を、緊急を要すると認めて理事長専決にて
行う場合は、理事長の決裁を受け、次の組合会で報告し承認を得ること。

前金払い

・前金払は会計事務取扱規程等に基づき、支払先の義務履行が会計年度内（4 月から翌
年 3 月まで）に得られるものに限ること。

・前金払を行ったものについては、会計事務取扱規程等に基づき前金払整理簿を備え、そ
の状況を明らかにしておくこと。

予算の変更

・予算の変更は、予算の不足を来す前に行い、その執行は、健康保険法施行令第 16 条に
基づき予算変更届出書を地方厚生局に届け出た後に行うこと。

・予算変更届出書を地方厚生局に届け出た場合は、変更後の予算額を会計諸帳簿に的確
に記帳すること。

・予算変更届出書は、年度末（3 月 31 日）までに地方厚生局に届け出ること。
・組合会の議決事項である予算変更の手続きを、緊急を要すると認めて理事長専決にて行
う場合は、理事長の決裁を受けるとともに、次の組合会で報告し承認を得ること。
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＜証拠書関係＞
指示項目 主 な 指 示 内 容

証拠書への支払済
表示

・支出証拠書については、事故防止のため「支払済」等の表示をすること。

＜財産関係＞
指示項目 主 な 指 示 内 容

決算の状況
・決算残金処分は、決算組合会での議決を得た後、速やかに行うこと。
・繰越金は、予算の範囲内で行うこと。なお、予算を超える繰越をする場合には、執行前に
予算変更の手続きを行うこと。

積立金の繰入
・各種積立金の繰入は、予算の範囲内で行うこと。なお、予算を超える繰入をする場合に
は、執行前に予算変更の手続きを行うこと。

積立金の繰替使用
・準備金等より繰替使用を行う場合は、各種積立金台帳の内訳簿に「繰替使用中」を設け、
管理すること。

・準備金等の繰替使用を行った場合は、年度内（3 月 31 日まで）に返還すること。

一般・介護勘定間

の借入処理

・介護勘定に不足が生じた際は、介護準備金の繰替使用を優先し、なお不足する場合に限
り一般勘定からの借入を行うとともに、｢一時借入金及び準備金繰替使用簿｣「現金出納
簿」に記帳すること。

管理状況（保管替）
・財産の保管替決議書については、漏れなく作成すること。
・積立金で保有する社会保険診療報酬支払基金の委託金を積み増す場合は、支払余裕金
より支出することなく積立金より支出すること。

管理状況（確認）
・各種台帳は、財産管理規程に基づき、毎年度１回以上財産と照合し、その結果を明らか
にするため確認年月日の記載並びに確認者印の押捺を受けること。

管理状況（理事会）
・準備金等財産の保有及び管理の具体的方法については、規約に基づき理事会の決定等
所定の手続きを経ること。

台帳と預貯金の確
認（台帳の作成）

・各種積立金台帳は、財産の移動経過を正確に記帳すること。
・各種積立金台帳については、事故防止の観点から、編綴し保管すること。
・各種積立金台帳の整備を図ること。

台帳の整備状況

・備品台帳の整備を図ること。
・固定資産台帳の整備を図ること。
・財産管理規程に基づき、固定資産台帳を備えること。
・会計事務取扱規程に基づき、備品台帳を備えること。

＜経理事故等＞

項 目 経 理 事 故 等 の 内 容

歳 入 ・健康保険組合への返還金を組合財産に歳入処理せず、簿外管理されていたもの。

歳 出

・健康保険組合職員の給与等を水増しし、他団体の職員給与等に不正流用されていたも
の。

・事実のない出張旅費を不正支出していたもの。
・職員の私用車のガソリン給油代金を、健康保険組合の公用車のガソリン給油代金として
不正支出されていたもの。

・健康保険組合の保健事業に使用するために購入した備品を、役職員が私的に使用して
いたもの。

・健康保険組合の保健事業の体育奨励のために購入した施設の入場券を、組合役職員に
配付していたもの。

・理事長の指示により、長期間にわたり、①理事長に係る使途不明な飲食費等の支出、②
理事会、組合会等の前後に行われた幹部役職員による打合せの際の過度の飲食費の支
出、③理事長に係る会館内レストランを通じた自家用食材の支出、等が繰り返し行われた
もの。

・①組合役員が、給与規程に基づく通常の給与等の他、規程に基づかない日々（土日祝日
を含む。）の手当を受けていたもの。
②組合役員が、服務規程に違反して恒常的に自家用バイクで通勤するとともに、組合に
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は電車利用による通勤届を提出し、通勤定期相当の手当を受けていたもの。
・役職員に係るゴルフのプレー代をはじめ、飲食等に要する支出が散見されたもの。
・保養所の維持管理等の理由により、役職員の一部が保養所を利用した際、飲食費等を支
出していたもの。

その他の経理事故
・組合の法定準備金が、銀行口座から不正に出金されていたもの。
・保健事業の推進に係る国庫補助金の一部が対象外の経費に使用されたり、対象外の期
間に使用されたもの。

個人情報の漏洩
・マイナンバーを収録したＣＤを誤って廃棄処分したもの。
・被保険者データを収録したＵＳＢメモリにパスワードを設定せずに普通郵便で発送した結
果、封筒が破れ紛失したもの。

※各事案について個別に改善報告を求めるとともに、経理事故等の事案に対しては返還請求等の措置を

講じるよう指導している。

※上記の他、重要財産処分に係る認可申請について、意思決定手続きに適正を欠く事実が認められたた

め、報告徴収及び行政指導を行った事案があった。
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◆企業年金課関係

◎令和元年度 確定給付企業年金書面監査及び実地監査での主な指摘事項

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

規約管理

規約で定める効力日現在の労働協約等に基づき、業務を行うこと。

事業主の名称及び住所並びに実施事業所の名称及び所在地を変更したときは、

遅滞なく届け出をすること。

規約において、資産管理運用機関等の名称を定めること。

事 業 周 知
業務の概況について、加入者に周知すること。

業務の概況について、法令で定める事項を漏れなく周知すること。

給 付

加入者の資格を喪失した者に対し、脱退一時金相当額の移換に関して必要な事

項を説明すること。

裁定請求書には、法令及び規約に基づく添付書類を提出させること。

資 産 運 用

積立金の運用に関しての基本方針を作成すること。

政策的資産構成割合を策定すること。

個人情報保護

個人データを取り扱う従業者に、個人データの適正な取扱いを周知徹底すると

ともに適切な教育を行うこと。

個人データの漏えい等が発生した場合における報告体制を確立すること。

特定個人情報ガイドラインを踏まえた基本方針や取扱規程等を策定すること。

代議員及び理事

代議員の定数は、偶数とし、その半数は事業主において事業主及び実施事業所

に使用される者のうちから選定し、他の半数は加入者において互選すること。

選定代議員の数は、代議員の任期満了時の事業主の数の 10 分の 1（500 を超え

る場合には 50）以上、選定代議員の選定の都度、全ての事業主により選定を行

うこと。

監 事 監 査

監事は、毎事業年度当初、監査の実施計画を立て、これを理事長に通知するこ

と。

監事監査は、通知に掲げる事項のすべてについて行うこと。

監事は、監督官庁からの認可書、通知書その他の業務運営に関する重要な文書

の回付を受けること。

福 祉 事 業

加入者等の福利及び厚生に関する事業については、規約で定めるところにより

行うこと。

福祉事業の実施にあたっては、規程を定めるなど、適正かつ効果的な運営が行

われるよう措置すること。
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第Ⅳ章 指導監査等の実績・主な指摘事項等

◆指導監査課・都県事務所関係

◎平成３０年度 保険医療機関（医科）に対する個別指導等で改善を求めた主な指摘事項

＜診療録及び基本診療料等に関する指摘事項＞

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

診療録

診療録の取扱いが不適切なので改めること。診療録は保険請求の根拠となるものであり、保険医は診療の都度、

遅滞なく必要事項を記載すること。

診療録の記載内容

○ 診療録へ記載すべき必要事項において次の不適切な例が認められたので改めるこ
と。
・ 医師による日々の診療内容の記載が全くない、全くない日が散見される、又は極
めて乏しい。
・ 医師の診察に関する記載がなく、「薬のみ（medication）」、「do」等の記載で投薬等
の治療が行われている。

○ 診療録の記載がなければ医師法で禁止されている無診察治療とも誤解されかねな
いので改めること。

診療録の記載方法
○ 修正液、修正テープ、塗りつぶし、又は貼紙により修正しているため修正前の記載

内容が判別できない。修正は二重線により行うこと。

傷病名等

○ 傷病名を診療録の傷病名欄から削除している。当該傷病に対する診療が終了した
場合には、傷病名を削除するのではなく、転帰を記載すること。

○ 単なる状態や傷病名ではない事項を傷病名欄に記載している。傷病名以外で診療
報酬明細書に記載する必要のある事項については、摘要欄に記載するか、別に症状
詳記（病状説明）を作成し診療報酬明細書に添付すること。

○ 検査、投薬等の査定を防ぐ目的で付けられた医学的な診断根拠のない傷病名（い
わゆるレセプト病名）が認められた。レセプト病名を付けて保険請求することは、不適
切なので改めること。診療報酬明細書の請求内容を説明する上で傷病名のみでは不
十分と考えられる場合には、摘要欄に記載するか、別に症状詳記（病状説明）を作成
し診療報酬明細書に添付すること。

基本診療料等

初診料、再診料

○ 初・再診料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・ 慢性疾患等明らかに同一の疾病又は傷病の診療を行った場合に、初診料を算定
している。

・ 電話等による再診について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者
から直接又は間接に、治療上の意見を求められて、必要な指示を行った場合に該当
しないものについて算定している。

入院料等

○ 入院診療計画書の記載が不備である例が認められたので改めること。

・ 説明に用いた文書について、参考様式で示している「病棟（病室）」、「主治医以外

の担当者名」、「治療計画」、「検査内容及び日程」、「特別な栄養管理の必要性」、

「その他（看護計画、リハビリテーション等の計画）」の項目について記載がない、又

は画一的である。

・ 医師のみが計画を策定し、関係職種が共同して策定していない。

○ 医療安全管理体制を適正に実施していない例が認められたので改めること。

・ 医療事故等の報告制度について、医師が適切に報告していない。医師に対して一

層の啓発に努めること。

○ 栄養管理を適正に実施していない例が認められたので改めること。
・ 栄養管理計画書に必要な事項（栄養状態の評価と課題等）の記載が不十分であ
る。

・ 栄養管理計画を作成した患者について、栄養状態管理を定期的に行っていない。

入院基本料等加算

○ 救急医療管理加算の算定において、加算対象の状態ではない患者について算定し
ている例が認められたので改めること。

○ 入退院支援加算の算定において、退院支援計画書を作成していない例が認められ
たので改めること。
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第Ⅳ章 指導監査等の実績・主な指摘事項等

＜特掲診療料に関する指摘事項＞

＜看護・食事に関する指摘事項＞

＜その他事務的な事項に関する指摘事項＞

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

医学管理

○ 医学管理料の算定において、必要事項の記載が乏しい診療録が見られ、また、判読
できない例が認められたので改めること。この項目の算定に当たっては、特に、指導
内容・治療計画等診療録に記載すべき事項が、算定要件としてそれぞれの医学管理
料ごとに定められていることに留意すること。
（特定疾患療養管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、診療情報提供料 等）

在宅医療

往診料
○ 定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療したものについて
算定している例が認められたので改めること。

在宅患者訪問診療料
○ 診療録への訪問診療の計画、診療内容の要点の記載がない又は不十分である例

が認められたので改めること。

在宅自己注射指導管理料

○ 在宅自己注射指導管理料の算定において、診療録に当該在宅療養を指示した根

拠、指示事項、指導内容の要点の記載がない、又は、乏しい例が認められたので改

めること。

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

看護

看護管理・病棟管理・

勤務計画等

○ 入院基本料の看護要員数の算出について、勤務実績表に対応した勤務時間を計上
していない例が認められたので改めること。

○ 重症度、医療・看護必要度に係る評価を行う入院料を算定する病棟の患者につい
て、モニタリング及び処置等、患者の状況等及び手術等の医学的状況の項目の評価
に関する根拠等を経過記録、看護計画またはその他診療録等のいずれにも記録して
いない。

食事

食事療養

○ 一般食における栄養補給量について、患者個々に算定された医師の食事せんによ

る栄養補給量又は栄養管理計画に基づく栄養補給量を用いていない場合に、推定エ

ネルギー必要量及び栄養素について、健康増進法第１６条の２に基づき定められた食

事摂取基準の数値を適切に用いていない。

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

管理・請求事務等

○ 請求事務について、診療部門と医事会計部門との十分な連携を図り、適正な保険請
求に努めること。

○ 診療報酬の請求に当たっては、全ての診療報酬明細書について保険医自らが診療
録との突合を行い、記載事項や算定項目に誤りや不備がないか十分に確認すること。

院内掲示

○ 院内掲示を適切に行っていない例が認められたので改めること。
・ 保険医療機関である旨の表示がない。
・ 施設基準に関する届出事項について掲示していない。
・ 厚生労働大臣が定める掲示事項等に定める事項について掲示していない。
（保険外負担に関する事項、特別の療養環境の提供に関する事項、入院期間が 180

日を超える入院に関する事項）

保険外負担
○ 保険外負担等について、次の不適切な事項が認められたので改めること。
・ 療養の給付とは直接関係ないサービスとはいえないものについて患者から費用を
徴収している。

一部負担金

○ 一部負担金の受領について、次の不適切な事項が認められたので改めること。
・ 受領すべき者から受領していない。（従業員、家族）
・ 計算方法に誤りがある。
・ 未収の一部負担金に係る管理簿を作成していない。
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第Ⅳ章 指導監査等の実績・主な指摘事項等

◎平成３０年度 保険医療機関（歯科）に対する個別指導等で改善を求めた主な指摘事項

＜診療録及び基本診療料等に関する指摘事項＞

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

診療録

診療録は患者の病状経過等を記録しておく重要なものであり、診療報酬請求の根拠となることを十分に認識し、保
険診療に関する必要事項（症状、経過など）は、遅滞なく正確に記載するとともに内容の充実に努めること。

保険医は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等の諸規則を十分に理解し、適正な保険診療に努めること。

診療録の記載内容

○ 診療録第１面の記載内容に次の不備な例が認められたので、必要な事項を適切に
記載すること。
・ 部位、傷病名、開始年月日、終了年月日、転帰、主訴、口腔内所見について記載が
ない、不十分である又は間違っている。

・ 傷病名に P、G、C、Pul、Per の略称病名で病態に係る記載がない。
○ 診療録第２面の記載内容に次の不備な例が認められたので、必要な事項を適切に
記載すること。
・ 症状、所見、処置内容、指導内容、検査結果、画像診断所見、医学管理等の内容、
投薬内容、材料名、診療方針、診療年月、部位、点数、一部負担金徴収額について
記載がない、不十分又は画一的である。

基本診療料等 ○ 再診相当であるものを、初診料で算定している例が認められたので改めること。

＜特掲診療料に関する指摘事項＞

＜その他事務的な事項に関する指摘事項＞

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

医学管理

○ 医学管理について、保険請求の根拠となるべき具体的記述や、必要事項（管理内容
等）の記載が充実していない例が認められたので改めること。
また、患者への文書提供が算定要件となっているものについては、患者への文書提

供を行うとともに診療録へその写しを添付すること。

在宅医療

○ 診療録に記載すべき内容について、画一的に記載している又は記載の不十分な例
が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
・ 実施時刻（開始時刻と終了時刻）

・ 歯科訪問診療の際の患者の状況等（急変時の対応の要点を含む）

歯周治療

○ 「歯周病の診断と治療に関する基本的な考え方」（平成30 年3 月 日本歯科医学

会）を参照し、歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行うこと。

○ 歯周病に係る症状、所見、治癒の判断、治療計画等の診療録への記載が不十分で

あり、診断根拠や治療方針が不明確な例が認められたので、記載内容の充実を図るこ

と。

歯冠修復及び欠損補綴

○ CAD/CAM 冠、高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を

向上するための内面処理（アルミナ・サンドブラスト処理及びシランカップリング処理

等）を行っていないにもかかわらず、装着に係る加算を誤って算定していたので改め

ること。

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

事務的取り扱いに係る
事項

○ 届出事項に変更があった場合には、速やかに関東信越厚生局各事務所に届出事
項の変更届を提出すること。

○ 厚生労働大臣が定める掲示事項（施設基準の届出事項）について、適切に行うこ
と。

一部負担金に係る事項
○ 一部負担金の取扱いにおいて、不適切な例が認められたので改めること。

・ 徴収すべき者から徴収していない。
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第Ⅳ章 指導監査等の実績・主な指摘事項等

◎平成３０年度 保険薬局に対する個別指導等で改善を求めた主な指摘事項

＜処方せん、調剤録及び調剤内容に関する指摘事項＞

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

処方せんの取扱い

〇 ファクシミリ等により電送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等について、次
の不適切な例が認められたので改めること。
・ 患者が処方箋を持参した場合に、処方箋の記載内容とファクシミリ等の処方内容
が同一であることを確認していない。

〇 次の不備のある処方箋を受け付け、調剤を行っている不適切な例が認められたの
で改めること。
・ 保険医の押印がない。
・ 処方箋の使用期間を超過している。
・ 余白がある場合に、斜線等により余白である旨が表示されていない。

調剤技術料

○ 調剤料について、不適切な例が認められたので改めること。
・ 内服薬につき、１剤とすべきところ、２剤として算定している。

・ 外用薬につき、１調剤とすべきところ、２調剤として算定している。
○ 一包化加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

・ 服用時点の異なる２種類以上の内服用固形剤又は１剤であって３種類以上の内服
用固形剤が処方されていないときに算定している。

・ 治療上の必要性が認められない場合に算定している。（一包化は、多種類の薬剤
が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止
すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが
困難な患者に配慮することを目的として行うものである。）

○ 自家製剤加算の算定において、不適切な例が認められたので改めること。

・調剤録等に製剤工程を記載していない。

薬学管理料

○ 薬剤服用歴管理指導料の算定について、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に
患者等に確認していない不適切な例が認められたので改めること。
・患者の体質（アレルギー歴、副作用歴）
・薬学的管理に必要な患者の生活像
・疾患に関する情報（既往歴、合併症、他科受診において加療中の疾患に関するもの）
・併用薬（要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む）等の状況

・服薬状況（残薬の状況を含む）
○ 薬剤服用歴の記録について、次の不適切な例が認められたので改めること。

・薬剤服用歴の記録を最終記入日から起算して３年間保存していない。
・薬剤服用歴の記録への記載が、指導後速やかに完了していない。
・同一患者の薬剤服用歴の記録について、必要に応じて直ちに参照できるよう保存・
管理していない。
・鉛筆で記載している。
・二本線で抹消したのではなく、修正テープにより修正している。（修正前の記載内容
が判読不能である）

＜その他事務的な事項に関する指摘事項＞

指摘項目 主 な 指 摘 内 容

事務的取り扱いに係る事
項

○ 請求事務について、診療部門と医事会計部門との十分な連携を図り、適正な保険
請求に努めること。

○ 掲示が適切に行われていない例が認められたので改めること。

・ 保険薬局の表示、届出されている施設基準の内容を局内に掲示すること。

・ 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨が掲示されていない。

○ 届出事項の変更届（開局日、開局時間、常勤・非常勤の変更、管理薬剤師の変更）

を提出していない例が認められたので改めること。

○ 一部負担金の取扱いについて、不適切な例が認められたので改めること。

・ 受領すべき者から受領していない。（従業員、家族）
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第Ⅴ章 資料・データ集





１ 主 な 所 掌 業 務 （ 課 別 ）

（ 総務課 ）

・ 関東信越厚生局の総務

・ 関東信越厚生局職員の人事 、教養 、訓練及び研修等に関するこ と

・ 厚生労働省共済組合に関するこ と

・ 行政文書の開示に関するこ と

・ 個人情報の保護に関するこ と

・ 各種国家試験に関するこ と

国家試験の種類

医師 、歯科医師 、保健師 、助産師 、看護師 、診療放射線技師 、臨床検査

技師 、理学療法士 、作業療法士 、視能訓練士 、薬剤師 、管理栄養士

・ 国有財産の管理及び処分

（ 企画調整課 ）

・ 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に

関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整

・ 関東信越厚生局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整

・ 関東信越地方社会保険医療協議会の運営

（ 年金指導課 ）

・ 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職

員の任命に係る認可に関するこ と

・ 日本年金機構が行う滞納処分等に係る権限の認可に関するこ と

・ 日本年金機構が滞納処分等を した場合におけるその結果の報告に関する

こ と

・ 日本年金機構が行う立入検査等に係る権限の認可に関するこ と

・ 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果

の報告に関するこ と

・ 前記に掲げるもののほか 、日本年金機構の行う業務に係る監督に関する

こ と

・ 厚生年金保険料等の納付の猶予等に係る許可に関するこ と

（ 年金調整課 ）

・ 社会保険労務士に関するこ と

・ 年金委員に関するこ と

・ 政府が管掌する国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険

の事業の実施に関し市町村が処理する事務に関するこ と 。

・ 国民年金法第１ ０ ９条の２第 １項に規定する学生納付特例事務法人の指
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定及び監督に関するこ と

・ 国民年金法第１ ０ ９条の３第 １項に規定する保険料納付確認団体の指定

及び監督並びに同条第３項の規定による情報提供に関するこ と

・ 政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構 、地方公共団体 、事業

者団体 、 その他の関係者との連絡調整に関するこ と

（ 年金審査課 ・ 各年金審査分室 ）

・ 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の

訂正の請求に関するこ と並びにこれに関する調査に関するこ と

・ 関東信越地方年金記録訂正審議会の運営

（ 管理課 ）

・ 保険医療機関等の指導業務に関する総合調整

・ 医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証

明業務

・ 特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明業務

・ 社会保険診療報酬支払基金の行う業務 （ 高齢者医療制度関係業務及び介

護保険事業関係業務を除 く 。） の監督

・ 後期高齢者医療広域連合が行う業務、市町村が行う後期高齢者医療制度

に関する技術的助言

・ 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務 （ 介護保

険事業関係業務 、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業

務を除 く 。） についての助言 ・ 指導監督

（ 医療課 ）

・ 特定機能病院及び臨床研究中核病院に対する立入検査

・ 健康保険事業 、政府が管掌する船員保険事業 、国民健康保険事業及び後

期高齢者医療制度に係る療養に関する監督

・ 保険医療機関 、保険薬局 、保険医 、保険薬剤師 、指定訪問看護事業者そ

の他医療保健事業の療養担当者に対する監督

・ 関東信越厚生局事務所等が行う業務に関する事務の指導及び監督

（ 調査課 ）

・ 保険医療指導部門の情報公開請求に関する事務

・ 保険医療機関 、保険薬局 、保険医 、保険薬剤師及び指定訪問看護事業者

その他の医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する情報の収集 、

管理及び分析

・ 指導部門の所掌事務に係る訴訟に関する情報の収集 、分析及び連絡調整

（ 特別指導第一課 ・ 特別指導第二課 ）

・ 保険医療機関 、保険薬局 、保険医 、保険薬剤師 、指定訪問看護事業者そ

の他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のう ち 、地方

厚生局長が特別の監督を行う必要がある と認めた特定事項
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（ 指導監査課 ）

・ 健康保険事業 、政府が管掌する船員保険事業 、国民健康保険事業及び後

期高齢者医療制度に係る療養の給付に関する監督 （ 埼玉県内 ）

・ 保険医療機関 、保険薬局 、保険医 、保険薬剤師 、指定訪問看護事業者そ

の他医療保険事業の療養担当者に対する監督 （ 埼玉県内 ）

・ 関東信越地方社会保険医療協議会埼玉部会の運営

（ 都県事務所 ）

所在都県 （ 埼玉県を除 く ） 内における以下の業務

・ 健康保険事業 、政府が管掌する船員保険事業 、国民健康保険事業及び後

期高齢者医療制度に係る療養の給付に関する監督

・ 保険医療機関 、保険薬局 、保険医 、保険薬剤師 、指定訪問看護事業者そ

の他医療保険事業の療養担当者に対する監督

・ 関東信越地方社会保険医療協議会担当部会の運営

○健康福祉部

（ 健康福祉課 ）

・ 指定医療機関の指定 、監督

指定医療機関の種類

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づ く 特

定感染症指定医療機関 （ 監督のみ ）

・ 生活保護法に基づ く 指定医療機関及び指定介護機関 （ 国が開設したも

のに限る 。）

・ ク リーニング業法に基づ く 指定試験機関の指定及び監督

・ 三種病原体等の所持 ・ 輸入の届出及び監督

・ 温室効果ガス算定排出量報告受付等

・ 民生委員 ・ 児童委員の委嘱 、解嘱及び表彰並びに主任児童委員の指名

・ 地方厚生局に委任された補助金等に関する書類審査 、交付 、精算確定等

補助金等の種類

保健衛生施設等施設 ・ 設備整備費国庫補助金 、保健衛生施設等災害

復旧費国庫補助金 、地域介護 ・ 福祉空間整備等施設整備交付金 、地域

介護 ・ 福祉空間整備推進交付金 、

次世代育成支援対策施設整備交付金 、保育所等整備交付金 、社会福

祉施設等施設整備費国庫補助金 、社会福祉施設等災害復旧費国庫補助

金 、結核医療費国庫負担 （ 補助 ） 金 、原爆被爆者健康診断費交付金 、

原爆被爆者手当交付金 、原爆被爆者葬祭料交付金 、児童扶養手当給付

費国庫負担金 、特別児童扶養手当事務取扱交付金 、特別障害者手当等

給付費国庫負担金 、婦人保護費国庫負担 （ 補助 ） 金 、児童入所施設措

置費等国庫負担金
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・ 児童扶養手当の支給事務に関する都県及び市町村の指導 （ 技術的助言 ）

・ 都県 、指定都市及び中核市が設置する保護施設の指導監査

・ 生活保護法施行事務監査 （ 医療扶助の適正実施 ）

・ 障害者総合支援法及び地方自治法による都県等の事務の指導 （ 技術的助

言 ）

・ 障害福祉サービス事業者等に対する検査

・ 各種養成施設 （ 所 ） の指定等

養成施設の種類

あん摩マ ッサージ指圧師養成施設 、 あん摩マ ッサージ指圧師 ・ はり

師 ・ きゅ う師養成施設 、栄養士養成施設 、管理栄養士養成施設 、社会

福祉士学校 、介護福祉士学校 、福祉系高等学校 、介護福祉士実務者学

校

・ 各種講習会 （ 介護技術講習会 （ 大学 、短期大学が行う もの ）、 社会福祉

士実習演習担当教員講習会 、社会福祉士実習指導者講習会 、介護教員講

習会 、介護福祉士実習指導者講習会 、実務者研修教員講習会 、医療的ケ

ア教員講習会 ） の届出 、実施報告書等の受理等

（ 医事課 ）

・ 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ 、又は生じ るおそれが

ある緊急の事態への対処に関する総括

・ 医療の安全に関する取組の普及及び啓発

・ 医師 、歯科医師臨床研修病院の指定に係る審査及び指導並びに適正な臨

床研修の実施体制の確保等

・ 医療観察法による決定の執行 、指定医療機関の指定及び指導等

・ 医師確保に関する業務

・ 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施等

・ 生物学的製剤 、放射性医薬品等の医薬品及び再生医療等製品の製造業等

の許可

・ 毒物及び劇物の製造及び輸入業の登録及び監視

・ 医薬品等の輸入監視

・ 再生医療等の安全性の確保

・ 看護師の特定行為研修の指定研修機関の指定に係る審査及び指導等

・ 臨床研究に対する信頼の確保

・ 地方厚生局に委任された補助金等に関する業務

補助金の種類

医師臨床研修費等補助金
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（ 食品衛生課 ）

・ Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐの普及促進に係る業務

HACCP （ Hazard Analysis and Critical Control Point ） とは １ ９ ６ ０年代に

米国で考案された宇宙計画向けの食品衛生管理方法で 、膨大な数の検

体を必要とする最終製品検査システムではな く 、製造における重要な

行程を連続的に監視するこ とによ り 、一つ一つの製品の安全性を保証

し よ う とする衛生管理方法である 。現在 、乳 ・ 乳製品 、食肉製品 、魚

肉練り製品 、容器包装詰加圧加熱殺菌食品及び清涼飲料水の６種類が

HACCP の承認対象品と し て指定されている 。

・ 食中毒に係る調整事務

・ 食品衛生法の規定に基づ く 登録検査機関の登録及び監督等

・ 食肉輸出施設に対する認定に係る指導 、確認及び査察

・ 対 EU 、対米国輸出水産食品認定施設に対する認定に係る指導 、確認及

び査察

・ 水産食品の輸出国 （ 米国 、 EU を除 く ） 向け取扱施設の登録 ・ 衛生証明

書発行

・ 自由販売証明書の発行

・ 健康の保持増進効果等に係る虚偽 ・ 誇大広告等の表示の禁止に関する

関係機関との連携

・ 食品の安全確保に関する リ スク コ ミ ュニケーシ ョ ン

（ 地域包括ケア推進課 ）

・ 地域包括ケアシステムの構築の支援に関する企画及び立案並びに調整

・ 地域包括ケアシステムの構築の支援の実施

・ 地域包括ケアシステムの普及及び啓発

・ 地域支援事業の実施状況の把握及び推進のための助言及び支援

・ 地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分及び施設整備分に限る）

の実施状況の把握及び助言

・ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元

年法律第六十四号）第十三条第一項に規定する整備計画の認定

・ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十八条

に規定する認定事業者の監督

・ 認知症施策の実施状況の把握及び推進のための助言、支援、普及及び啓

発

・ 課の所掌事務に係る補助金等の交付

（ 保険課 ）

・ 健康保険組合の行う業務についての指導及び監督

・ 全国健康保険協会支部に対する立入検査等
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（ 企業年金課 ）

・ 厚生年金基金の認可 、指導監督等

・ 国民年金基金の認可 、指導監督等

・ 確定拠出年金 （ 企業型年金に限る ） の承認 、指導監督等

・ 確定給付企業年金の認可 、承認及び指導監査等

○麻薬取締部

・ 麻薬等事犯の取締りに関するこ と

・ 麻薬取扱者等に対する指導 ・ 監督に関するこ と

・ 麻薬等中毒者対策 （ 相談の受理を含む 。） に関するこ と

・ 薬物乱用防止普及啓発活動に関するこ と

○社会保険審査官

・ 年金給付等の処分決定に係る不服申立の審査請求の対応に関するこ と
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２　所在地・連絡先一覧

所属部署 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

総務課 　０４８－７４０－０７１１（代） ０４８－６０１－１３２５

企画調整課 　０４８－７４０－０８３０ ０４８－６０１－１３３０

年金指導課 　０４８－７４０－０７１２ ０４８－６０１－１３４６

年金調整課 　０４８－７４０－０７１４ ０４８－６０１－１３４６

年金審査課
〒３３０－９７１0
埼玉県さいたま市中央区新都心2－1
さいたま新都心合同庁舎２号館７階

　０４８－６００－０７３０ ０４８－６０１－１３２７

千葉年金審査分室
〒260-0026
千葉県千葉市中央区千葉港２－１
千葉中央コミュニティセンター１０階

　０４３－３７９－６９９４ ０４３－３８０－８７４９

東京年金審査分室
〒160-0023
東京都新宿区西新宿６－１４－１
新宿グリーンタワービル２１階

　０３－６８６３－３７７８ ０３－６８６３－４００９

神奈川年金審査分室

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町３７－９
横浜地方合同庁舎５階

　０４５－２７０－９１５６ ０４５－２７４－１４０５

健康福祉課 　０４８－７４０－０７４４ ０４８－６０１－１３３２

医事課 　０４８－７４０－０７５４
０４８－６０１－１３３１
０４８－６０１－１３３３

食品衛生課 　０４８－７４０－０７６１ ０４８－６０１－１３３５

地域包括ケア推進課 　０４８－７４０－０７９３ ０４８－６０１－０５１２

保険課 　０４８－７４０－０７７２ ０４８－６０１－１３３７

企業年金課 　０４８－７４０－０７８２ ０４８－６０１－１３３８

管理課 　０４８－７４０－０８１１ ０４８－６０１－０５１４

医療課 　０４８－７４０－０８１５ ０４８－６０１－０５１４

調査課 　０４８－７４０－０８１１ ０４８－６０１－０５１４

特別指導第一・二課 　０４８－７４０－０８１６ ０４８－６０１－０５１４

指導監査課
〒330-9727
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎検査棟２階

　０４８－８５１－３０６０ ０４８－８５１－３０６７

社会保険審査官
〒３３０－９７１３
埼玉県さいたま市中央区新都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１号館５階

０４８－８５１－１０３０ ０４８－８５７－０１７７

食品衛生課
羽田空港衛生

証明書発行窓口

〒144-0041
東京都大田区羽田空港２-６-３
羽田空港貨物合同庁舎内
（東京検疫所東京空港検疫所支所食品
監視課内）

　
０３－３７４７－１０３０

当面の間、月及び木曜日
（祝日を除く）開庁

０３－３７４７－１０３２

〒３３０－９７１３
埼玉県さいたま市中央区新都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１号館７階

〒３３０－９７１３
埼玉県さいたま市中央区新都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１号館７階
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【麻薬取締部】

所属部署 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

〒102-8309
東京都千代田区九段南１－２－１
九段第３合同庁舎１７階
東京メトロ九段下駅徒歩３分

０３－３５１２－８６８８（代） ０３－３５１２－８６８９

（麻薬・覚せい剤相談） ０３－３５１２－８６９０

〒231-0003
神奈川県横浜市中区北仲通５－５７
横浜第２合同庁舎２階
みなとみらい線馬車道駅徒歩１分

０４５－２０１－０７７０（代） ０４５－２１２－２８４０

（麻薬・覚せい剤相談） ０４５－２０１－０７７０

【都県事務所】

所属部署 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

茨城事務所
〒310-0061
茨城県水戸市北見町1-11
水戸地方合同庁舎４階

０２９－２７７－１３１６ ０２９－２７７－１３３６

栃木事務所
〒320-0043
栃木県宇都宮市桜５－１－１３
宇都宮地方合同庁舎５階

０２８－３４１－８４８６ ０２８－３４１－８５２０

群馬事務所
〒371-0024
群馬県前橋市表町２－２－６
前橋ファーストビルディング７階

０２７－８９６－０４８８ ０２７－８９６－０５４０

千葉事務所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央３－３－８
日進センタービル７階

０４３－３７９－２７１６ ０４３－３７９－２８００

東京事務所
〒163-1111
東京都新宿区西新宿６－２２－１
新宿スクエアタワ－11階

０３－６６９２－５１１９ ０３－６６９８－５４４７

神奈川事務所
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町１－６
ＩＣＯＮ関内６階

０４５－２７０－２０５３ ０４５－２７０－５２７６

新潟事務所
〒950-0088
新潟県新潟市中央区万代２－３－６
新潟東京海上日動ビルディング１階

０２５－３６４－１８４７ ０２５－３６４－１８６２

山梨事務所
〒400-0858
山梨県甲府市相生１－４－２３
損保ジャパン鮎川ビル５階

０５５－２０６－０５６９ ０５５－２０６－０５７１

長野事務所
〒380-0846
長野県長野市旭町１１０８
長野第２合同庁舎４階

０２６－４７４－４３４６ ０２６－４７４－４３９７

九段
第３合同庁舎

横浜分室
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３ 所掌事務に係る参考資料・データ集（課別）





１．国有財産の処理状況

(１）関東信越厚生局に所属替された国有財産の処理状況一覧
令和２年３月３１日現在

社会保険板橋寮 東京都板橋区板橋１－４７－４
建物のみ（土地は日本年
金機構に出資）

社会保険板橋独身寮 東京都板橋区板橋１－４７－４
建物のみ（土地は日本年
金機構に出資）

社会保険庁分室 東京都渋谷区恵比寿南３－９－８ 931.16

東京船員保険病院東ヶ丘医師宿舎 東京都目黒区東が丘１－２８－５ 158.42

新発田社会保険事務所長宿舎 新潟県新発田市東新町３－６－１９ 197.12

社会保険庁原宿宿舎 東京都渋谷区神宮前２－３１－１１ 738.44

社会保険庁千歳台宿舎 東京都世田谷区千歳台１－１１－８ 1,357.96

社会保険庁高井戸東宿舎 東京都杉並区高井戸東３－３０－２ 508.29

東北沢第１公務員宿舎 東京都渋谷区上原３－２７－６ 163.37

東北沢第２公務員宿舎 東京都渋谷区上原３－２７－８ 171.56

社会保険練馬共同宿舎 東京都練馬区豊玉中３－２－１６ 236.92

社会保険若林共同宿舎 東京都世田谷区若林４－２４－９ 309.97

社会保険井荻共同宿舎 東京都杉並区下井草４－２８－３ 226.05

東京社会保険病院国分寺職員宿舎 東京都国分寺市東恋ヶ窪３－９－８ 423.23

社会保険群馬中央総合病院岩神町医員住宅 群馬県前橋市岩神町２－７－１８ 156.19

栃木社会保険事務所長公務員宿舎 栃木県栃木市日の出町６－１１ 168.46

社会保険庁三郷宿舎 埼玉県三郷市早稲田５－１１－７ 1,034.19

社会保険職員宿舎小深住宅 千葉県千葉市稲毛区小深町６２－１ 1,686.73

東京船員保険病院柏医師宿舎用地 千葉県柏市伊勢原１－１４－１５０ 737.42

新発田公務員宿舎 新潟県新発田市東新町１－５－１８ 192.38

新潟社会保険事務所長宿舎 新潟県新潟市西区寺尾上３－３－７ 220.12

松本社会保険事務所長公舎 長野県松本市白板１－７－４９ 198.11

松本社会保険事務所職員宿舎 長野県松本市大字里山辺字南畑１７１８－５ 346.21

伊那社会保険事務所職員宿舎 長野県伊那市上牧６４８１－３ 459.84

甲府社会保険事務所長宿舎 山梨県甲府市北新２－１４－２５ 194.54

社会保険桜上水研修所 東京都世田谷区上北沢１－２０－２ 7,487.19

社会保険庁北新宿宿舎 東京都新宿区北新宿１－２３－２１ 690.04

社会保険庁狛江宿舎 東京都狛江市中和泉５－２８－２０ 788.51

社会保険庁二子玉川宿舎 東京都世田谷区鎌田１－１５－８ 1,290.26

社会保険庁西落合宿舎 東京都新宿区西落合２－２２－１７ 389.42

東京厚生年金病院（下宮比町） 東京都新宿区下宮比町４－４ 9.74

東京社会保険事務局神田分室 東京都千代田区神田小川町１－６ 157.02

旧港社会保険事務所 東京都港区三田２－９－１ 364.76

日向荘飛び地Ａ 東京都青梅市日向和田２－３０２－８ 44.93

日向荘飛び地Ｂ 東京都青梅市日向和田２－３０２－６ 29.38

旧神田社会保険事務所 東京都千代田区神田神保町１－３８ 241.19

前橋市元総社町公務員宿舎 群馬県前橋市元総社町字稲葉３３５－１３ 221.46

旧西濃運輸健康保険組合碧荘 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下字聖ヶ窪６９８－１７ 338.39

社会保険庁生田宿舎 神奈川県川崎市麻生区多摩美１－２－４ 727.22

五十嵐公務員宿舎 新潟県新潟市西区五十嵐中島３－７－１３ 271

社会保険敷島宿舎（１号） 山梨県甲斐市中下条１４４０ 434.36

２５年度 健康保険保養所日向荘跡地 東京都青梅市日向和田２－２９９－５ 1,748.57

東京厚生年金病院（津久戸町） 東京都新宿区津久戸町２３－６ 35.17

健康保険二子玉川園スポーツセンター 東京都世田谷区鎌田１－１８４－１３ 1,182.56

日向荘飛び地Ｃ 東京都青梅市日向和田２－３０３－４ 15.02

前橋市緑ヶ丘町公務員宿舎 群馬県前橋市緑が丘町２０－７ 223.56

一般職員用宇都宮第３公務員宿舎 栃木県宇都宮市末広２－１１１９－３３ 235.94

健康保険湯河原保養所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上字入谷２６１－４６ 771.86

駐在員宿舎 神奈川県横須賀市林３－９１８－８ 105.64

旧柏崎公務員宿舎跡地 新潟県柏崎市栄町２１３１－１２ 328.28

旧柏崎公務員宿舎跡地と統合 柏崎社会保険事務所長宿舎 新潟県柏崎市栄町１８－４３ 188.84

飯田社会保険事務所長公舎 長野県飯田市正永町１－１２１８－４７ 217.22

東久留米寮 東京都東久留米市滝山７－１７－２０ 1,183.51

※ 網掛けした口座については、売却等処分が完了している。

台帳数量（㎡）売却等処分年度 口座名

２４年度

２１年度（建物は解体を
もって管理完了）

２２年度

２３年度

所在地

128



（２）国有財産の処理状況

0物件

2物件

1物件

0回

1回

1物件

0物件

0物件

0物件

1回

1物件

0物件

令和元年度

0物件

0物件

0物件

0物件

0物件

2物件

1物件

0回

0物件

2回

4物件

0物件

0回

0物件

0物件

0物件

平成30年度

0物件

0物件

0物件

0物件

①開催回数

②対象物件

行政財産の用途廃止

①開催回数

②対象物件

③落札（再度入札を含む）

先着順（財務局へ事務委任）

①開催回数

②対象物件

貸付

①有償貸付

②無償貸付

鑑定評価額検討会議の開催

③申込数

縁故随契

1物件

0回

0物件

1回

3物件

0物件

2物件

0物件

公用・公共用取得要望の有無の確認

売払いに係る厚生労働大臣承認申請

売払いに係る財務大臣承認申請

一般競争入札（財務局へ事務委任）

譲与に係る厚生労働大臣承認申請

2回

5物件

0物件

平成29年度

0物件

0物件

0物件

0物件

0物件
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◆企画調整課関係

（単位：件）

都道府県名 新規・更新 科目 令和元年度 平成30年度 平成29年度

医科 54 62 68

歯科 43 54 43

薬局 72 89 85

計 169 205 196

医科 136 267 362

歯科 92 259 367

薬局 154 209 183

計 382 735 912

医科 32 47 46

歯科 24 19 35

薬局 42 73 49

計 98 139 130

医科 118 229 322

歯科 62 143 272

薬局 119 132 141

計 299 504 735

医科 44 37 58

歯科 25 31 29

薬局 66 41 54

計 135 109 141

医科 129 228 341

歯科 87 146 241

薬局 104 128 153

計 320 502 735

医科 179 207 232

歯科 123 121 137

薬局 189 248 205

計 491 576 574

医科 371 644 862

歯科 349 578 787

薬局 284 418 495

計 1,004 1,640 2,144

医科 163 175 170

歯科 103 103 128

薬局 125 158 165

計 391 436 463

医科 331 524 815

歯科 251 562 758

薬局 255 378 450

計 837 1,464 2,023

千葉県

新規指定

指定更新

群馬県

新規指定

指定更新

埼玉県

新規指定

指定更新

１．関東信越地方社会保険医療協議会部会ごとの保険医療機関及び保険薬局の審議状況

茨城県

新規指定

指定更新

栃木県

新規指定

指定更新
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医科 814 760 790

歯科 448 403 407

薬局 543 611 445

計 1,805 1,774 1,642

医科 1,304 1,823 2,517

歯科 976 1,661 2,435

薬局 644 893 1,216

計 2,924 4,377 6,168

医科 347 335 319

歯科 173 180 210

薬局 298 296 242

計 818 811 771

医科 676 920 1,317

歯科 453 809 1,157

薬局 376 574 685

計 1,505 2,303 3,159

医科 48 29 41

歯科 27 37 27

薬局 70 70 61

計 145 136 129

医科 121 212 309

歯科 98 210 287

薬局 185 173 191

計 404 595 787

医科 20 22 16

歯科 14 8 6

薬局 28 14 35

計 62 44 57

医科 38 110 148

歯科 30 69 113

薬局 62 60 86

計 130 239 347

医科 41 46 45

歯科 28 19 31

薬局 27 55 47

計 96 120 123

医科 137 205 353

歯科 62 157 261

薬局 118 147 222

計 317 509 836

4,210 4,350 4,226

8,122 12,868 17,846

12,332 17,218 22,072

新規指定合計

指定更新合計

指定総合計

※指定日は原則として、部会開催日の翌月初日（遡及指定を除く）。

山梨県

新規指定

指定更新

長野県

新規指定

指定更新

神奈川県

新規指定

指定更新

新潟県

新規指定

指定更新

東京都

新規指定

指定更新

131



◆年金指導課関係

１．認可等件数の推移

令和元年度 平成３０年度 平成２９年度

徴収職員・収納職員の認可

① 徴収職員 379 人 369 人 350 人

② 収納職員 320人 303 人 308 人

滞納処分等の認可

① 厚生年金保険関係 720,231件 669,828 件 686,799 件

② 国民年金関係 44,961 件 37,917 件 27,851 件

立入検査等の認可

① 事業所関係 311,684 件 348,937 件 338,933 件

② 受給権者・被保険者関係 135 件 41 件 7 件

厚生年金保険料等の納付の猶予許可等

① 許可 1 件 3 件 0 件

② 不許可 0 件 1 件 2 件

滞納処分等の結果報告の確認

① 厚生年金保険関係 45,664 件 41,403 件 37,428 件

② 国民年金関係 21,024 件 19,891 件 15,794 件

立入検査等の結果報告の確認

① 実施 158,626 件 188,785 件 220,805 件

② 実施不能 2,896 件 1,036 件 2,926 件

③ 未実施 175,672件 153,698件 147,060 件
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◆ 年金調整課関係

１．社会保険労務士会員数（過去３年間の推移）

会員数 （人 ）
社 労 士 法 人
会 員 数

会員数（人）
社 労 士 法 人
会 員 数

会員数（人）
社 労 士 法 人
会 員 数

茨 城 県 508 19 503 17 490 17

栃 木 県 350 19 351 17 352 16

群 馬 県 583 13 586 10 586 5

埼 玉 県 1,941 49 1,906 45 1,868 41

千 葉 県 1,566 36 1,540 32 1,498 28

東 京 都 10,853 539 10,562 483 10,259 416

神奈川県 2,693 63 2,644 55 2,577 48

新 潟 県 533 22 534 19 522 17

山 梨 県 180 7 178 7 177 7

長 野 県 623 22 632 21 629 21

合 計 19,830 789 19,436 706 18,958 616

都 県 名
30 年 度 29 年 度元 年 度
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２．年金委員委嘱件数（過去３年間の推移）

３．年金委員解嘱件数（過去３年間の推移）

４．年金委員委嘱者数（過去３年間の推移）

職域型（人） 地域型（人） 合 計 職域型（人） 地域型（人） 合 計 職域型（人） 地域型（人） 合 計

茨 城 県 2,277 76 2,353 2,237 76 2,313 2,268 120 2,388

栃 木 県 1,733 70 1,803 1,712 62 1,774 1,797 73 1,870

群 馬 県 1,883 114 1,997 1,834 108 1,942 1,950 131 2,081

埼 玉 県 2,828 128 2,956 2,832 123 2,955 2,868 122 2,990

千 葉 県 2,693 113 2,806 2,648 85 2,733 2,557 93 2,650

東 京 都 6,240 184 6,424 6,299 97 6,396 6,365 100 6,465

神奈川県 3,272 179 3,451 3,243 134 3,377 3,263 112 3,375

新 潟 県 3,922 85 4,007 4,026 43 4,069 4,235 52 4,287

山 梨 県 1,221 40 1,261 1,214 41 1,255 1,220 67 1,287

長 野 県 4,083 81 4,164 4,125 77 4,202 4,171 87 4,258

合 計 30,152 1,070 31,222 30,170 846 31,016 30,694 957 31,651

1,997 2,798 1,989

610 243

2,188 1,746

199

2,161 1,560

都 県 名
30 年 度 29 年 度

30 年 度 29 年 度

元 年 度

元 年 度区 分

1,662 1,361

30 年 度 29 年 度

499

1,773

428

2,201

1,793

204

元 年 度

合 計

職 域 型

地 域 型

合 計

職 域 型

地 域 型

区 分
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法人番号 学生納付特例事務法人 指定年月日

茨 城 県 水戸市 2000020080004 茨城県立産業技術短期大学校 H20. 5.13

つくば市 7050005005388 学校法人 つくば文化学園 つくば国際ペット専門学校 H20. 5.20

稲敷郡阿見町 2000020080004 茨城県立医療大学 H20. 5.28

神栖市 4010505000647 社会福祉法人 白十字会 白十字看護専門学校 H20. 8.14

東茨城郡茨城町 3050005000087 学校法人 田村学園 横浜経理専門学校 H25.10. 9

水戸市 4050005000094 学校法人 八文字学園 （※） H27. 3.13

常陸大宮市 2050005008676 学校法人 志村学園 茨城北西看護専門学校 H27. 3.25

稲敷市 4050005007668 医療法人 盡誠会 宮本看護専門学校 H27. 7.21

栃 木 県 宇都宮市 9060005000816 学校法人 三友学園 （※） H20.10.27

栃木市 4060005005456 学校法人 産業教育事業団 （※） H26. 9.16

足利市 3060005006380 学校法人 足利大学 足利大学 H27. 4.15

宇都宮市 3060005000821 学校法人 須賀学園 （※） H27. 6.12

足利市 5060005006379 学校法人 白百合学園 （※） H28. 7.21

さくら市 6060005001635 学校法人 東洋育英会 さくら総合専門学校 H29. 7.10

宇都宮市 8060005000825 学校法人 ティビィシィ学院 （※） H30. 8.29

群 馬 県 前橋市 2070005000796 学校法人 群馬英数学舘 育英メディカル専門学校 H26. 7.22

伊勢崎市 6070005004182 一般社団法人 伊勢崎佐波医師会 伊勢崎敬愛看護学院 H27. 5.29

太田市 8070005005757 学校法人 平成学園 東群馬看護専門学校 H27.11. 4

前橋市 5070005000802 学校法人 群馬理容学園 群馬県理容専門学校 H29. 2.14

高崎市 7070005003027 学校法人 群馬パース学園 群馬パース大学福祉専門学校 R 2. 3.26

埼 玉 県 深谷市 2030005014214 学校法人 智香寺学園 埼玉工業大学 H20. 5.30

熊谷市 7030005013038 学校法人 郷学舎 アルスコンピュータ専門学校 H20. 7. 7

飯能市 8030005014761 学校法人 駿河台大学 （※） H23. 3. 1

飯能市 4030005014757 学校法人 大川学園 大川学園医療福祉専門学校 H24. 1. 6

上尾市 5030005006555 学校法人 康学舎 横浜中央看護専門学校 H26. 9. 9

朝霞市 4030005015482 一般社団法人 朝霞地区医師会 （※） H27. 1.20

さいたま市 6030005000870 学校法人 九里学園 （※） H27. 3.30

戸田市 4030005003074 一般社団法人蕨戸田市医師会 蕨戸田市医師会看護専門学校 H28. 1.19

行田市 5030005013989 学校法人 伊東学園 テクノ・ホルティ園芸専門学校 H28. 2.25

入間市 2030005003984 学校法人 入間平成学園 入間看護専門学校 H28.10. 1

入間郡越生町 7030005011017 学校法人 一川学園 （※） H28.10.14

川越市 7030005008566 学校法人 医学アカデミー 専門学校医学アカデミー H28.12.14

幸手市 6030005005473 学校法人 共済学院 （※） H30. 7. 4

さいたま市 7030005000853 学校法人 明の星学園 青森明の星短期大学（注１） H30. 9. 5

秩父市 1030005014917 一般社団法人 秩父郡市医師会 秩父看護専門学校 H30.10. 3

所沢市 5030005003461 学校法人 浅野学園 国際航空専門学校 H30.10.23

戸田市 5030005003016 医療法人社団 東光会 戸田中央看護専門学校 H30.12.27

上尾市 9030005006452 学校法人 葵学園 （※） H31. 1.16

熊谷市 5030005013031 学校法人 今昌学園 （※） H31. 3.28

千 葉 県 香取市 4000020128040 国保小見川総合病院付属 看護専門学校 H20. 6.23

千葉市 7011405000197 学校法人 大乗淑徳学園 淑徳大学 H20.10.15

東金市 4000020120006 千葉県立農業大学校 H20.12. 1

君津市 6040005008434 学校法人 君津あすなろ学園 千葉医療福祉専門学校 H24. 4. 9

千葉市 1040005000750 千葉県美容業生活衛生同業組合 千葉美容専門学校 H27. 4.15

鴨川市 8040005016014 学校法人 鉄蕉館 （※） H27. 5.21

千葉市 1040005001419 学校法人 秋葉学園 東京豊島ＩＴ医療福祉専門学校 H27.10. 9

旭市 1040005019015 地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院 旭中央病院附属看護専門学校 H30. 7.25

船橋市 5040005002826 学校法人 三橋学園 船橋情報ビジネス専門学校 H30.11. 1

市川市 9040005004026 学校法人 昭和学院 昭和学院短期大学 R 1. 7.12

５．学生納付特例事務法人一覧表
令和2年3月31日現在

所在地
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法人番号 学生納付特例事務法人 指定年月日

東 京 都 渋谷区 5011005000384 学校法人 花田学園 東京有明医療大学 H23. 2. 8

板橋区 4011405000068 医療法人財団 明理会 イムス横浜国際看護専門学校 H23. 7.20

江戸川区 3011705000495 学校法人 アゼリー学園 東京リハビリーテーション専門学校 H23. 9.26

新宿区 1011105000916 学校法人 大志学園 （※） H23. 9.26

港区 6010405001669 学校法人 東洋英和女学院 （※） H25. 4.17

新宿区 3011105000930 学校法人 敬心学園 （※） H25. 5.15

豊島区 1013305000431 学校法人 大正大学 大正大学 H26. 2.25

板橋区 1011405000062 医療法人社団 明芳会 板橋中央看護専門学校 H26.10. 2

中野区 6011205000167 学校法人 嘉榮学園 渋谷外国語専門学校 H26.11.13

江戸川区 8011705000499 学校法人 滋慶学園 （※） H26.12. 2

荒川区 9011505000624 学校法人 国際共立学園 国際理容美容専門学校 H27. 1.28

小平市 4012705000071 学校法人 白梅学園 （※） H27. 2. 6

港区 6040005003798 独立行政法人地域医療機能推進機構 （※） H27. 2.19

豊島区 3013305000438 学校法人 村上学園 専門学校日本医科学大学校 H27. 4.13

渋谷区 8011005000357 学校法人 国際代々木学園 日本デザイン福祉専門学校 H27. 4.15

練馬区 1011605000457 学校法人 武蔵野音楽学園 武蔵野音楽大学 H27. 4.23

江東区 2010605001332 学校法人 東京ＹＭＣＡ学院 東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 H27. 4.28

文京区 9010005021123 学校法人 ＡＢＫ学館 ＡＢＫ学館日本語学校 H27. 7.15

新宿区 5011105000929 学校法人 素霊学園 東洋鍼灸専門学校 H27. 9. 7

港区 6010405002452 日本赤十字社 助産師学校 H27.10.21

練馬区 5011605000445 学校法人 杏文学園 東京柔道整復専門学校 H27.11.12

新宿区 8011105001544 学校法人 東京眼鏡学園 東京眼鏡専門学校 H27.12.15

江東区 1010605002380 公益財団法人 東京ＹＭＣＡ 東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校 H28. 3. 8

葛飾区 2011805000859 学校法人 鬼木医療学園 国際鍼灸専門学校 H28. 4.28

町田市 7012305000171 学校法人 榎本学園 町田美容専門学校 H28. 5.12

世田谷区 1010905000778 学校法人 日本菓子学園 日本菓子専門学校 H28. 7. 1

千代田区 3010005002343 学校法人 駿河台学園 （※） H28. 9.21

調布市 5012405001286 国立大学法人 電気通信大学 H28.10.14

千代田区 9010001027297 株式会社ビジネス・ブレークスルー ビジネス・ブレークスルー大学 H29. 1. 4

港区 1010405001673 学校法人 原学園 専門学校青山ファッションカレッジ H29. 6.29

北区 6011505000635 学校法人 東京朝鮮学園 朝鮮大学校 H29. 9. 1

武蔵野市 1012405001554 学校法人 古屋学園 （※） H29.11.20

新宿区 1011105000957 学校法人 早稲田医療学園 （※） H30. 1.15

千代田区 8010005002339 学校法人 城西大学 城西国際大学観光学部キャンパス R 1.11.15

日野市 4013405000634 学校法人 東邦歯科学院 東邦歯科医療専門学校 R 1.12.23

世田谷区 4010905000750 学校法人 駒澤大学 駒澤大学 R 2. 1.23

神奈川県 横浜市 4020005003182 学校法人 岩崎学園 （※） H23. 7.21

横浜市 3020005003167 学校法人 浅野工学園 浅野工学専門学校 H23. 9.26

鎌倉市 6021005002081 学校法人 早見芸術学園 鎌倉早見美容芸術専門学校 H26. 7.22

相模原市 7021005002816 学校法人 平井学園 神奈川柔整鍼灸専門学校 H26. 8. 7

横須賀市 6021005005737 学校法人 後藤学園 （※） H26. 9.18

川崎市 8020005008979 学校法人 横山学園 関東美容専門学校 H27. 4.13

横浜市 6021005001629 学校法人 湘南ふれあい学園 （※） H28. 2.23

横浜市 2020005006575 学校法人 桜井学園 横浜ファッションデザイン専門学校 H28. 2.23

川崎市 4020005008553 学校法人 深堀学園 外語ビジネス専門学校 H28. 7.13

横浜市 3020005010634 学校法人 栄戸学園 横浜未来看護専門学校 H31. 3. 7

横浜市 7020005002058 学校法人 YSE学園 横浜システム工学院専門学校 R 1. 9.30

新 潟 県 柏崎市 4110005006671 学校法人 新潟工科大学 新潟工科大学 H21. 7. 7

長岡市 4110005011283 学校法人 中越学園 長岡大学 H26. 5.14

上越市 1110005015196 公立大学法人 新潟県立看護大学 H28. 2. 1

三条市 4110005005533 一般社団法人 三条市医師会 三条市医師会准看護学院 H30. 4.24

上越市 2110005009461 国立大学法人 上越教育大学 H31. 4.24

所在地
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法人番号 学生納付特例事務法人 指定年月日

山 梨 県 甲府市 5090005000239 学校法人 看護学園 甲府看護専門学校 H20. 4. 1

大月市 8000020192066 大月短期大学 H20. 4. 7

甲府市 1090005000234 学校法人 伊藤学園 専門学校甲府医療秘書学院 H30. 3.28

長 野 県 長野市 1000020200000 長野県農業大学校 H20. 4.22

佐久市 6100005002926 学校法人 佐久学園 （※） H20. 6. 2

塩尻市 8100005006743 学校法人 松本歯科大学 （※） H20. 9. 9

駒ヶ根市 1000020200000 長野県看護大学 H23. 7. 7

塩尻市 3100005007119 学校法人 松樹学園 （※） H23. 8.30

飯田市 1100005009513 学校法人 高松学園 飯田女子短期大学 H27. 2.27

伊那市 1000020200000 長野県公衆衛生専門学校 H27. 7.15

上田市 3100005004314 学校法人 成田会 長野医療衛生専門学校 H28.12.26

上伊那郡南箕輪村 1000020200000 長野県南信工科短期大学校 H29.12.26

所在地
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（※）

法人名

水戸市 八文字学園

宇都宮市 三友学園

栃木市 産業教育事業団

宇都宮市 須賀学園

足利市 白百合学園

宇都宮市 ティビィシィ学院

飯能市 駿河台大学

朝霞市 朝霞地区医師会

さいたま市 九里学園

入間郡越生町 一川学園

幸手市 共済学院

上尾市 葵学園

熊谷市 今昌学園

鴨川市 鉄蕉館

新宿区 大志学園

港区 東洋英和女学院

新宿区 敬心学園

江戸川区 滋慶学園

小平市 白梅学園

港区
（独）地域医療機
能推進機構
（注２）

千代田区 駿河台学園

武蔵野市 古屋学園

新宿区 早稲田医療学園

横浜市 岩崎学園

横須賀市 後藤学園

横浜市
湘南ふれあい学園
（注３）

佐久市 佐久学園

塩尻市 松本歯科大学

塩尻市 松樹学園

（注１～３）法人等の主たる事務所の所在地が管内にあるため、関東信越厚生局で学生納付特例事務法人の指定を行っています。

神奈川衛生学園専門学校／東京衛生学園専門学校

湘南医療大学／茅ヶ崎看護専門学校／茅ヶ崎リハビリテーション専門学校／下田看護専門学校／医療ビジ
ネス観光情報専門学校

佐久大学／信州短期大学

松本歯科大学／松本歯科大学院／松本歯科大学衛生学院

信州介護福祉専門学校／信州リハビリテーション専門学校

駿台電子情報&ビジネス専門学校／駿台法律経済&ビジネス専門学校／駿台観光&外語ビジネス専門学校
／駿台外語&ビジネス専門学校／駿台トラベル&ホテル専門学校

二葉ファッションアカデミー／二葉栄養専門学校／二葉製菓学校

人間総合科学大学蓮田キャンパス／人間総合科学大学岩槻キャンパス

情報セキュリティ大学院大学／横浜ｆカレッジ／横浜保育福祉専門学校／情報科学専門学校／横浜医療情
報専門学校／横浜実践看護専門学校／横浜デジタルアーツ専門学校／横浜リハビリテーション専門学校

日本福祉教育専門学校／日本リハビリテーション専門学校／臨床福祉専門学校／日本児童教育専門学校
／日本医学柔整鍼灸専門学校

東京医薬専門学校／東京ベルエポック美容専門学校

白梅学園大学／白梅学園短期大学

JCHO東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校／JCHO東京山手メディカルセンター附属看護専門学
校／JCHO船橋中央病院附属看護専門学校／JCHO横浜中央病院附属看護専門学校／JCHO中京病院附
属看護専門学校／JCHO大阪病院附属看護専門学校／JCHO神戸中央病院附属看護専門学校

埼玉医療福祉専門学校／葵メディカルアカデミー

埼玉県栄養専門学校／埼玉県調理師専門学校／埼玉県製菓専門学校

亀田医療大学／亀田医療技術専門学校

専門学校早稲田国際ビジネスカレッジ／武蔵野学芸専門学校

東洋英和女学院大学／東洋英和女学院大学大学院

駿河台大学／駿河台大学法科大学院

朝霞地区看護専門学校／朝霞准看護学校

浦和大学／浦和大学短期大学部

越生自動車大学校／清和学園高等学校

日本保健医療大学幸手北キャンパス／日本保健医療大学幸手南キャンパス

学 校 名

水戸看護福祉専門学校／水戸自動車大学校

IFC調理師専門学校／IFC栄養専門学校／IFC製菓専門学校

マロニエ医療福祉専門学校／小山歯科衛生士専門学校

宇都宮共和大学／宇都宮短期大学

足利デザイン・ビューティ専門学校／足利製菓福祉専門学校

国際情報ビジネス専門学校／国際介護福祉専門学校／国際自動車・ビューティ専門学校／国際テクニカル
デザイン・自動車専門学校／国際TBC調理・パティシエ専門学校／国際テクニカル美容専門学校／国際
ファッションビューティ専門学校／国際ペット総合専門学校／国際ティビィシィ看護専門学校／国際テクニカル
調理製菓専門学校／国際テクニカル理容美容専門学校／国際ティビィシィ小山看護専門学校
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６．国民年金等事務取扱交付金交付実績

令和元年度 都県別の内訳

市区町村数

44

25

35

63

54

62

33

30

27

77

450

過去３年間の推移

44

25

35

63

54

62

33

30

27

77

450

７．健康保険事務指定市町村交付金交付実績

令和元年度 都県別の内訳

過去３年間の推移

1

1

1

8

16

4

31

交付決定額(円）

交付実績額

212

21

26

51

92

0

22

件数

18,405

1,823

2,253

4,426

9,811,798,963

409,326,703

168,468,935

361,966,104

1,449,186,763

357,703,056

450

精算交付額(円）

申請市町村数

21

7,992

0

1,911

金額(円）

8

1

0

337,871,000

5,563,619,000

232,032,000

96,766,000

1,823,909,578

3,085,781,121

1,209,936,503

243,401,090

151,918,110

147,634,056

625,260,763

540,104,503

1,346,478,121

795,600,578

148,785,104

71,702,935

364,248,110

581,272,090

合 計 18,405 23,171 36,307

東 京 都 2,253 3,528 5,764

神奈川県 1,823 2,239 1,610

32

4

16 16

4

32

4,426 5,512 9,246

茨 城 県 1,911 4,667

群 馬 県 0 0 0

埼 玉 県 7,992 8,014 15,020

千 葉 県 8

1

2

1 1

2

1

8

3,878

合 計 9,811,798,963 10,598,831,798 11,317,694,584

都 県 名

31

神奈川県

合 計

千 葉 県

東 京 都

群 馬 県

埼 玉 県

茨 城 県

都 県 名

指定
市町村数

29 年 度

交付実績額 (円 ）

8

16

4

1

指定市町村数

1

1

山 梨 県 168,468,935 181,100,264 208,741,784

長 野 県 409,326,703 482,533,684 502,578,459

神奈川県 1,823,909,578 1,942,343,989 2,027,092,072

新 潟 県 361,966,104 423,066,610 477,464,465

33

30

27

7777

27

30

33

千 葉 県 1,209,936,503 1,294,170,111 1,344,681,622

東 京 都 3,085,781,121 3,294,605,744 3,596,192,255

群 馬 県 357,703,056 386,205,491 408,748,936

埼 玉 県 1,449,186,763 1,564,009,023 1,652,331,211

62

35

63

54

62

54

63

35

合 計

山 梨 県

長 野 県

茨 城 県 581,272,090 629,675,550 687,045,502

栃 木 県 364,248,110 401,121,332 412,818,278

都 県 名
29 年 度

市区町村数 交付決定額 (円 ）

25

44

177,294,703

4,248,179,963

44

25

神奈川県

新 潟 県

千 葉 県

東 京 都

都 県 名

群 馬 県

埼 玉 県

茨 城 県

栃 木 県

概算交付額(円）

823,926,000

210,069,000

212,330,000

指定
市町村数

交付実績額 (円）

元 年 度 30 年 度

指定
市町村数

交付実績額 (円）

元 年 度 30 年 度

市区町村数 市区町村数 交付決定額 (円）交付決定額 (円 ）

1

213,181,000

1,028,309,000

1,739,303,000

669,832,000

450

3

8
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８．令和元年度年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金交付実績

年金生活者支援給付金支給事務に対する交付決定額
令和元年度 都県別の内訳

※ 一部の市区町村において交付申請が0円のところがあったため、市区町村数と相違しています。

システム改修費に対する交付決定額
令和元年度 都県別の内訳

※ 一部の市区町村において交付申請が0円のところがあったため、市区町村数と相違しています。

茨 城 県 43

63

都 県 名 申請市区町村数（※）

千 葉 県 53

栃 木 県 25

群 馬 県 34

埼 玉 県

長 野 県 77

合 計 443

都 県 名 申請市区町村数（※）

新 潟 県 29

山 梨 県 25

東 京 都 61

神 奈 川 県 33

長 野 県

合 計

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

茨 城 県

栃 木 県

0

0

山 梨 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

9

1

2

11

3

10

4

51,553,250

16,091,411

8,322,023

交 付 額 ( 円 ）

24,322,284

14,871,174

13,909,153

40,623,745

18,373,874

279,685,972

市区町村数

450

77

27

30

33

62

54

63

35

25

44

29,975,492

61,643,566

交 付 額 ( 円 ）

0

0

165,000

2,158,000

2,420,000

4,762,000

4,037,000

1,341,000

440,000

5,552,000

20,875,000

市区町村数

44

25

35

63

54

62

33

30

27

77

450 78

38
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◆年金審査課・各年金審査分室関係

制度名 年金審査課 千葉年金審査分室 東京年金審査分室 神奈川年金審査分室 合 計

125 56 211 74 466

123 63 199 80 465

108 58 184 74 424

15 8 22 13 58

93 49 161 61 364

0 1 1 0 2

3 1 3 0 7

12 4 12 6 34

1,760 348 2,445 563 5,116

1,918 364 2,393 435 5,110

463 140 494 238 1,335

333 93 340 133 899

130 47 154 105 436

0 0 0 0 0

1,338 196 1,814 158 3,506

117 28 85 39 269

10 5 17 9 41

10 6 15 9 40

9 5 13 9 36

2 0 0 1 3

7 5 13 8 33

0 0 0 0 0

0 1 0 0 1

1 0 2 0 3

1,895 409 2,673 646 5,623

2,051 433 2,607 524 5,615

580 203 691 321 1,795

350 101 362 147 960

230 101 328 174 833

0 1 1 0 2

1,341 198 1,817 158 3,514

130 32 99 45 306
※厚生労働省ＨＰより抜粋
※速報値につき、変動することがあります。
※受付件数は、関東信越厚生局管内の日本年金機構の年金事務所が訂正請求を受理した件数です。
※訂正決定の件数は、請求期間の一部について訂正決定した事案を含みます。

国
民
年
金

厚
生
年
金
保
険

関東信越厚生局で処理

訂 正 決 定

不 訂 正 決 定

不 訂 正 決 定

請 求 却 下

日本年金機構で記録訂正

訂正請求の取下げ等

訂正請求の取下げ等

計

関東信越厚生局で処理

訂 正 決 定

不 訂 正 決 定

受 付 件 数

請 求 却 下

日本年金機構で記録訂正

処 理 件 数

処 理 件 数

請 求 却 下

日本年金機構で記録訂正

訂正請求の取下げ等

１．年金記録に係る訂正請求の受付・処理状況

累計（平成29年4月～令和2年3月）

脱
退
手
当
金

関東信越厚生局で処理

訂 正 決 定

不 訂 正 決 定

関東信越厚生局で処理

訂 正 決 定

件 数 の 区 分

受 付 件 数

処 理 件 数

受 付 件 数

受 付 件 数

処 理 件 数

請 求 却 下

日本年金機構で記録訂正

訂正請求の取下げ等
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◆健康福祉課関係

１．指定医療機関等の指定等の状況

（１）指定医療機関等

（単位：施設）

令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

生活保護指定医療機関

（国が開設したもの）

（２）指定等

（単位：件）

生活保護指定医療機関 ※1 令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

指定 ※2 1 1 2

指定の取消 0 0 0

変更届等の受理 ※2 15 15 14

指定更新 1 6 41

指定辞退の申出の受理 0 0 0

※1 指定等を行った場合は、官報告示により公表することとなっています。

※2 指定医療機関の移転に伴う廃止届の受理及び指定を含みます。

（単位：件）

令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

三種病原体等所持者からの届出・変更届出の受理 8 15 18

三種病原体等所持施設等へ立入検査 10 12 12

（単位：件）

令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

排出量報告書の受理（温対法） 26 30 34

特定事業者の中長期計画書及び定期報告書
の受理（省エネ法）

549 534 539

特定荷主の中長期計画書及び定期報告書の
受理（省エネ法）

7 9 9

３．温室効果ガス排出量の算定・エネルギーの使用量に関する目標・報告・公表制度
に係る処理の状況

75 77

２．三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに三種病原体等及び四種病原体等を
所持し、又は輸入した者の監督の状況

74
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４．民生委員・児童委員の委嘱、解嘱及び表彰並びに主任児童委員の指名の状況
（単位：件）

令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

民生委員・児童委員の委嘱 61,136 1,001 1,316

民生委員・児童委員の解嘱 689 1,014 1,145

主任児童委員の指名 5,679 90 120

厚生労働大臣表彰状の授与 1,898 107 111

厚生労働大臣感謝状の授与 14,981 317 347

計 84,383 2,529 3,039

５．児童扶養手当支給事務指導監査の状況

令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

監査実施都県・市区 3都県28市区 3県35市区 1県34市区

６．保護施設に対する指導監査の状況
（単位：施設）

令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

監査実施施設 1 1 0

７．生活保護法施行事務監査（医療扶助の適正）の状況

令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

監査実施都県市 7都県7市 10都県17市 10都県16市

８．生活保護法に規定する指定医療機関への指導等の状況

令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

指導等実施都県市 2県2市 1都6市 3県1市

９．障害者自立支援等業務実地指導の実施実績

年度別 令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

都県市数 10 8 7
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10．障害福祉サービス事業者等の業務管理体制に係る検査の状況

年度別 令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

事業者数 13 16 11

11．特定感染症指定医療機関に係る監督の状況
（単位：件）

令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

感染症法第４３条に基づく報告の受理 0 0 0

検査 0 0 0

12．クリーニング師試験の実施に係る指定試験機関の指定等の状況
（単位：件）

令和元(2019)年度 平成30(2018)年度 平成29(2017)年度

指定 0 0 0

受験資格の認定 0 0 0

13．経営力向上計画の認定状況
（単位：件）

令和元(2019)年度

認定件数 2,640

144



14．補助金等の交付の状況

保健衛生施設等施設整備費補助金 20件 181,419,000 10件 270,073,000 17件 241,116,000

保健衛生施設等設備整備費補助金 381件 713,250,000 181件 507,093,000 227件 343,931,000

地域介護・福祉空間整備推進交付金 0計画 0 0計画 0 0計画 0

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 383計画 1,654,500,000 121計画 649,132,000 173計画 792,695,000

次世代育成支援対策施設整備交付金 １２９計画 2,969,250,000 115施設 2,285,553,000 138施設 2,262,263,000

保育所等整備交付金 443施設 38,904,617,000 465施設 38,263,088,000 687施設 37,366,870,000

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 287施設 8,261,034,000 162施設 3,513,103,000 479施設 4,223,795,000

小 計 52,684,070,000 45,488,042,000 45,230,670,000

結核医療費国庫負担金 924,808,808 950,151,824 995,913,997

結核医療費国庫補助金 126,907,857 111,273,773 118,508,865

原爆被爆者健康診断費交付金 97,381,643 98,554,201 111,561,601

原爆被爆者手当交付金 5,467,165,742 5,534,391,904 5,926,334,209

原爆被爆者葬祭料交付金 142,081,404 137,094,491 131,945,538

児童扶養手当給付費国庫負担金 59,152,641,267 47,442,758,298 48,640,609,544

特別児童扶養手当事務取扱交付金 302,747,591 298,362,035 226,113,568

特別障害者手当等給付費国庫負担金 12,384,701,950 12,210,651,311 12,168,856,417

婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金 728,559,630 708,441,687 710,682,390

児童入所施設措置費等国庫負担金 42,289,549,561 39,844,792,548 39,216,869,715

小 計 121,616,545,453 107,336,472,072 108,247,395,844

合 計 174,300,615,453 152,824,514,072 153,478,065,844

保健衛生施設等災害復旧費国庫補助金 0件 0 0件 0 0件 0

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金（平成28年度台風9号等） 13件 22,959,000 0件 0 2件 8,601,000

合 計 22,959,000 0 8,601,000

15．激甚災害に伴う特別財政援助に係る交付決定の状況

豪雨災害（社会福祉施設）

東日本大震災（社会福祉施設）

合 計

16．財産処分の処理の状況

保健衛生施設関係

保健衛生施設関係（包括）

社会福祉施設関係（※）

社会福祉施設関係（包括）

※補助財産取得時の抵当権設定に係る件数は含まない。

8件

71件

120件

令和元(2019)年度

令和元(2019)年度

令和元(2019)年度

令和元(2019)年度

16件

平成２９(2017)年度

平成２９(2017)年度

平成２９(2017)年度

平成２９(2017)年度

5件

17件

76件

135件

15件

72件

157件

平成３０(2018)年度

平成３０(2018)年度

平成３０(2018)年度

平成３０(2018)年度

13件
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17．都県別養成施設（所）学校数

区 分 茨 城 県 栃 木 県 群 馬 県 埼 玉 県 千 葉 県 東 京 都 神奈川県 新 潟 県 山 梨 県 長 野 県 合 計

あん摩・はり師・きゅう師 0 0 0 2 0 9 3 0 0 0 14

栄養士 3 4 3 8 2 22 4 2 1 2 51

管理栄養士 4 0 3 5 4 16 6 4 1 2 45

社会福祉士 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

介護福祉士 0 3 3 4 4 9 5 3 2 4 37

福祉系高等学校等 4 3 2 1 1 2 2 0 1 2 18

介護福祉士実務者 0 1 0 1 3 0 0 0 1 2 8

計 11 11 11 21 14 59 20 9 6 12 174

（平成31年4月1日現在）

146



18．各種養成施設等の指定・廃止の年度別推移

指 定 取 消 指 定 取 消 指 定 取 消

（認定） （廃止） （認定） （廃止） （認定） （廃止）

あ・は・き師等養成施設（※） 0 0 0 0 0 0

栄養士養成施設 0 1 2 0 4 1

管理栄養士養成施設 0 0 1 0 2 0

社会福祉士養成施設 0 0 0 0 0 0

介護福祉士養成施設 1 1 0 0 0 1

福祉系高等学校等 0 0 0 0 0 0

介護福祉士実務者養成施設 1 0 0 0 1 0

計 2 2 3 0 7 2

（注1）上記の表に用いている用語は、次のように省略しています。

・指定（認定）：新規指定（認定）

（注2）社会福祉士養成施設には、社会福祉士学校を、介護福祉士養成施設には介護福祉士学校を、介護福祉士実務者養
成施設には介護福祉士実務者学校をそれぞれ含みます。

※ あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設

・取消（廃止）：申請による指定の取消しの承認（管理栄養士、栄養士は届出事項）

施 設 種 別
平成２９(2017)年度平成３０(2018)年度令和元(2019)年度

処理件数
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No. 都県
設置者

(法人番号）
課程

入学
定員

学校法人 武蔵野大学

(4010605002551)

No. 都県
設置者

(法人番号）
課程

入学
定員

学校法人 国際医療福祉大学

(6060005004332)

○ 介護福祉士実務者学校

19．令和元(2019)年度に指定した養成施設(所)一覧

（令和２(2020)年４月開設分）

○ 介護福祉士学校

通信
６月

401

養成施設（所）名

栃木県 国際医療福祉大学 介護福祉士実務者研修

1 東京都 武蔵野大学 別科（介護福祉士養成課程）
昼間
２年

40

養成施設（所）名
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No. 設 置 者 所 在 地 廃止年月日

1 学校法人 長野家政学園 長野県長野市三輪9丁目11番29号 H31.3.31

No. 設 置 者 所 在 地 廃止年月日

1 学校法人 植草学園 千葉県千葉市若葉区小倉町1639-3 H31.4.1

養成施設（所）名

植草学園短期大学専攻科介護福祉専攻

○ 介護福祉士学校

20．令和元(2019)年度に廃止した養成施設(所)一覧

○ 栄養士養成施設

養成施設（所）名

長野県短期大学生活科学科健康栄養専攻

149



◆医事課関係

１．臨床研修に関する業務

１－１ 医師の臨床研修について（臨床研修費等補助金含む）

元年度 ３０年度 ２９年度

5 5 6

323 158 151

3,609 3,558 3,397

1都9県 1都9県 1都9県

（310件） （306件） （269件）

38億 35億 26億

2,811万円 2,982万円 8,792万円

元年度 ３０年度 ２９年度

実績 実績 実績

0 4 5

≪臨床研修病院指定状況≫

① 都県別指定病院数

元年度 ３０年度 ２９年度

18 18 18

7 7 7

14 14 13

31 31 31

29 29 29

69 70 70

49 50 50

19 20 19

4 4 4

23 23 24

263 266 265

臨床研修費等補助金の交付状況 交付先及び交付額

交付先

交付額

臨床研修病院等の実地調査の状況

都 県 名

茨 城 県

新規指定申請等の審査の状況

医籍登録の状況

医籍登録件数

既指定臨床研修病院

合 計

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

神 奈 川 県

東 京 都

新 潟 県

山 梨 県

長 野 県

臨床研修病院の新規指定申請に係る審査

臨床研修プログラムの変更

施設数（基幹型）
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②大学医学部附属病院数

元年度 ３０年度 ２９年度

2 2 2

3 3 3

1 1 1

6 6 6

7 7 7

25 25 25

10 10 10

1 1 1

1 1 1

1 1 1

57 57 57

１－２ 歯科医師の臨床研修について

元年度 ３０年度 ２９年度

92 80 353

145 104 106

1,051 1,078 1,062

6 11 9

元年度 ３０年度 ２９年度

実績 実績 実績

44 54 55

≪臨床研修施設指定状況≫

① 都県別指定施設数

元年度 ３０年度 ２９年度

2 2 1

1 1 1

2 1 1

8 8 6

10 10 9

26 26 25

千 葉 県

神 奈 川 県

新 潟 県

山 梨 県

長 野 県

東 京 都

埼 玉 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

新規指定申請等の審査の状況（全国）

臨床研修病院の新規指定申請に係る審査

臨床研修プログラムの変更

合 計

施設数（基幹型相当）

茨 城 県

栃 木 県

都 県 名

都 県 名

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

施設数

歯科医籍登録の状況

臨床研修施設等の実地調査の状況（全国）

大学病院・指定臨床研修施設

歯科医籍登録件数

指導歯科医講習会への講師派遣件数
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15 15 15

1 1 1

1 1 1

5 5 5

71 70 65

② 医科大学・歯科大学（附属）病院数

元年度 ３０年度 ２９年度

1 1 1

2 2 2

1 1 1

3 3 3

6 6 6

13 13 13

5 4 4

2 2 2

1 1 1

2 2 2

36 35 35

２．医療の安全に関する取り組みの普及及び啓発について

元年度 ３０年度 ２９年度

３．関東信越厚生局管内の健康危機管理体制の整備について

元年度 ３０年度 ２９年度

４．医師の確保及び地域医療の確保・推進について

元年度 ３０年度 ２９年度

申請なし 申請なし 申請なし

1回 2回

神 奈 川 県

新 潟 県

山 梨 県

長 野 県

合 計

神 奈 川 県

長 野 県

合 計

都 県 名

266（122）253（215）
「医療安全に関するワークショップ」開催状況

延べ受講者数（修了証発行者数）

に係る地域ブロック会議、ブロック長会議等へ出席

東 京 都

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

1

各都県が開催する地域医療対策協議会等への出席

厚生労働省が開催する検討会への出席

地方公共団体からの医師派遣申請

地方衛生研究所等主催による地域保健総合推進事業

施設数

690（514）

1

千 葉 県

新 潟 県

山 梨 県

1
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５．行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施について

元年度 ３０年度 ２９年度

8 1 2

5 4 2

６．医療観察法による決定の執行、指定医療機関の指定及び指導等について

元年度 ３０年度 ２９年度

0 0 0

71 49 77

103 85 104

65 82 105

316 345 331

317 329 323

9,660 9,493 9,321

13 13 13

13 10 10

７．薬事監視業務

７－１ 医薬品等の製造業並びに医療機器修理業の許可について

元年度 ３０年度 ２９年度

121 96 90

７－２ 毒物及び劇物の製造業及び輸入業の登録及び取締りについて

元年度 ３０年度 ２９年度

1,240 1,362 1,076

７－３ 薬監証明発給業務について

元年度 ３０年度 ２９年度

84,607 76,102 66,804

約1,000/月 約1,000/月 約1,000/月

指定通院医療機関の選定

精神保健判定医の名簿収載

個別研修計画書受理

個別研修修了証交付

指定入院医療機関の指定

指定通院医療機関の指定

指定入院医療機関の選定及び移送

精神保健参与員の名簿収載

診療報酬請求の審査・支払

指定入院医療機関に対する指導監査

指定通院医療機関に対する指導監査

医薬品・再生医療等製品製造業の許可等件数

毒劇物営業者の登録等業務件数

薬監証明等に係る電話照会件数

薬監証明書発給件数
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８．再生医療等安全確保法に関する業務について

元年度 ３０年度 ２９年度

402 448 359

特定細胞加工物製造届出受理又は許可 227 170 157

2 0 5

1,445 1,508 1344

934 943 777

９．看護師の特定行為に係る研修の実施体制の確保に関する業務について

元年度 ３０年度 ２９年度

45 7 10

21 7 2

研修研修機関の変更届出に係る審査 49 22 24

年次報告に係る審査件数 27 24 15

32 23 15

指定研修機関申請者 27 7 10

1 1 2

10．臨床研究法に関する業務について
※平成30年4月1日施行

元年度 ３０年度

153 423

7 35

指定研修機関

指定研修機関の指定等に係る審査の状況

特定臨床研究の実施計画の受理

臨床研究審査委委員会の認定

指定申請に係る審査

報告書の受理

再生医療等提供計画の受理

再生医療等委員会の認定

提供状況定期報告書の受理

製造状況定期報告書の受理

特定行為研修を修了した看護師に関する報告書の受理の状況

指定研修機関の実地調査の状況

特定行為区分の変更申請に係る審査
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時間 プログラム 講師

9:50～10:20 受付

10:20～10:25 オリエンテーション

10:25～10:30 開会（挨拶）

10:30～11:20
（50分）

講演１

「医療安全施策の動向」 厚生労働省

11:20～12:10
（50分）

講演２

「ヒューマンファクターの基礎知識」
（ヒューマンエラー防止と現場力向上の考え方と方
法）

早稲田大学 理工学術院
創造理工学部 経営システム工
学科 人間生活工学研究室 教
授
小松原 明哲 先生

12:10～13:10 休憩 60分

13:10～14:00
（50分）

講演３

「医療安全活動の取組」
（報告文化の醸成と実践）

自治医科大学附属さいたま医
療センター 副センター長
医療安全・渉外対策部 教授
遠山 信幸 先生

14:00～14:50
（50分）

講演４

「医薬品の安全管理
（繰り返される事故から学ぶ）」

（看護師の医薬品関連事故にもっと関心を持ちま
しょう）

社会医療法人 生長会
ベルランド総合病院
クオリティ管理センター 部
長
楠本 茂雅 先生

14:50～15:20 休憩 30分

15:20～16:10
（50分）

講演５

「インフォームドコンセント、
診療録記載について」

（既存の説明同意書の記載や説明のプロセスを見
直す 際のチェックポイント）

岡部真勝法律事務所
弁護士 岡部 真勝 先生

16:10～17:00
（50分）

講演６

「検査結果の見落とし・見逃しを防ぐために」
（システムとしての対策と患者参加の重要性）

自治医科大学附属病院
医療の質向上・安全推進セン
ター センター長 教授
新保 昌久 先生

17：00～17：10閉会

合計講義時間 ５時間

令和元年度 医療安全に関するワークショッププログラム（セミナー）

【日時】 令和元年12月2日（月）

【会場】 埼玉会館１階大ホール（埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１－４：JR浦和駅）
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時間 プログラム 講師

9:00～9:30 受付

9:30～11:30

「TeamSTEPPSの基礎知識と演習」

ファシリテーター
亀田総合病院 医療安全管理室 室長 鈴木 真 先生
神奈川県立保健福祉大学 ヘルスイノベーション研究科 教授 吉田 穂波
先生
医療法人社団健生会 健生会ふれあい相互病院

医療安全管理室/ME 清水 則幸
先生
千葉ろうさい病院 看護部 看護部長 青田 孝子 先生
東埼玉総合病院 医療安全推進室 看護科長 武井 真由美 先生
海老名総合病院 安全推進部 医療安全推進室 看護科長 大野 浩正
先生
栃木県立がんセンター 監査室 医療監査監 永井 智恵美 先生

特定医療法人 新生病院
院長 大生 定義 先生

11:30～12:30 休憩

12:30～17:00

「TeamSTEPPSの基礎知識と演習」

ファシリテーター
亀田総合病院 医療安全管理室 室長 鈴木 真 先生
神奈川県立保健福祉大学 ヘルスイノベーション研究科 教授 吉田 穂波
先生
医療法人社団健生会 健生会ふれあい相互病院

医療安全管理室/ME 清水 則幸
先生
千葉ろうさい病院 看護部 看護部長 青田 孝子 先生
東埼玉総合病院 医療安全推進室 看護科長 武井 真由美 先生
海老名総合病院 安全推進部 医療安全推進室 看護科長 大野 浩正
先生
栃木県立がんセンター 監査室 医療監査監 永井 智恵美 先生

特定医療法人 新生病院
院長 大生 定義 先生

令和元年度 医療安全に関するワークショッププログラム（グループワーク）

【会場】 さいたま新都心合同庁舎１号館１階 多目的室１－１及び１－２

①令和元年12月10日（火） Team STEPPSコース（6時間30分）

156



時間 プログラム 講師

9:00～9:30 受付

9:30～11:30

「事故の構造に基づく分析手法：ImSAFER」

ファシリテーター
自治医科大学附属病院 医療の質向上・安全推進センター

主査 鶴見 眞理子
先生
埼玉県立がんセンター 薬剤部 副技師長 鈴木 清志 先生
ImSAFER研究会 シニアインストラクター 春日 道也 先生

株式会社 安全推進研究
所
代表取締役 所長
河野 龍太郎 先生

11:30～12:30 休憩

12:30～17:00

「事故の構造に基づく分析手法：ImSAFER」

ファシリテーター
自治医科大学附属病院 医療の質向上・安全推進センター

主査 鶴見 眞理子
先生
埼玉県立がんセンター 薬剤部 副技師長 鈴木 清志 先生
ImSAFER研究会 シニアインストラクター 春日 道也 先生

株式会社 安全推進研究
所
代表取締役 所長
河野 龍太郎 先生

令和元年度 医療安全に関するワークショッププログラム（グループワーク）

【会場】 さいたま新都心合同庁舎１号館１階 多目的室１－１及び１－２

②令和元年12月11日（水） ImSAFERコース（6時間30分）
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時間 プログラム 講師

9:00～9:30 受付

9:30～12:00 「医療の質改善をどのようにして進めるのか」

東海大学 情報通信学部
経営システム工学科 准教
授
金子 雅明 先生

12:00～13:00 休憩

13:00～17:00
「プロセスに着目した医療事故分析手法

－POAM分
析」

千葉工業大学 社会システ
ム科学部 経営情報科学科
准教授 佐野 雅隆 先生

令和元年度 医療安全に関するワークショッププログラム（グループワーク）

【会場】 さいたま新都心合同庁舎１号館１階 多目的室１－１及び１－２

③令和元年12月12日（木） POAMコース（6時間30分）
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◆食品衛生課関係

１．総合衛生管理製造過程の承認に関する立入検査件数（HACCPの普及促進に係る業務）

実 績 元年度 ３０年度 ２９年度

新規承認に関する立入検査 2 0 3

変更承認に関する立入検査 1 3 3

更新承認に関する立入検査 18 28 43

その他の立入検査 3 17 13

計 24 48 62

２．食中毒速報等収集件数

実 績 元年度 ３０年度 ２９年度

食中毒速報等収集 128 142 111

３．登録検査機関への立入検査件数

実 績 元年度 ３０年度 ２９年度

新規登録に関する立入検査 0 0 0

変更事項に関する立入検査 0 0 0

登録の更新に関する立入検査 3 29 2

定期立入検査 36 12 41

臨時立入検査 0 2 4

計 39 43 47

４．食肉輸出認定施設に対する査察等件数

実 績 元年度 ３０年度 ２９年度

現地査察 11 12 12

食肉衛生検査所の現地査察 1 1 1

指定検査機関の現地査察 1 1 1

５．対ＥＵ、対米国輸出水産食品認定施設に対する査察等件数

実 績 元年度 ３０年度 ２９年度

対米国輸出水産施設 6 6 7

対ＥＵ輸出水産施設 10 10 10

計 16 16 17
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６．水産食品の輸出国（米国、ＥＵを除く）向け取扱施設登録・衛生証明書発行件数

・取扱施設の登録

実 績 元年度 ３０年度 ２９年度

韓国向け取扱施設登録 1 1 1

インド向け取扱施設登録 3 4 －

・衛生証明書の発行

実 績 元年度 ３０年度 ２９年度

韓国向け衛生証明書発行 119 124 167

中国向け衛生証明書発行 44 40 47

台湾向け衛生証明書発行 1 6 0

インド向け衛生証明書発行 2 0 －

メキシコ向け衛生証明書発行 0 0 －

ベトナム向け衛生証明書発行 18 － －

７．自由販売証明書発行件数

実 績 元年度 ３０年度 ２９年度

自由販売証明書発行 744 695 838

８．健康の保持増進効果等に係る虚偽・誇大広告等の表示の禁止に関する相談等件数

実 績 元年度 ３０年度 ２９年度

自治体からの相談及び指導 5 16 18

事業者からの相談及び指導 0 0 0

計 5 16 18
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◆地域包括ケア推進課関係

◯補助金等の交付の状況

地域支援事業交付金 434件 55162817800円 434件 53004957901円

平成３０年度令和元年度
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（１） 健康保険組合数

（３） 全国健康保険協会支部数

所在地 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県

1 1 10

合計

支部数 1 1 1 1 1 1 1 1

千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県

長野県 20 13 0 7

合計 793 647 10 136

新潟県 15 14 0 1

山梨県 4 2 1 1

東京都 587 493 7 87

神奈川県 75 57 0 18

埼玉県 30 22 1 7

千葉県 35 26 1 8

栃木県 9 7 0 2

群馬県 11 8 0 3

（２） 所在地別の健康保険組合数（元年度）

所在地 組合数
設立形態別

単一 連合 総合

茨城県 7 5 0 2

令和元年度 793 △1 4 0 0 4 1 0

平成30年度 794 △2 3 0 0 2 3 0

平成29年度 796 △1 6 0 0 2 5 0

◆保険課関係

１．健康保険組合等の状況

年度 組合数
対前年度

増減

増減の内訳

増加 減少

新設 分割 転入 解散 合併 転出
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（１） 認可申請等の処理状況

元年度 30年度 29年度

2,504 2,713 2,848

1,140 1,284 1,375

250 180 270

146 322 258

26 35 40

94 104 133

848 788 772

7,567 7,793 8,204

792 863 877

998 920 942

554 397 644

335 286 306

3,950 3,955 3,654

389 348 324

549 1,024 1,457

10,312 10,570 9,828

2,679 2,680 2,672

23,062 23,756 23,552

（２） 実地指導監査等の実施状況

元年度 30年度 29年度

136 138 135

89 91 60

47 47 75

3 4 3

139 142 138

（３） 事務指導の実施状況

元年度 30年度 29年度

5 5 2

9 11 8

6 6 6

4 6 6

24 28 22

予算編成事務講習会

合 計

経理監査

２．全国健康保険協会支部

合 計

予算編成事務相談会

合 計

１．健康保険組合

解散事務指導等

事務講習会

予算書・決算書

保険料率変更

その他(規程変更等）

３．大臣への提出(月報等）

４．証明事務(公法人証明・印鑑証明等）

規約変更（事業所名称・所在地変更等）

２．業務処理状況

１．規約改正等認可

規約変更(事業所編入）

規約変更(事業所脱退）

規約変更（事業所関係以外）

重要財産処分

保険料率変更

滞納処分

２．届出の受理・確認

規約変更(事業所削除）

総合監査

追加更生予算

理事長就退任
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◆企業年金課関係

１．確定拠出年金の状況

増 加

転入等 終了等 転 出

令和元年度 8 21 2

平成30年度 3 39 1

平成29年度 26 8 2

２．確定給付企業年金の状況

（１）確定給付企業年金（規約型）

増 加

転入等 終了等 転 出

令和元年度 9 175 5

平成30年度 6 175 6

平成29年度 3 199 6

（２）確定給付企業年金（基金型）

増 加

厚生年金
基金から
移行

新 規 転入等 解散等 転 出

令和元年度 0 0 0 9 0 406

平成30年度 10 7 1 7 0 415

平成29年度 22 21 1 4 0 404

（３）確定給付企業年金（合計）

年 度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

年 度
承 認 数
( 新 規 )

承 認 後 の 増 減

現 存
規 約 数

減 少

年 度
承 認 数
( 新 規 )

承 認 後 の 増 減

現 存
規 約 数

減 少

年 度

認 可 数
認 可 後 の 増 減

現 存
基金数

減 少

現存規約・基金数

5,723

5,612

5,477

43

155 3,569

53

17

0

73 5,319

5,197

45 5,071

254 3,256

210 3,429
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３．厚生年金基金の状況

（１）厚生年金基金数

規約型 基金型

令和元年度 7 △ 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

平成30年度 8 △ 14 0 0 0 0 4 10 0 10 0

平成29年度 22 △ 43 0 0 0 0 24 19 1 18 0

（２）所在地別等の厚生年金基金数（令和元年度末）

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

山梨県

長野県

計

（３）代行返上の状況

① 将来返上の認可状況 ② 過去返上の認可状況

年 度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

件 数

0

1

7

年 度

平成29年度 19

件 数

平成30年度 10

令和元年度 1

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

7 1 2 4

0

7 1 2 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0

増 加 減 少

新 設 分 割 転 入 合 併 解 散 転 出
確定給付企業年金へ

年 度 基金数
対前年
度増減

0 0

0

0

0 0

所在地 基金数
設 立 形 態 別

単 独 連 合 総 合

増 減 の 内 訳
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◆管理課関係

１．医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明件数 （単位：件）

（１）オープン病院事業法人（いわゆるオープン病院事業を行う医師会・歯科医師会）

区分（年度）

証明件数

（２）福祉病院事業法人（無料低額な診療を行う病院事業を行う法人）

区分（年度）

証明件数

２．特定医療法人が厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明件数 （単位：件）

区分（年度）

証明件数

３．社会保険診療報酬支払基金支部の監督件数 （単位：件）

元年度 ３０年度 ２９年度

4 3 3

４．国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の技術的助言・指導監督件数 （単位：件）

区分（年度）

助 言

指導監督

５．後期高齢者医療制度に係る技術的助言・指導監督件数 （単位：件）

区分（年度）

助 言

指導監督

元年度 ３０年度

元年度 ３０年度

53 59

元年度 ３０年度 ２９年度

48

7 7 9

5 0

区分（年度）

監査実施支部数

元年度 ３０年度 ２９年度

15 15

２９年度

２９年度

15

5 5 5

元年度 ３０年度 ２９年度

20 20 20

94 97 100

5
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◆医療課関係

（１） 特定機能病院 令和２年３月３１日現在

都道府県名 施設名 開設者 所在地

1 茨城県 筑波大学附属病院 国立大学法人 茨城県つくば市天久保２－１－１

2 栃木県 自治医科大学附属病院 学校法人 栃木県下野市薬師寺３３１１－１

3 栃木県 獨協医科大学病院 学校法人 栃木県下都賀郡壬生町北小林８８０

4 群馬県 群馬大学医学部附属病院 国立大学法人 群馬県前橋市昭和町３－３９－１５

5 埼玉県 埼玉医科大学病院 学校法人 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷３８

6 埼玉県 防衛医科大学校病院 防衛省 埼玉県所沢市並木３－２

7 千葉県 千葉大学医学部附属病院 国立大学法人 千葉県千葉市中央区亥鼻１－８－１

8 千葉県 国立がん研究センタ一東病院 国立研究開発法人 千葉県柏市柏の葉６－５－１

9 東京都 国立がん研究センタ一中央病院 国立研究開発法人 東京都中央区築地５－１－１

10 東京都 順天堂大学医学部附属順天堂医院 学校法人 東京都文京区本郷３－１－３

11 東京都 日本医科大学附属病院 学校法人 東京都文京区千駄木１－１－５

12 東京都 日本大学医学部附属板橋病院 学校法人 東京都板橋区大谷口上町３０－１

13 東京都 東邦大学医療センタ一大森病院 学校法人 東京都大田区大森西６－１１－１

14 東京都 東京慈恵会医科大学附属病院 学校法人 東京都港区西新橋３－１９－１８

15 東京都 慶應義塾大学病院 学校法人 東京都新宿区信濃町３５

16 東京都 昭和大学病院 学校法人 東京都品川区旗の台１－５－８

17 東京都 杏林大学医学部付属病院 学校法人 東京都三鷹市新川６－２０－２

18 東京都 帝京大学医学部附属病院 学校法人 東京都板橋区加賀２－１１－１

19 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 国立大学法人 東京都文京区湯島１－５－４５

20 東京都 東京大学医学部附属病院 国立大学法人 東京都文京区本郷７－３－１

21 東京都 東京医科大学病院 学校法人 東京都新宿区西新宿６－７－１

22 東京都 がん研究会有明病院 公益財団法人 東京都江東区有明３－８－３１

23 東京都 国立国際医療研究センター病院 国立研究開発法人 東京都新宿区戸山１－２１－１

24 神奈川県 北里大学病院 学校法人 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１

25 神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院 学校法人 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１

26 神奈川県 東海大学医学部付属病院 学校法人 神奈川県伊勢原市下糟谷１４３

27 神奈川県 横浜市立大学附属病院 公立大学法人 神奈川県横浜市金沢区福浦３－９

28 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 国立大学法人 新潟県新潟市中央区旭町通一番町７５４

29 山梨県 山梨大学医学部附属病院 国立大学法人 山梨県中央市下河東１１１０

30 長野県 信州大学医学部附属病院 国立大学法人 長野県松本市旭３－１－１

合計 ３０施設

（２） 臨床研究中核病院 令和２年３月３１日現在

都道府県名 施設名 開設者 所在地

1 千葉県 国立がん研究センタ一東病院 国立研究開発法人 千葉県柏市柏の葉６－５－１

2 千葉県 千葉大学医学部附属病院 国立大学法人 千葉県千葉市中央区亥鼻１－８－１

3 東京都 国立がん研究センタ一中央病院 国立研究開発法人 東京都中央区築地５－１－１

4 東京都 東京大学医学部附属病院 国立大学法人 東京都文京区本郷７－３－１

5 東京都 慶應義塾大学病院 学校法人 東京都新宿区信濃町３５

合計 ５施設

１．特定機能病院等一覧
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・特定機能病院に対する立入検査実施状況

計 画 実 績 実施率

元年度 30 30 100%

３０年度 29 29 100%

２９年度 28 28 100%

・臨床研究中核病院に対する立入検査実施状況

計 画 実 績 実施率

元年度 5 5 100%

３０年度 5 5 100%

２９年度 5 5 100%
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２．保険医療機関等の指導・監査状況
（平成３０年度分）

都道府県名 対象機関 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監査

医 科 34 468 54 44 0

歯 科 26 290 94 29 0

薬 局 46 219 91 48 1

医 科 24 184 54 35 0

歯 科 23 124 61 37 0

薬 局 30 135 63 31 0

医 科 22 266 43 41 0

歯 科 19 239 59 29 0

薬 局 34 189 33 33 0

医 科 114 441 161 81 1

歯 科 96 539 194 75 2

薬 局 122 482 209 76 0

医 科 63 599 116 67 0

歯 科 87 900 209 50 1

薬 局 112 704 179 74 0

医 科 656 370 499 116 2

歯 科 310 257 714 101 3

薬 局 301 243 274 122 0

医 科 212 619 303 68 1

歯 科 112 530 355 30 4

薬 局 198 579 265 144 0

医 科 21 237 37 46 0

歯 科 17 223 96 19 1

薬 局 31 198 84 41 0

医 科 11 237 26 10 0

歯 科 4 189 34 16 0

薬 局 15 150 33 16 0

医 科 32 205 54 47 0

歯 科 18 181 51 31 1

薬 局 27 189 55 31 0

医 科 1,189 3,626 1,347 555 4

歯 科 712 3,472 1,867 417 12

薬 局 916 3,088 1,286 616 1

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

山梨県

長野県

合 計
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（平成２９年度分）

都道府県名 対象機関 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監査

医 科 28 1,494 65 31 0

歯 科 28 1,763 97 50 1

薬 局 42 1,326 89 42 0

医 科 19 1,468 52 29 0

歯 科 27 1,209 64 38 0

薬 局 35 963 59 24 0

医 科 28 919 65 40 0

歯 科 22 1,134 75 30 0

薬 局 52 938 45 32 0

医 科 113 2,041 182 75 0

歯 科 77 2,549 208 89 1

薬 局 128 2,114 153 78 0

医 科 79 1,889 150 58 0

歯 科 86 2,601 255 74 1

薬 局 112 2,441 132 76 0

医 科 451 7,351 440 120 5

歯 科 282 3,990 786 61 8

薬 局 306 3,340 355 124 0

医 科 203 2,765 200 73 1

歯 科 89 2,567 302 37 3

薬 局 250 3,470 150 108 0

医 科 27 1,460 56 36 0

歯 科 25 1,467 95 7 2

薬 局 44 1,247 85 39 0

医 科 14 669 28 14 0

歯 科 7 534 34 15 0

薬 局 15 503 32 16 0

医 科 31 1,407 55 36 0

歯 科 16 1,273 65 33 1

薬 局 22 945 48 33 0

医 科 993 21,463 1,293 512 6

歯 科 659 19,087 1,981 434 17

薬 局 1,006 17,287 1,148 572 0

東京都

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

神奈川県

新潟県

山梨県

長野県

合 計
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（平成２８年度分）

都道府県名 対象機関 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監査

医 科 31 194 72 37 0

歯 科 31 489 87 34 0

薬 局 32 195 86 45 1

医 科 25 290 58 40 0

歯 科 14 262 72 36 0

薬 局 34 149 62 26 0

医 科 24 19 75 37 1

歯 科 13 23 57 34 0

薬 局 53 53 57 32 0

医 科 119 102 162 86 0

歯 科 113 93 215 83 0

薬 局 137 107 195 80 0

医 科 96 363 167 64 0

歯 科 79 68 250 73 3

薬 局 119 103 168 70 0

医 科 355 934 565 85 8

歯 科 269 228 794 33 10

薬 局 308 210 466 122

医 科 190 198 315 69 1

歯 科 143 150 278 63 1

薬 局 256 296 257 106 0

医 科 24 328 73 26 0

歯 科 23 291 95 19 2

薬 局 53 214 77 43 0

医 科 13 61 20 17 0

歯 科 9 55 34 16 0

薬 局 17 57 31 14 0

医 科 25 24 72 41 0

歯 科 32 24 55 38 1

薬 局 38 38 41 35 0

医 科 902 2,513 1,579 502 10

歯 科 726 1,683 1,937 429 17

薬 局 1,047 1,422 1,440 573 1

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

神奈川県

新潟県

山梨県

長野県

合 計

東京都
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３．指定訪問看護事業者の指導・監査状況
（平成30年度分）

都道府県名 集団指導 個別指導 監査

茨城県 14 0 0

栃木県 12 0 0

群馬県 26 0 0

埼玉県 385 0 0

千葉県 40 0 0

東京都 1,067 1 0

神奈川県 641 0 0

新潟県 10 0 0

山梨県 4 0 0

長野県 11 0 0

合 計 2,210 1 0

（平成２９年度分）

都道府県名 集団指導 個別指導 監査

茨城県 9 0 0

栃木県 3 0 0

群馬県 17 0 0

埼玉県 355 0 0

千葉県 40 0 0

東京都 128 1 0

神奈川県 66 0 0

新潟県 7 0 0

山梨県 56 0 0

長野県 4 0 0

合 計 685 1 0

（平成２８年度分）

都道府県名 集団指導 個別指導 監査

茨城県 16 0 0

栃木県 5 0 0

群馬県 21 0 0

埼玉県 335 0 0

千葉県 31 0 0

東京都 925 0 1

神奈川県 567 0 0

新潟県 130 0 0

山梨県 4 0 0

長野県 153 0 0

合 計 2,187 0 1
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４．保険医療機関等の指定状況
（令和元年度分）

指 定 廃止等 指 定 廃止等 指 定 廃止等

茨城県 204 188 132 133 220 195

栃木県 143 143 83 83 156 135

群馬県 162 159 116 121 166 136

埼玉県 576 551 475 470 472 409

千葉県 460 442 361 354 374 355

東京都 2,129 1,868 1,411 1,395 1,206 1,112

神奈川県 1,016 921 629 627 693 630

新潟県 186 199 117 127 250 230

山梨県 70 68 43 43 88 82

長野県 201 219 100 104 141 134

合 計 5,147 4,758 3,467 3,457 3,766 3,418

（平成３０年度分）

指 定 廃止等 指 定 廃止等 指 定 廃止等

茨城県 341 338 361 356 305 313

栃木県 301 298 199 201 208 194

群馬県 303 308 206 207 165 165

埼玉県 886 818 771 770 695 633

千葉県 774 743 766 772 561 527

東京都 2,713 2,528 2,221 2,179 1,515 1,420

神奈川県 1,320 1,250 1,094 1,085 899 851

新潟県 285 292 288 288 261 275

山梨県 134 128 92 93 81 79

長野県 265 263 206 214 216 200

合 計 7,322 6,966 6,204 6,165 4,906 4,657

（平成２９年度分）

指 定 廃止等 指 定 廃止等 指 定 廃止等

茨城県 431 423 423 423 423 423

栃木県 358 363 363 363 363 363

群馬県 394 409 290 285 219 212

埼玉県 1,101 1,052 972 953 667 622

千葉県 974 975 890 875 599 557

東京都 3,293 3,107 2,799 2,789 1,640 1,610

神奈川県 1,641 1,559 1,397 1,380 918 890

新潟県 365 379 322 328 242 218

山梨県 161 163 117 121 115 101

長野県 409 416 329 327 257 253

合 計 9,127 8,846 7,902 7,844 5,443 5,249

都道府県名
医 科 歯 科 薬 局

注）廃止等欄は廃止、辞退、取消、指定の失効の合計件数です。

注）廃止等欄は廃止、辞退、取消、指定の失効の合計件数です。

都道府県名
医 科 歯 科 薬 局

注）廃止等欄は廃止、辞退、取消、指定の失効の合計件数です。

都道府県名
医 科 歯 科 薬 局
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５．指定訪問看護事業者の指定状況
（令和元年度分）

都道府県名 指 定 廃止等

茨城県 23 4

栃木県 20 5

群馬県 22 13

埼玉県 70 16

千葉県 55 20

東京都 140 48

神奈川県 88 28

新潟県 13 5

山梨県 3 3

長野県 8 3

合 計 442 145

（平成３０年度分）

都道府県名 指 定 廃止等

茨城県 17 5

栃木県 16 3

群馬県 28 7

埼玉県 59 15

千葉県 53 10

東京都 166 51

神奈川県 100 38

新潟県 11 3

山梨県 4 4

長野県 15 6

合 計 469 142

（平成２９年度分）

都道府県名 指 定 廃止等

茨城県 13 7

栃木県 11 4

群馬県 19 6

埼玉県 44 12

千葉県 62 13

東京都 141 57

神奈川県 74 44

新潟県 6 5

山梨県 1 3

長野県 15 8

合 計 386 159

注）廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。

注）廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。

注）廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。
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６．保険医等の登録状況
（令和元年度分）

転 入 転 出

医 師 178 12 434 471

歯科医師 8 15 55 40

薬 剤 師 165 0 200 174

医 師 138 11 339 350

歯科医師 7 10 49 32

薬 剤 師 142 1 124 140

医 師 95 35 179 186

歯科医師 3 10 56 35

薬 剤 師 126 3 107 105

医 師 392 29 1,179 1,037

歯科医師 99 16 219 234

薬 剤 師 565 5 565 544

医 師 412 22 1,226 1,127

歯科医師 149 9 198 265

薬 剤 師 515 1 511 493

医 師 1,288 50 3,108 3,208

歯科医師 441 29 544 537

薬 剤 師 1,370 12 1,265 1,262

医 師 660 30 1,479 1,476

歯科医師 150 15 232 248

薬 剤 師 819 2 634 607

医 師 113 42 113 142

歯科医師 90 19 77 112

薬 剤 師 104 6 63 89

医 師 60 5 104 111

歯科医師 4 3 16 7

薬 剤 師 45 2 68 54

医 師 126 33 192 220

歯科医師 32 12 43 56

薬 剤 師 80 8 136 100

医 師 3,462 269 8,353 8,328

歯科医師 983 138 1,489 1,566

薬 剤 師 3,931 40 3,673 3,568

都道府県名 保険医等 新規登録 抹消等
異 動

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

合 計

千葉県

東京都

神奈川

新潟県

山梨県

長野県
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（平成３０年度分）

転 入 転 出

医 師 181 9 476 460

歯科医師 5 13 65 38

薬 剤 師 138 5 189 190

医 師 143 20 345 405

歯科医師 10 8 45 25

薬 剤 師 116 3 124 125

医 師 98 18 172 188

歯科医師 8 10 56 38

薬 剤 師 115 2 121 107

医 師 386 22 1,141 996

歯科医師 86 17 227 218

薬 剤 師 525 7 565 561

医 師 388 13 1,118 1,108

歯科医師 167 5 184 268

薬 剤 師 463 2 496 531

医 師 1,269 64 3,141 3,160

歯科医師 409 39 527 575

薬 剤 師 1,267 12 1,358 1,290

医 師 664 32 1,409 1,401

歯科医師 164 14 261 249

薬 剤 師 731 10 617 590

医 師 127 29 157 137

歯科医師 75 15 57 99

薬 剤 師 108 7 57 78

医 師 46 4 93 135

歯科医師 6 0 12 13

薬 剤 師 46 0 76 60

医 師 153 28 161 198

歯科医師 44 20 33 43

薬 剤 師 64 4 90 88

医 師 3,455 239 8,213 8,188

歯科医師 974 141 1,467 1,566

薬 剤 師 3,573 52 3,693 3,620

神奈川

新潟県

山梨県

長野県

合 計

東京都

都道府県名 保険医等 新規登録 抹消等

埼玉県

千葉県

異 動

茨城県

栃木県

群馬県
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（平成２９年度分）

転 入 転 出

医 師 165 16 411 403

歯科医師 4 12 67 43

薬 剤 師 144 2 176 176

医 師 124 17 329 327

歯科医師 7 12 60 26

薬 剤 師 104 1 109 112

医 師 85 28 148 163

歯科医師 3 13 53 34

薬 剤 師 83 1 99 88

医 師 345 26 1,180 962

歯科医師 90 15 253 202

薬 剤 師 484 9 483 532

医 師 378 23 1,064 1,057

歯科医師 184 4 197 301

薬 剤 師 414 4 473 387

医 師 1,265 67 3,188 3,163

歯科医師 407 36 557 589

薬 剤 師 1,182 13 1,129 1,139

医 師 623 34 1,515 1,472

歯科医師 150 21 250 270

薬 剤 師 683 13 586 607

医 師 92 37 132 136

歯科医師 58 19 60 86

薬 剤 師 119 1 64 69

医 師 49 4 103 106

歯科医師 7 3 18 19

薬 剤 師 38 1 50 35

医 師 141 29 192 197

歯科医師 34 12 43 44

薬 剤 師 76 6 91 71

医 師 3,267 281 8,262 7,986

歯科医師 944 147 1,558 1,614

薬 剤 師 3,327 51 3,260 3,216

注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。

新潟県

山梨県

長野県

合 計

神奈川

都道府県名 保険医等 新規登録 抹消等

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

異 動

茨城県

177



◆麻薬取締部関係

（１）法令別検挙人員

令和元年 平成３０年 平成２９年

麻薬及び向精神薬取締法
26人 35人 23人

あ へ ん 法
0人 0人 0人

大 麻 取 締 法
111人 124人 80人

覚 せ い 剤 取 締 法
60人 71人 43人

麻 薬 特 例 法
18人 8人 14人

医 薬 品 医 療 機 器 等 法
（ 旧 薬 事 法 ） 2人 19人 27人

合 計
217人 257人 187人

（２）主な薬物の押収量

令和元年 平成３０年 平成２９年

ヘ ロ イ ン
0g 0ｇ 0ｇ

コ カ イ ン
50.6g 43.4ｇ 1,252ｇ

あ へ ん
0g 0ｇ 0ｇ

乾 燥 大 麻
( 大 麻 た ば こ を 含 む ） 27.4kg 44.3ｋｇ 25,813ｇ

大 麻 樹 脂
24.4g 366.2ｇ 135ｇ

覚 せ い 剤
1,100kg 236.2ｋｇ 826.2kg

ＭＤＭＡ等錠剤型合成麻薬 37錠
167g

4錠
19.2ｇ

0錠
253ｇ

大 麻 草
1,015株 2,095株 474株

指 定 薬 物
植物片1.0g
液体9.8mL

粉末0g

植物片377.2g
液体3.4L
粉末61.9g

植物片32.8kg
液体1.9L

粉末31.8kg

１．麻薬・覚せい剤事犯の推移（関東信越厚生局麻薬取締部）
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◆社会保険審査官関係

＜令和元年度＞

１．審査請求取扱状況

令和元年度 関東信越厚生局

健康保険 船員保険 厚生年金保険 国民年金 合 計

前年度からの繰越 93 0 323 448 864

当 年 度 受 付 481 11 1,221 1,240 2,953

計 574 11 1,544 1,688 3,817

取 下 件 数 年 度 累 計 45 0 108 79 232

移 送 件 数 年 度 累 計 8 0 5 6 19

却 下 23 1 46 71 141

容 認 41 0 13 20 74

棄 却 286 5 834 1,036 2,161

計 350 6 893 1,127 2,376

（60日以内再掲） 66 4 161 189 420

計 171 5 538 476 1,190

相 談 件 数 計 403 8 215 330 956

受 付 件 数

決 定 件 数

未処理件数
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２．審査請求決定状況

（１）令和元年度健康保険再掲

（ ・ 船 ･ 厚 ・ 国 ）

6 26 99 131
併合
3件→1件

0 0 2 2

9 15 173 197

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 1 2

23 41 286 350

注）

0 4 10

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 計

療 養 費

移 送 費

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

した。

0 0

6

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

標 準 報 酬

計

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

時 効 特 例

未 支 給 保 険 給 付

（離婚分割）

療 養 の 給 付

（継続療養及び特別療養費を含む）

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

備 考

被 保 険 者 資 格
1 0 7 8

0 0
（種別変更を含む）

0 0

（第4種及び任継を含む）

標 準 報 酬

遅 延 加 算 金

そ の 他

0 0

健
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（２）令和元年度船員保険再掲

（ 健 ・ ･ 厚 ・ 国 ）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 1

0 0 3 3

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 5 6

注）

0 0

0
（種別変更を含む）

標 準 報 酬

0

（離婚分割）
0

標 準 報 酬

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

療 養 の 給 付

（継続療養及び特別療養費を含む）

療 養 費

1 0 1 2

0 0

0

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 計 備 考

0 0

計

被 保 険 者 資 格
0 0

（第4種及び任継を含む）

移 送 費

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

未 支 給 保 険 給 付

時 効 特 例

遅 延 加 算 金

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

した。

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

そ の 他

船
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（３）令和元年度厚生年金保険再掲

（ 健 ・ 船 ･ ・ 国 ）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19 0 50 69

22 11 704 737

1 1 33 35

0 0 0 0

1 0 13 14

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 1 2

46 13 834 893

注）

0 0 0 0

した。

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 計 備 考

計

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

遅 延 加 算 金

そ の 他

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

0

療 養 費

移 送 費

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

障 害 給 付

療 養 の 給 付

（継続療養及び特別療養費を含む）

標 準 報 酬

（離婚分割）
1 0 13 14

11

標 準 報 酬

（種別変更を含む）

（第4種及び任継を含む）

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

未 支 給 保 険 給 付

時 効 特 例

0 1 10 11

被 保 険 者 資 格
1 10

厚
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（４）令和元年度国民年金再掲

（ 健 ・ 船 ･ 厚 ・ ）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 0 7 10

49 19 902 970

0 1 0 1

16 0 120 136
併合
3件→1件

0 0 3 3

0 0 0 0

0 0 0 0

2 0 0 2

71 20 1,036 1,127

注）

時 効 特 例

遅 延 加 算 金

療 養 費

移 送 費

傷 病 手 当 金

被 保 険 者 資 格
1 0 4

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

標 準 報 酬
0 0 0 0

（種別変更を含む）

標 準 報 酬
0 0 0 0

（離婚分割）

未 支 給 保 険 給 付

出 産 給 付

老 齢 給 付

療 養 の 給 付

（継続療養及び特別療養費を含む）

（第4種及び任継を含む）

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 計 備 考

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

した。

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

そ の 他

計

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

0 0 0 0

5

国
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◆社会保険審査官関係

＜平成３０年度＞

１．審査請求取扱状況

平成３０年度 関東信越厚生局

健康保険 船員保険 厚生年金保険 国民年金 合 計

前年度からの繰越 96 13 307 336 752

当 年 度 受 付 449 7 1,007 1,487 2,950

計 545 20 1,314 1,823 3,702

取 下 件 数 年 度 累 計 46 1 100 137 284

移 送 件 数 年 度 累 計 9 0 4 8 21

却 下 20 2 37 59 118

容 認 54 0 32 31 117

棄 却 323 17 825 1,133 2,298

計 397 19 894 1,223 2,533

（60日以内再掲） 49 0 145 290 484

計 89 0 306 469 864

相 談 件 数 計 390 5 311 655 1,361

受 付 件 数

決 定 件 数

未処理件数
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２．審査請求決定状況

（１）平成３０年度健康保険再掲

（ ・ 船 ･ 厚 ・ 国 ）

5 34 125 164
併合
22件→5件

0 0 2 2

9 19 185 213
併合
49件→16件

0 1 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 1

20 54 323 397

注）

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

そ の 他

計

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

した。

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

未 支 給 保 険 給 付

時 効 特 例

遅 延 加 算 金

療 養 の 給 付
3 0 3 6

（継続療養及び特別療養費を含む）

療 養 費

移 送 費

標 準 報 酬
2 0 2 4

（種別変更を含む）

標 準 報 酬
0 0 1 1

（離婚分割）

棄 却 計 備 考

被 保 険 者 資 格
0 0 5 5

（第4種及び任継を含む）

種 別

制 度 別
却 下 容 認

健
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（２）平成３０年度船員保険再掲

（ 健 ・ ･ 厚 ・ 国 ）

0 0 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 1

0 0 4 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 1

2 0 17 19

注）

した。

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

時 効 特 例

遅 延 加 算 金

そ の 他

計

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

療 養 費

移 送 費

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

未 支 給 保 険 給 付

標 準 報 酬
0 0 0 0

（離婚分割）

療 養 の 給 付
2 0 10 12

（継続療養及び特別療養費を含む）

被 保 険 者 資 格
0 0 0 0

（第4種及び任継を含む）

標 準 報 酬
0 0 0 0

（種別変更を含む）

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 計 備 考

船
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（３）平成３０年度厚生年金保険再掲

（ 健 ・ 船 ･ ・ 国 ）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 0 88 93
併合
2件→1件

19 31 642 692
併合
4件→2件

2 0 37 39

0 0 0 0

1 0 14 15

0 0 0 0

0 0 0 0

4 0 5 9

37 32 825 894

注）

した。

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

時 効 特 例

遅 延 加 算 金

そ の 他

計

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

療 養 費

移 送 費

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

未 支 給 保 険 給 付

標 準 報 酬
4 0 13 17

（離婚分割）

療 養 の 給 付
0 0 0 0

（継続療養及び特別療養費を含む）

被 保 険 者 資 格
0 0 19 19

（第4種及び任継を含む）

標 準 報 酬
2 1 7 10

（種別変更を含む）

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 計 備 考

厚
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（４）平成３０年度国民年金再掲

（ 健 ・ 船 ･ 厚 ・ ）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 0 34 37

38 27 995 1,060
併合
2件→1件

0 2 5 7

13 1 90 104
併合
2件→1件

2 1 8 11

0 0 0 0

0 0 0 0

2 0 1 3

59 31 1,133 1,223

注）

した。

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

時 効 特 例

遅 延 加 算 金

そ の 他

計

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

療 養 費

移 送 費

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

未 支 給 保 険 給 付

標 準 報 酬
0 0 0 0

（離婚分割）

療 養 の 給 付
0 0 0 0

（継続療養及び特別療養費を含む）

被 保 険 者 資 格
1 0 0 1

（第4種及び任継を含む）

標 準 報 酬
0 0 0 0

（種別変更を含む）

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 計 備 考

国
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◆社会保険審査官関係

＜平成２９年度＞

１．審査請求取扱状況

平成２９年度 関東信越厚生局

健康保険 船員保険 厚生年金保険 国民年金 合 計

前年度からの繰越 66 0 267 314 647

当 年 度 受 付 459 17 1,009 1,259 2,744

計 525 17 1,276 1,573 3,391

取 下 件 数 年 度 累 計 33 0 104 85 222

移 送 件 数 年 度 累 計 7 0 8 9 24

却 下 24 0 48 37 109

容 認 43 0 37 21 101

棄 却 321 5 775 1,082 2,183

計 388 5 860 1,140 2,393

（60日以内再掲） 62 1 166 218 447

計 97 12 304 339 752

相 談 件 数 計 386 10 324 648 1,368

受 付 件 数

決 定 件 数

未処理件数
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２．審査請求決定状況

（１）平成２９年度健康保険再掲

（ ・ 船 ･ 厚 ・ 国 ）

13 24 109 146
併合
38件→10件

0 0 3 3

6 19 189 214
併合
53件→22件

0 0 5 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 1 2

24 43 321 388

注）

被 保 険 者 資 格
0 0 7 7

（第4種及び任継を含む）

標 準 報 酬
0 0 3 3

計

（種別変更を含む）

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 備 考

標 準 報 酬
0 0 0 0

（離婚分割）

療 養 の 給 付
4 0 4 8

（継続療養及び特別療養費を含む）

療 養 費

移 送 費

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

未 支 給 保 険 給 付

時 効 特 例

遅 延 加 算 金

そ の 他

計

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

した。

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

健
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（２）平成２９年度船員保険再掲

（ 健 ・ ･ 厚 ・ 国 ）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 5 5

注）

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 計 備 考

被 保 険 者 資 格
0 0 0 0

（第4種及び任継を含む）

標 準 報 酬
0 0 0 0

（種別変更を含む）

標 準 報 酬
0 0 0 0

（離婚分割）

療 養 の 給 付
0 0 5 5

（継続療養及び特別療養費を含む）

療 養 費

移 送 費

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

未 支 給 保 険 給 付

時 効 特 例

遅 延 加 算 金

そ の 他

計

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

した。

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

船
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（３）平成２９年度厚生年金保険再掲

（ 健 ・ 船 ･ ・ 国 ）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 0 64 77
併合
2件→1件

26 33 635 694
併合
10件→5件

5 1 25 31

0 0 0 0

2 0 14 16

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 6 6

48 37 775 860

注）

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 計 備 考

被 保 険 者 資 格
2 2 13 17

（第4種及び任継を含む）

標 準 報 酬
0 1 8 9

（種別変更を含む）

標 準 報 酬
0 0 10 10

（離婚分割）

療 養 の 給 付
0 0 0 0

（継続療養及び特別療養費を含む）

療 養 費

移 送 費

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

未 支 給 保 険 給 付

時 効 特 例

遅 延 加 算 金

そ の 他

計

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

した。

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

厚
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（４）平成２９年度国民年金再掲

（ 健 ・ 船 ･ 厚 ・ ）

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 0 5 7

24 18 947 989
併合
6件→3件

0 1 8 9
併合
3件→1件

9 2 116 127
併合
7件→3件

0 0 2 2

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 3 4

37 21 1,082 1,140

注）

種 別

制 度 別
却 下 容 認 棄 却 計 備 考

被 保 険 者 資 格
1 0 1 2

（第4種及び任継を含む）

標 準 報 酬
0 0 0 0

（種別変更を含む）

標 準 報 酬
0 0 0 0

（離婚分割）

療 養 の 給 付
0 0 0 0

（継続療養及び特別療養費を含む）

療 養 費

移 送 費

傷 病 手 当 金

出 産 給 付

老 齢 給 付

障 害 給 付

遺 族 給 付

保 険 料 の 賦 課 徴 収 等

未 支 給 保 険 給 付

した。

４．事件を併合した場合は、受付に従って決定件数を記入し、備考欄に各事件のうち、それぞれ何件を何件に併合処理

したかを付記した。

５．同一の支給事由による厚生年金保険法及び国民年金法の給付（二階建年金）に係る審査事件は１件とし、

厚生年金保険欄に記入した。

６．寡婦年金・死亡一時金は､遺族給付に含めた。

７．「２．決定状況」は、制度別に作成した。

時 効 特 例

遅 延 加 算 金

そ の 他

計

１．審査請求人より、飛躍請求があった場合の件数については、棄却件数に含めて記入するとともに、別にその件数

を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

２．審査請求人が死亡し、承継人がいないため事件が終了したものの件数については、取下件数に含めて記入する

とともに、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲した。

３．社会保険審査会から差し戻された事件は、受付件数として記入し、別にその件数を（ ）書きとして、同欄に再掲

国
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